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【
要
約
】
　
近
世
の
甲
州
に
は
大
小
切
と
呼
ば
れ
る
税
法
が
施
行
さ
れ
、
貢
租
代
金
納
化
の
比
率
は
他
国
よ
り
も
高
か
っ
た
。
な
か
で
も
徳
川
将
軍
家
の
藩
　
㎝

屏
で
あ
る
田
島
家
の
領
地
の
揚
浜
は
品
等
は
殆
ん
ど
一
〇
〇
％
代
金
納
化
さ
れ
て
い
る
点
で
極
め
て
特
異
な
存
在
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
徹
底
し
た
代
金
納
　
…

化
が
進
行
す
る
と
ぎ
、
そ
の
下
で
ど
の
よ
う
な
農
民
諸
階
層
が
形
成
さ
れ
る
か
。
そ
れ
は
商
標
生
産
の
発
展
す
る
地
域
と
そ
う
で
な
い
地
域
で
ど
の
よ
う
な
　
一

異
っ
た
姿
を
と
っ
て
現
わ
れ
る
か
。
さ
ら
に
代
金
納
価
格
の
米
価
か
ら
の
乖
離
に
よ
る
貢
租
実
質
額
の
低
下
を
カ
バ
ー
し
ょ
う
と
す
る
領
主
の
政
策
が
、
領
　
｛

主
と
農
民
お
よ
び
農
民
内
部
の
矛
盾
を
ど
の
よ
う
に
深
化
さ
せ
領
主
支
配
を
破
局
に
導
い
て
行
く
か
を
、
農
民
一
揆
へ
の
各
階
層
の
参
加
の
仕
方
、
諸
要
求
　
…

の
分
析
を
と
う
し
て
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明
す
る
論
理
の
基
軸
に
す
え
よ
う
と
し
た
堀
江
英
一
民
の
『
明
治
維

は
じ
め
に
…
1
経
済
史
分
析
に
お
け
る
農
民
闘
争
の
位
醗
1

　
農
民
一
揆
の
研
究
は
長
い
歴
史
を
も
つ
て
い
る
。
大
正
期
の
事
例

の
発
掘
に
は
じ
ま
り
、
昭
和
初
期
以
来
の
明
治
維
新
の
原
動
力
と
し

て
の
評
価
を
め
ぐ
る
論
争
、
そ
し
て
戦
後
「
国
民
的
歴
史
学
」
の
時

期
に
は
変
革
の
伝
統
を
ほ
り
お
こ
そ
う
と
す
る
努
力
が
新
た
な
多
数

の
事
例
の
発
掘
と
従
来
か
ら
知
ら
れ
た
も
の
へ
の
再
評
価
を
精
力
的

に
行
わ
せ
た
。
そ
し
て
そ
の
努
力
は
農
民
一
揆
の
多
く
の
事
例
か
ら

二
つ
の
定
式
を
導
き
、
そ
れ
を
明
治
維
新
に
お
け
る
基
本
的
・
お
よ

び
副
次
的
階
級
対
立
の
表
現
と
し
て
、
経
済
構
造
・
変
革
過
程
で
の

政
治
路
線
の
あ
ら
わ
れ
方
、
勝
利
す
る
維
新
政
府
の
権
力
構
造
を
究

新
の
社
会
構
造
』
に
一
応
の
結
実
を
見
た
と
云
え
る
。

　
恥
し
か
し
「
国
民
的
歴
史
学
」
の
退
潮
以
後
、
農
民
一
揆
の
研
究
は

前
進
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
新
た
な
事
例
を
掘
り
つ
く
し
て
し
ま
っ

た
と
云
う
事
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
よ
り
本
質
的
に
は
堀
江
氏
の
理
論

の
も
つ
難
点
～
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
発
展
と
寄
生
地
主
制
と
の
か
か
わ

り
合
が
不
明
確
な
ま
ま
に
、
そ
れ
が
論
理
の
欠
く
こ
と
の
出
来
な
い

環
と
な
っ
て
い
た
こ
と
に
問
題
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
鋭
く
批
判
し
た

寄
生
地
主
制
の
成
立
に
一
片
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
契
機
も
前
提
と
さ
れ

な
い
と
云
う
見
解
の
提
示
に
対
し
て
は
積
極
的
な
答
は
当
時
に
お
い

て
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
に
そ
の
後
の
幕
末
期
の
経
済
史
研
究
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サ

の
焦
点
は
寄
生
地
主
綱
成
立
の
前
提
と
な
る
農
艮
鵬
翼
晶
経
済
の
性

格
加
樹
ロ
ー
そ
れ
ボ
ブ
ル
ジ
躍
ア
的
な
竜
の
で
あ
る
か
否
か
に
移
さ
れ

た
。
そ
し
て
こ
の
問
題
に
対
す
る
有
力
な
見
解
u
否
定
的
見
解
、
す

な
わ
ち
近
世
爾
本
の
農
業
生
産
力
の
特
殊
構
造
か
ら
、
す
べ
て
は
一

元
的
に
、
自
然
必
然
的
に
寄
生
地
主
制
に
沖
っ
て
進
行
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
方
向
が
研
究
の
主
流
を
占
め
た
こ

と
が
、
一
揆
の
研
究
に
低
調
を
屯
た
ら
し
た
最
大
の
理
由
で
あ
る
よ

う
に
私
に
は
思
え
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
様
な
研
究
視
角
に
お
い

て
は
、
農
艮
の
さ
ま
ざ
ま
な
闘
争
竜
、
寄
生
地
主
制
へ
行
き
つ
く
過

程
に
お
け
る
単
な
る
振
幅
の
み
を
表
現
し
、
極
端
に
云
え
ば
ど
う
で

屯
良
い
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
有
力
見
解
に
対
し
て
、
農
民
一
揆
が
、
正
し
く
位
置

づ
け
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
云
う
反
論
は
あ
っ
た
が
、
体
系
的

批
新
た
り
得
ず
、
研
究
の
主
流
に
変
更
を
要
求
す
る
だ
け
の
力
に
は

な
ゆ
得
な
か
っ
た
。
そ
し
て
堀
江
賃
の
一
揆
を
基
軸
と
し
て
の
把
握

は
そ
の
後
展
開
を
見
ず
に
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
研
究
の
上
で
一
揆
は
そ
の
よ
う
な
従
属
的
な
位
麗
し
か
占

瞭
得
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
定
量
分
析
酌
方
法
の
た
め
の
資
料
は
完

備
し
て
い
る
一
も
し
研
究
者
に
や
夢
と
げ
よ
う
と
す
る
意
志
と
能

力
が
あ
る
な
ら
ば
一
現
在
で
す
ら
、
圏
民
各
階
贋
の
間
の
矛
贋
の

深
さ
と
当
爾
す
る
課
題
を
明
か
に
す
る
の
に
、
現
実
に
母
揚
し
退
潮

す
る
闘
争
は
大
き
な
役
割
な
は
た
し
、
我
々
に
認
識
の
変
更
を
迫
っ

て
く
る
。
ま
し
て
我
々
が
罠
で
見
る
こ
と
の
出
来
な
い
、
定
量
分
析

に
必
要
な
デ
ー
タ
を
完
全
に
そ
ろ
え
る
こ
と
が
極
め
て
困
難
な
歴
史

の
各
段
階
で
、
諸
階
層
の
存
在
形
態
、
内
在
す
る
矛
盾
の
規
模
と
深

さ
と
を
、
規
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ
の
時
点
で
の
闘
争
を
核
心

に
お
き
得
な
い
よ
う
な
歴
史
認
識
は
ど
こ
か
に
誤
り
を
含
ん
で
い
る

と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
G
農
民
闘
争
は
研
究
対
象
と
し
て
一
分
野
に

す
ぎ
な
い
の
で
は
な
く
、
経
済
史
分
析
に
お
い
て
も
定
量
分
析
が
検

出
す
る
新
た
な
諸
ウ
ク
ラ
ー
ド
相
互
の
矛
盾
、
そ
れ
と
旧
来
の
体
制

と
の
間
の
矛
播
、
そ
の
深
さ
を
確
定
す
る
た
め
の
方
法
的
位
麗
を
占

め
る
も
の
で
あ
る
。

　
本
稿
は
具
体
的
に
は
近
世
後
期
に
貢
租
が
殆
ん
ど
一
〇
〇
％
代
金

納
化
さ
れ
た
、
本
来
の
幕
藩
領
主
的
土
地
所
有
か
ら
か
な
り
の
変
容

を
と
げ
る
甲
州
田
尻
領
に
つ
い
て
の
経
済
分
析
で
あ
る
。
そ
こ
で
代

金
納
化
が
い
か
に
進
行
し
た
か
、
そ
の
亀
と
で
の
農
覆
革
は
ど
の
よ

う
な
存
在
形
態
を
と
る
か
を
検
出
し
、
そ
こ
で
の
矛
盾
の
深
ざ
と
規

模
ど
そ
こ
か
ら
提
起
さ
れ
る
課
題
一
体
制
変
革
の
必
然
性
を
農
民
一

揆
の
検
討
を
と
お
し
て
追
求
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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維麟前後の譲主支配と農畏諸階贋（有搬）

　
　
粗
慢
期
の
領
主
支
配

　
1
　
代
金
王
化
の
進
行
と
本
年
貢
実
牛
額
の
減
少

第1表　震程米・金比率の変化（由梨郡落舎籾皆済目録より）

叢牽翻牽納　％1金納　％｝備考

御
米
　
　
代
　
　
　
代

欝
”
瓢
”
”
鱗
”

　　　　9，ro

58．93

77．08

74．05

73．3

99．63

86．72

100．00

99．35

97．23

97．46

　　石
／92．777

178．161

！83．481

220．800

32！．344

272．73

320．579

305．99

299．991

300．726

　　　9・i

41．27

22．92

25．95

26．70

0．37

13．28

0
．

O．65

2．77

2．54

　　　石

135．549

52．97

60．8

80．28

　　1．2

41．76

　　0

　　2．0

　　8．56

　　7．825

　　石
328．326

231．131

234．291

300．58

322．544

314．49

320．579

307．99

308．551

308．551

明和6

天明6

寛政1

文化14

文政7

天保5

嘉永1

安政6

元治1

慶応2

　
江
戸
時
代
の
甲

州
、
都
留
郡
を
の

ぞ
く
山
梨
転
八
代

・
巨
摩
三
郡
に
は

大
切
・
小
切
と
呼

ば
れ
る
特
異
な
税

法
が
施
行
さ
れ
て

い
た
。
こ
れ
に
よ

り
幕
領
・
私
領
を

と
わ
ず
貢
租
の
九

分
の
五
は
近
世
前

期
か
ら
代
金
鹸
化

さ
れ
て
い
た
。
こ

れ
は
上
方
の
一
二
分

の
一
、
一
〇
分
の
一
代
心
証
、
関
東
の
畑
金
納
に
ほ
ぼ
相
当
す
る
屯

の
で
あ
り
、
幕
領
の
場
A
口
に
は
山
畠
部
や
「
皆
畑
村
」
を
の
ぞ
く
貢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

租
の
九
分
の
四
は
幕
末
ま
で
原
則
と
し
て
は
事
納
で
あ
っ
た
．

　
し
か
し
こ
れ
か
ら
問
題
に
す
る
田
安
傾
、
延
享
三
年
徳
滑
将
軍
家

の
藩
屏
で
あ
る
田
安
家
が
、
甲
州
に
与
え
ら
れ
た
三
万
石
の
領
地
1

こ
れ
は
天
保
三
年
同
家
の
武
州
の
領
地
が
「
上
知
」
と
な
っ
た
際
、

替
地
と
し
て
一
七
、
九
〇
〇
聡
が
加
わ
り
、
　
一
〇
七
力
村
四
七
、
九

〇
〇
石
と
な
る
が
、
こ
の
田
旧
領
貢
租
の
代
金
納
部
分
は
第
一
表
に

見
る
ご
と
く
幕
末
期
に
増
大
し
て
行
く
。
こ
の
表
は
養
蚕
地
帯
山
梨

郡
落
合
村
の
「
智
済
目
録
」
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
村
で
は

明
和
六
年
に
は
米
納
中
江
戸
廻
米
分
の
一
％
弱
が
代
金
納
化
さ
れ
て

い
る
だ
け
で
明
和
・
安
永
期
に
は
年
貢
取
米
国
の
九
分
目
四
は
米
納

と
な
っ
て
い
る
。

　
天
明
期
に
は
連
年
の
全
国
的
凶
作
に
よ
り
米
納
園
難
の
た
め
か

「
当
金
御
払
米
」
と
云
う
名
称
で
年
貢
の
五
分
置
一
径
度
が
「
冬
張

紙
値
段
」
よ
り
や
や
高
い
値
段
で
代
金
納
さ
れ
て
い
る
。
寛
政
二
年

；
文
化
十
三
年
の
問
落
合
村
で
は
「
皆
済
目
録
」
は
の
こ
っ
て
い
な

匝
の
で
同
郡
下
石
森
村
の
も
の
で
補
足
す
る
と
交
化
三
年
か
ら
同
八

年
の
間
に
「
願
石
代
」
と
云
う
項
目
が
出
現
す
る
。
こ
れ
は
以
後
明

治
三
年
長
安
領
廃
止
ま
で
続
き
、
石
代
値
段
は
一
貫
し
て
「
冬
張
紙

値
段
」
（
単
位
三
五
石
）
へ
三
両
増
し
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
事
か
ら

文
化
期
以
後
小
切
・
大
切
以
外
に
も
代
金
納
を
行
な
う
事
が
原
則
と

し
て
認
め
ら
れ
た
と
云
え
る
。
怪
石
七
分
と
残
る
米
養
分
（
江
戸
廻
米

3　（3）



分
）
と
の
比
率
は
一
定
で
な
く
、
文
化
文
政
期
に
は
全
然
廻
米
の
行

な
わ
れ
な
い
年
も
あ
る
が
、
天
保
三
年
以
後
廻
米
の
全
年
貢
に
対
す

る
比
率
は
ほ
ぼ
一
一
％
台
に
固
定
さ
れ
る
。
嘉
永
元
年
に
二
度
闘
の

大
き
な
変
化
が
お
こ
り
、
願
石
代
分
と
廻
米
分
の
比
率
は
固
定
さ
れ

た
ま
ま
、
廻
米
分
が
願
藤
代
よ
り
高
い
値
段
で
代
金
納
化
さ
れ
た
。

そ
し
て
そ
の
の
ち
大
切
・
黒
石
代
と
廻
米
代
金
納
の
価
格
差
は
急
激

に
大
き
く
な
っ
て
い
く
。
カ
く

し
て
幕
末
に
は
甲
州
田
安
領
の

本
年
貢
は
僅
か
な
「
御
繕
釈
」

と
の
ち
に
の
べ
る
御
用
金
高
額

上
納
着
へ
の
扶
持
米
を
の
ぞ
い

て
米
納
は
全
く
な
く
な
り
、
小

切
・
大
切
・
熊
石
代
・
麺
米
代

金
納
の
四
本
だ
て
で
明
治
一
二
年

に
至
る
の
で
あ
る
。

　
代
金
納
化
の
進
行
に
よ
っ
て

本
年
貢
実
質
額
が
ど
の
よ
う
に

変
動
す
る
か
、
こ
れ
を
見
る
た

め
に
は
実
際
の
米
緬
と
そ
れ
ぞ

れ
の
腿
代
値
段
と
を
比
較
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
残
念
な
が
ら
対

象
地
域
の
地
米
草
場
を
連
年
知
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
、
大
阪
米

相
場
の
年
間
を
通
じ
て
米
価
の
低
い
時
期
一
一
応
十
二
月
一
日
の
肥

後
米
絹
場
を
基
準
と
し
て
考
察
を
す
す
め
る
。
甲
州
の
場
合
、
近
世

後
期
は
全
体
と
し
て
は
米
の
輸
入
地
で
あ
り
、
特
に
本
稿
の
対
象
地

域
は
と
な
り
に
米
の
絶
対
的
に
不
足
す
る
都
留
郡
騎
郡
内
機
業
地
帯

4　（4）

第2表　米価と代金納価格

　　米緬響各日12ほ．大阪肥後米相場＝1

年代1大切陣石代険fq大副・頭石二陣代

1．071

擁
搬
闘
，
㎜
器
㎜
㎜
翻
瀦
翻
器
器

瓢
㎜
翻
瀦
瀦
黙
認
㎝
糠
齢
藍
蝋
諜
鷹

r

1．022

0．879

0．978

0．937

0．806

0．752

0．512

0．921

0．858

e．70s

O．964

1．101

弘化1

　／12

1t　3

　1t　4

嘉永1
1t

tl

tt

lt

tr

2

3

4

5

6

安政1
2

3

4

5

6

！

1

2

3

1

1

2

3

1

1．IUI

1．134

0．878

0．667

0．729

0．682

0．738

0．623

0．626

0．461

0．523

0ユ96

0．462

0．901

万延！

文久1

元治1

慶応1

明治1

（？）1．156

（？　）1．064

　　1．072

　　1」41

　　0．911

　　1．106

　　1．005

　　1．383

　　1．015

　　1．2H

　　1．120

　　1．204

　　1．053

　　1．！30

　　0．936

　　0．916

　　0．947

　　0．546

　　0．899

　　0．62！

　　1．196

　　ユユ96

　　1．044

　　0．930

器
㎜
騰
隅
携
欝
難
器
雛
纈
灘
鵬
瓢
聴
隷

寛政1

文化3
　tt　5

7
8
9
1
0
1
1
1
3
1
4

交政3
tt

lt

tt

ft

tt

tt

5

6

7

8

10

11

天保1
ti

lt

tt

tf

tt

tt

lt

tt

3

7

8

9

11

12

13

14

（？）は願石代有無未確認
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を
ひ
か
え
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
米
価
は
か
な
り
高
く
、
そ
れ
故
大

阪
米
相
場
を
基
準
に
し
て
も
結
論
に
大
き
な
影
響
を
お
よ
ぼ
す
お
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

れ
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
第
二
表
は
各
面
の
米
価
を
基
準
と
し
て
代
金
納
各
部
分
の
価
格
を

比
の
形
で
し
め
し
た
も
の
で
あ
る
。
小
切
は
近
世
初
期
か
ら
一
両
覧

温
石
一
斗
四
升
と
代
金
納
価
格
は
固
定
さ
れ
比
較
す
る
ま
で
も
な
い

の
で
省
略
し
た
。

　
ま
ず
大
切
値
段
1
1
張
紙
値
段
は
文
化
期
で
は
米
価
と
殆
ん
ど
変
ら

ず
小
き
ざ
み
に
上
下
し
て
い
る
。
そ
の
後
文
化
～
四
年
中
は
｝
・
二

八
七
と
米
価
を
三
割
近
く
上
廻
り
、
そ
の
後
文
政
一
〇
年
ま
で
は
米

価
よ
り
高
い
年
が
多
い
。
こ
れ
に
照
応
し
て
願
昭
代
は
そ
れ
が
は
じ

ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
文
化
三
～
八
年
で
は
米
価
と
殆
ん
ど
変
ら
ず

や
や
高
い
だ
け
で
あ
る
が
、
文
化
一
〇
年
以
後
は
確
実
に
米
価
を
上

廻
り
、
文
化
一
四
年
の
三
割
八
分
高
を
頂
点
に
、
文
政
期
に
は
二
割

以
上
上
廻
る
年
が
多
．
い
。

　
し
か
し
そ
れ
以
後
天
保
期
を
と
お
し
て
大
切
値
段
は
天
保
一
〇
・

一
一
年
、
願
霊
代
は
一
一
・
晶
二
・
一
三
年
を
の
ぞ
い
て
米
価
を
下

ま
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
後
も
弘
化
元
・
安
政
二
・
三
年
を
の
ぞ
き
張

紙
値
段
は
米
価
を
下
ま
わ
り
、
し
か
も
価
格
差
は
大
き
く
な
る
ば
か

り
で
あ
る
。
嘉
永
以
後
の
廻
米
代
金
納
価
格
は
慶
応
二
年
と
云
う
江

戸
時
代
を
通
し
て
最
も
米
価
の
騰
貴
し
た
年
を
の
ぞ
い
て
、
二
割
か

ら
五
割
と
云
う
非
常
に
高
い
石
代
値
段
と
数
っ
て
い
る
。

第3表　慶応2年本年貢内容（Il．1梨郡落・合村）永1〆繍文金1両

焦割小切大切酬坤・米等陣所脛当
7．825

2．54

52眉085

16．88

鷺至193厩62灘4「1質612308石411

　　100

の
率
）

一
三
江
上
9

Is2g　，i　77g1

61．37
　　l

rmum！rr

12g，s’7241162，T（’oo61　lsfi’079

　15．03　1　！8．77　1　2．01

86P誌510臨501金　上
価　額
（c／o）

　
こ
の
釜
石
代
の
採
用
・
廻
米
代
金
納

化
に
よ
っ
て
幕
末
期
田
鼠
領
の
本
年
貢

は
極
め
て
奇
形
的
な
構
成
を
と
る
。
第

三
表
に
示
す
よ
う
に
、
慶
応
二
年
落
合

村
で
は
、
御
用
金
高
額
上
納
者
に
対
す

る
扶
持
米
と
な
る
至
幸
分
を
～
応
無
視

す
れ
ば
、
先
ず
米
で
表
示
し
た
本
年
貢

（
糧
米
高
）
額
癖
の
一
二
分
の
一
を
占
め
る

小
切
分
は
、
実
質
貢
租
金
額
で
は
二
・

七
％
だ
け
、
九
分
の
二
に
損
欲
す
る
大

切
分
は
一
五
％
、
四
分
の
一
の
願
石
差

分
が
一
八
％
と
い
ず
れ
も
本
来
の
額
面

を
は
る
か
に
下
ま
わ
っ
て
い
る
の
に
対
，

し
、
六
分
の
一
三
の
廻
米
代
金
北
野
が

野
面
量
金
額
の
実
集
一
％
を
し
め
⑤

る
に
至
っ
て
い
る
．
　
　
　
　
　
5



第4表 代金納による実質

震租率の変動

％BIA　1　90

繊
鍛
工
妬
α
9
鎮
侃
”
α
ユ
侃
”
肝
解
”
繋
肝
硲
艀
脇
鵬
鋪
姐

7
6
6
4
7
7
6
7
8
9
7
5
6
6
6
5
5
5
5
2
5
1
0

弘化1

嘉永1
tr　2

tl　3

tt　4

tt　5

tt　6

安政1
1t　2

tt　3

1t　4

ri　5

tl　6

万延ユ

文久1
1t　2

11　3

元治1

慶応1
11　2

n　3

明治1

％
師
V
U
M
器
篇
”
部
聞
如
2
ρ
η
詔
腿
3
D
a
ρ
1
6
舗
瓢
四
囲

7
7
8
9
8
7
7
8
8
8
8
9
6
7
7
6
4
5
7
8
7
7

二化3

11　8

t，　11

r，　！4

交政2

1t　3

tl　5

tt　6

1t　8

11　9

1，　10

t，　12

天保1
tt　2

tl　3

tt　4

tt　7

11　9

tl　10

1，　11

　n　／2

　tt　／3

基準米価12月1臼肥後米（r近世後燭

における主要物餌の動態」より）

金銀比価（「大坂金銀米銭弁為替田々

相場表」より）

但し文政2（3），文政9（10）　交書

　　12（天保1）　天保：10（11）をま金銀

　　比価の史料を欠くので近年（　）

　　のものを使用した。

に
一
一
一
四
石
一
斗
升

マ
こ
い
山
り
じ
ザ
の
、
し
く
低
く

固
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、

他
の
代
金
納
価
格
を
余

程
つ
り
上
げ
な
い
か
ぎ

り
一
〇
〇
％
に
な
る
こ

と
は
あ
り
得
な
い
。
だ

が
こ
・
の
事
は
甲
州
の
貢

　
そ
し
て
問
題
の
中
心
で
あ
る
本
年
羅
宇
質
量
は
ど
う
変
動
す
る
か
。

各
戸
・
の
取
米
高
を
そ
の
ま
ま
米
納
さ
れ
た
と
し
て
そ
れ
を
米
価
に
換

算
し
た
も
の
㈹
を
基
準
と
し
、
そ
れ
に
対
す
る
実
際
の
納
入
額
⑧

（
金
納
分
＋
米
納
分
を
米
価
に
換
算
し
た
も
の
）
　
の
割
合
を
．
パ
ー
セ
ン
テ

ー
ジ
で
示
し
た
も
の
が
第
四
表
で
あ
る
。
こ
こ
に
し
め
さ
れ
る
％
に

よ
っ
て
、
各
年
の
豊
凶
を
考
慮
か
ら
は
ず
せ
ば
、
本
年
貢
実
質
額
の

増
減
を
知
り
得
る
。

　
交
化
三
年
・
八
年
は
ほ
ぼ
七
九
％
を
し
め
し
て
い
る
。
こ
の
時
点

は
さ
き
に
見
た
よ
う
に
米
価
と
張
紙
値
段
が
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
の

で
、
こ
の
七
九
％
を
基
準
と
し
て
変
動
を
見
て
お
く
。
こ
と
わ
っ
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
小
切
草
聖
が
さ
き
に
も
云
っ
た
よ
う

租
が
は
じ
め
か
ら
低
か
っ
た
と
云
う
事
に
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
貢

租
徴
収
の
基
準
と
な
る
収
量
見
積
り
睦
石
盛
が
他
国
に
く
ら
べ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ち
じ
る
し
く
筒
か
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
地
域
で
の
最
後
の
検
地

は
宝
永
・
正
徳
期
に
行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
時
す
で
に
小
切
部
分

の
マ
イ
ナ
ス
を
カ
バ
ー
す
る
事
を
考
慮
し
て
石
盛
が
高
く
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
事
ま
で
も
考
慮
し

て
、
定
．
量
的
に
表
示
す
る
の
は
技
術
的
に
非
常
に
困
難
な
の
で
、
後

日
の
課
題
と
し
た
い
。

　
さ
て
、
貢
租
実
質
量
は
、
文
化
一
一
年
以
後
上
り
は
じ
め
八
○
％

を
越
え
、
同
一
四
年
に
は
九
一
％
に
達
し
、
文
政
期
は
三
年
置
五
年
が

は
じ
め
の
水
準
を
下
ま
わ
る
が
文
政
期
の
後
半
は
い
ち
じ
る
し
く
高

6　（6）
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く
な
る
。
し
か
し
天
保
年
間
は
激
減
し
て
、
大
臣
鯉
の
天
保
七
・
九

年
は
例
外
と
し
て
も
、
や
や
回
復
す
る
天
保
一
〇
～
一
三
年
で
も
一

一
年
を
の
ぞ
い
て
文
化
の
水
準
を
上
廻
ら
な
い
。
そ
し
て
嘉
永
元
年

に
は
六
三
％
、
三
年
に
は
四
四
％
と
著
し
く
低
下
し
、
安
政
の
は
じ

め
、
米
価
が
や
や
低
下
安
定
し
た
際
、
廻
米
感
冒
金
納
価
格
を
米
価

よ
り
い
ち
じ
る
し
く
高
く
保
つ
た
こ
と
に
よ
り
、
や
や
回
復
し
、
安

政
一
瓢
年
に
は
九
〇
％
と
云
う
文
政
一
二
年
以
来
の
上
昇
を
み
せ
る
。

し
か
し
そ
れ
も
束
の
間
以
後
再
び
低
下
の
テ
ン
ポ
を
早
め
、
六
〇
％

台
か
ら
五
〇
％
台
へ
そ
し
て
慶
応
二
年
に
は
遂
に
三
〇
％
を
割
る
と

云
う
よ
う
に
本
年
貢
実
質
額
は
基
準
と
し
た
文
化
期
の
実
に
二
分
の

一
以
下
に
低
落
す
る
。
す
な
わ
ち
、
本
年
貢
部
分
だ
け
を
問
題
に
す

れ
ば
、
幕
末
期
甲
州
田
安
領
に
お
い
て
は
天
保
期
以
降
と
く
に
嘉
永

以
後
、
領
主
的
土
地
所
有
は
い
ち
じ
る
し
く
後
退
し
て
い
る
。

　
　
　
　
2
　
領
主
支
配
の
変
質

　
以
上
に
見
た
本
年
貢
の
実
質
的
減
少
、
結
果
的
に
は
そ
れ
を
導
い

た
代
金
納
化
の
進
行
を
領
主
が
自
発
的
に
行
な
う
と
云
う
事
、
又
々

を
こ
ま
ね
い
て
見
て
い
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
な
ぜ

こ
の
よ
う
な
事
に
な
っ
た
の
か
を
次
に
見
て
行
こ
う
。

　
す
く
な
く
と
も
田
安
塚
は
寛
政
期
に
い
た
る
ま
で
は
大
切
・
小
切

を
の
ぞ
く
部
分
の
代
金
納
化
を
原
則
と
し
て
は
認
め
な
い
立
場
に
立

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
天
明
期
の
代
金
納
が
門
、
当
金
御
払
米
」
と
云
う

名
称
で
「
皆
済
目
録
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
不
作
の
た

め
や
む
な
く
代
金
納
を
認
め
た
竜
の
で
あ
る
事
が
わ
か
る
。
そ
し
て

落
合
村
の
「
皆
済
尊
意
」
を
見
て
注
臼
さ
れ
る
事
は
、
明
和
か
ら
寛

政
初
年
に
か
け
て
年
々
検
見
に
よ
っ
て
算
定
さ
れ
る
南
米
筒
が
、
村

高
五
五
八
石
に
対
し
て
明
和
六
年
の
三
〇
六
石
か
ら
寛
政
元
年
に
は

一
二
九
石
と
二
九
％
も
減
少
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

一
丁
田
中
村
「
村
内
記
録
」
に
よ
っ
て
も
同
様
に
示
さ
れ
る
。
こ
の

間
に
は
勿
論
天
明
の
全
国
的
大
凶
作
が
あ
る
事
を
考
慮
し
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
が
、
こ
の
時
期
に
生
産
が
衰
退
し
、
農
民
が
窮
乏
化
の
一
途

を
た
ど
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
事
は
後
に
し
め
す
よ
う
に
蚕
糸
業
生

産
は
発
展
し
っ
っ
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
裏
書
き
さ
れ
る
。
そ
れ
故
、

田
安
代
官
は
寛
政
三
年
に
出
し
た
触
書
き
で
「
損
地
荒
地
等
モ
無
之

心
々
無
爵
困
窮
由
ヲ
申
立
御
取
箇
引
方
之
義
歯
願
、
亡
者
不
納
等
有

之
二
付
自
然
与
御
領
知
御
花
納
高
莫
太
二
相
減
シ
漏
精
篇
と
云
う
、

本
年
貢
減
少
の
理
由
を
、
農
民
が
「
村
役
人
共
を
初
メ
心
外
百
姓
共

遊
興
二
長
し
分
限
二
不
応
衣
類
ヲ
著
シ
著
ヲ
極
血
色
付
髭
然
と
小
前

迄
風
儀
押
移
り
農
業
を
等
閑
二
致
し
と
云
う
農
民
の
消
費
生
活
の
膨

7　（7）



張
に
求
め
た
、
そ
し
て
農
民
生
活
に
対
す
る
厳
し
い
規
制
が
五
力
年
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
年
限
を
き
っ
て
「
可
面
心
趣
」
と
し
て
触
娼
さ
れ
、
農
民
全
員
の

謂
印
が
要
求
さ
れ
た
。

　
そ
れ
は
要
約
す
れ
ば
、
㈹
上
層
農
民
が
経
営
を
下
人
ま
か
せ
に
す

る
事
の
禁
止
、
㈲
農
業
不
精
の
百
姓
か
ら
田
畑
を
取
上
げ
惣
百
姓
へ

渡
す
こ
と
、
⑥
衣
服
に
関
す
る
制
限
・
遊
興
の
禁
止
、
⑥
商
人
の
村

で
の
逗
留
に
対
し
て
は
持
参
荷
物
・
売
買
帳
面
を
改
め
さ
せ
る
こ
と
、

⑧
農
民
が
他
行
す
る
場
合
に
は
自
分
の
名
前
を
記
し
代
官
所
が
判
を

押
し
た
腰
札
を
さ
げ
る
こ
と
等
で
あ
る
。

　
㈲
㈲
⑥
は
寛
政
改
革
の
線
に
そ
っ
た
一
般
的
規
制
で
あ
り
説
明
す

る
ま
で
も
な
い
が
、
⑥
は
農
民
が
他
行
す
る
場
合
、
商
用
等
が
多
い

こ
と
は
当
然
考
え
ら
れ
る
故
、
こ
れ
は
農
民
の
商
人
化
に
対
す
る
圧

迫
、
㈹
と
あ
わ
・
せ
て
農
民
経
済
へ
の
枷
貝
…
幣
経
済
の
浸
三
一
を
お
さ
え
よ

う
と
す
る
意
図
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
間
違
い
な
い
。
そ
し
て
こ
の
規

制
を
貫
徹
さ
せ
る
た
め
代
官
所
役
人
の
廻
心
取
締
の
強
化
が
触
書
き

の
前
文
で
宣
言
さ
れ
て
い
る
。

　
が
く
し
て
農
罠
の
土
地
へ
の
し
ば
り
つ
け
、
貨
幣
経
済
の
浸
透
を

防
止
し
、
そ
の
上
に
現
物
形
態
で
の
収
奪
強
化
が
企
て
ら
れ
た
。

　
し
か
し
こ
れ
は
農
民
の
強
い
抵
抗
に
直
面
し
た
。
翌
寛
政
四
年
一

二
月
、
当
時
の
田
畑
領
山
梨
八
代
郡
六
三
力
村
中
五
四
力
村
の
農
民
　
⑤

は
最
寄
の
寺
院
に
会
合
し
、
一
村
一
人
ず
つ
の
代
表
を
出
し
、
寺
社
　
8

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

奉
行
へ
の
強
訴
を
行
な
っ
た
。
そ
の
訴
状
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
点

は
、
㈲
検
見
の
強
化
に
よ
る
収
量
見
積
り
の
増
加
、
す
な
わ
ち
坪
苅

　
　
ミ
　
ナ
　
ラ
　
シ

が
「
御
見
平
均
」
で
な
く
「
田
壱
枚
之
内
二
幅
上
出
来
之
所
計
二
而
御

竿
入
二
被
成
、
殊
二
四
方
詰
御
坪
苅
被
遊
候
二
付
、
左
様
四
方
詰
二

三
仰
付
候
而
者
惣
百
姓
一
同
困
窮
下
樋
」
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

こ
で
「
四
方
詰
」
と
云
っ
て
い
る
言
葉
は
「
地
方
凡
例
録
」
で
「
四

方
附
し
と
云
わ
れ
て
い
る
も
の
、
簡
単
に
説
明
す
れ
ば
、
稲
株
が
一

列
余
分
に
入
る
坪
苅
の
仕
方
で
、
収
量
見
積
が
著
る
し
く
増
大
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

か
ら
行
な
っ
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　
㈲
年
貢
米
の
徴
収
が
「
新
規
新
節
」
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
江
戸
廻

米
が
、
　
一
五
上
二
斗
六
升
入
で
そ
れ
に
欠
米
一
升
五
合
を
つ
け
る
筈

の
と
こ
ろ
が
、
廻
米
途
中
普
通
の
桝
で
あ
ら
た
め
て
見
る
と
「
黒
訳

河
岸
に
而
御
改
之
節
三
斗
八
九
升
宛
有
之
」
と
増
大
し
て
い
る
事
、

又
廻
米
で
な
く
「
歌
田
御
蔵
詰
御
米
」
に
つ
い
て
も
、
　
「
廻
米
同
様

御
入
用
並
外
壱
升
欠
米
差
添
」
さ
せ
る
事
。

　
こ
の
よ
う
な
現
物
形
態
に
よ
る
直
接
的
収
奪
強
化
の
ほ
か
に
、
田

畑
不
植
付
の
場
所
に
つ
い
て
引
湯
を
行
わ
な
い
事
、
年
貢
皆
済
期
限
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の
一
ヵ
月
短
縮
、
水
害
復
旧
を
自
普
請
の
み
・
で
行
わ
せ
る
こ
と
ひ
さ

き
に
の
べ
た
百
姓
腰
札
が
不
便
不
当
な
も
の
で
あ
る
こ
と
等
に
対
す

る
抗
議
で
あ
る
。

　
こ
の
強
訴
事
件
は
貢
租
の
直
接
的
増
徴
を
も
た
ら
し
た
「
新
規
新

桝
」
に
ち
な
ん
で
「
太
桝
騒
動
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
農
民
の

抵
抗
に
対
し
て
領
主
は
主
謀
者
三
名
の
死
刑
を
ふ
く
む
多
数
の
入
牢

罰
金
等
の
強
圧
を
も
つ
て
む
く
い
、
更
に
寛
政
七
年
一
一
月
、
さ
き

に
五
力
年
の
年
限
を
き
っ
て
出
さ
れ
た
農
民
生
活
に
対
す
る
規
制
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
④

さ
ら
に
五
力
年
継
続
す
る
旨
の
触
書
き
を
出
し
て
い
る
。

　
し
か
し
こ
の
よ
う
な
強
圧
だ
け
で
農
民
を
圧
服
す
る
こ
と
は
出
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

ず
、
領
内
に
不
穏
な
状
勢
が
永
く
つ
づ
い
た
と
云
わ
れ
る
。

　
そ
の
後
文
化
二
年
に
至
り
小
島
源
一
（
蕉
園
）
な
る
も
の
が
、
幕

府
の
書
記
上
座
か
ら
抜
き
上
げ
ら
れ
甲
州
業
事
領
代
官
と
し
て
赴
任

し
て
い
る
。
彼
は
文
化
五
年
ま
で
在
職
し
、
非
常
な
善
政
を
施
し
、

江
戸
に
帰
っ
た
の
ち
も
領
民
は
彼
を
し
た
い
、
彼
の
生
覇
が
建
て
ら

れ
名
代
官
と
う
た
わ
れ
た
。
明
治
の
修
身
の
教
科
書
に
と
り
上
げ
ら

れ
、
彼
の
生
涯
に
つ
い
て
は
交
響
省
篇
「
小
島
蕉
園
伝
」
、
郷
土
史

家
の
手
に
な
る
「
甲
斐
に
お
け
る
小
島
蕉
園
伝
偏
が
あ
る
が
、
彼
の

徳
政
の
具
体
的
内
容
は
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か

し
そ
の
な
か
で
僅
か
に
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
二
つ
あ
る
。
　
一
つ
は
彼

が
着
任
し
て
、
接
触
を
密
に
し
た
と
云
わ
れ
る
八
人
の
人
名
の
な
か

に
一
丁
田
中
村
の
市
右
衛
門
・
七
郎
右
衛
…
門
・
元
丘
ハ
衛
・
落
合
村
武
丘
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

衛
の
名
前
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
等
は
そ
の
後
商
人

地
主
と
し
て
急
速
に
上
昇
の
道
を
た
ど
る
の
で
あ
る
が
、
一
丁
田
中

村
の
三
人
は
こ
の
時
点
で
は
ま
だ
村
役
人
（
長
菖
姓
）
に
さ
え
列
し

て
い
な
い
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
彼
が
、
商
品
作
物
聡
ブ
ド
ウ
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

の
果
樹
栽
培
を
奨
励
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
事
と
、

す
で
に
見
た
願
石
代
が
彼
の
治
世
を
は
さ
む
文
化
三
年
か
ら
八
年
の

間
に
登
場
し
て
い
る
こ
と
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
な
ら
ば
、
彼
の
在
任

中
に
寛
政
期
の
純
粋
封
建
反
動
か
ら
、
商
品
生
産
・
流
通
の
発
展
の

事
実
を
認
め
、
そ
れ
を
助
長
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
領
民
の
把
握
と
将

来
の
収
奪
基
盤
の
拡
大
を
ね
ら
う
方
向
に
政
策
転
換
が
行
な
わ
れ
、

ま
た
そ
れ
が
タ
イ
ム
リ
ー
で
あ
っ
た
事
に
よ
っ
て
彼
は
名
代
官
の
名

を
得
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
文
化
期
以
降
の
代
金
納
化
の
進
行
は
、
す
で
に
見
た
ご
と
く
、

当
初
に
お
い
て
は
貢
租
を
実
質
的
に
減
少
さ
せ
る
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
搬
に
乏
・
な
ψ
て
い
る
．
。
て
れ
故
建
直
言
ま
す
ま
す
③

深
く
貨
幣
経
済
に
引
入
れ
、
米
の
商
品
化
・
養
蚕
業
の
一
極
の
発
展
　
9



を
促
進
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
米
納
が
・
取
米
里
の
十
分
の
一
程
度
あ
る

い
は
全
く
行
な
わ
れ
な
い
と
こ
ろ
ま
で
進
行
し
て
、
と
く
に
文
化
末

か
ら
文
政
期
の
ご
と
く
代
金
納
価
格
が
米
価
を
い
ち
じ
る
し
く
上
廻

る
と
き
に
は
、
そ
れ
は
大
多
数
の
農
斑
に
年
貢
金
上
納
を
困
難
と
さ

せ
、
米
穀
商
。
生
糸
商
と
し
て
発
展
し
つ
つ
あ
っ
た
上
層
農
民
が
彼

等
を
高
利
貸
的
に
収
奪
し
て
土
地
集
績
を
行
な
い
商
人
地
主
と
し
て

成
長
し
て
行
く
事
が
先
ず
考
え
ら
れ
る
。

　
文
政
末
以
後
代
金
納
は
貢
租
の
確
保
・
増
徴
の
役
割
を
は
た
し
得

な
く
な
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
代
金
納
価
格
の
基
準
で
あ
る
「
張
紙

億偶

i
」
一
か
幕
雨
肘
の
旗
＋
争
へ
の
撫
げ
罫
引
文
払
甘
整
準
と
し
て
肌
静
定
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
故
、
幕
府
財
政
の
窮
乏
と
と
も
に
現
実
の
米
価
に
あ
わ
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

て
ス
ラ
イ
ド
し
て
行
く
の
が
園
難
に
な
る
た
め
で
あ
る
。
天
保
期
に

入
り
大
切
値
段
・
願
誌
代
と
も
に
米
価
を
下
ま
わ
り
、
実
質
貢
租
額

が
文
化
期
の
水
準
を
大
き
く
下
廻
る
と
、
天
保
三
年
米
納
が
原
則
と

し
て
復
活
し
、
年
貢
取
米
高
の
一
一
％
が
江
戸
廻
米
と
し
て
固
定
さ

れ
る
（
七
年
の
大
凶
作
の
年
だ
け
金
納
が
行
わ
れ
て
い
る
）
。
し
か
し
貢
租

実
質
量
の
低
下
は
カ
バ
ー
出
来
ず
、
文
化
期
の
水
準
を
上
廻
る
の
は

天
保
十
一
年
だ
け
で
他
は
そ
れ
よ
り
低
い
七
〇
％
台
に
と
ど
ま
る
。

上
昇
す
る
米
価
に
「
張
紙
値
段
」
が
追
い
つ
い
て
竜
、
年
貢
取
米
高

の
三
分
の
一
を
占
め
る
「
小
切
」
の
値
段
が
非
常
に
低
く
固
定
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
、
願
石
代
を
帳
消
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
．

　
嘉
永
元
年
以
後
の
本
年
貢
で
の
増
徴
の
最
後
の
試
み
1
廻
米
部
分

の
代
金
納
化
、
米
価
を
三
割
以
上
上
ま
わ
る
価
格
の
適
用
も
安
政

二
・
三
年
を
の
ぞ
い
て
大
切
・
願
石
代
低
下
の
マ
イ
ナ
ス
を
カ
バ
ー

繊
来
ず
年
貢
実
質
量
は
激
減
の
一
途
を
た
ど
る
。

　
こ
の
よ
う
な
事
の
成
行
を
領
主
が
傍
観
し
て
い
る
は
ず
は
な
い
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
文
化
文
政
期
に
は
貢
租
増
徴
を
も
た
ら
し
た
願
石

代
の
基
準
を
、
米
価
の
上
昇
に
よ
っ
て
直
ち
に
変
更
し
た
り
、
ま
し

て
な
が
い
伝
統
を
も
つ
小
切
・
大
切
値
段
を
変
え
る
こ
と
は
農
民
全

体
の
は
げ
し
い
抵
抗
を
ひ
き
お
こ
す
こ
と
は
必
至
で
あ
り
、
天
保
の

願
意
代
・
廻
米
比
率
の
固
定
、
嘉
永
の
張
紙
値
段
を
は
な
れ
た
廻
米

代
金
悪
化
、
元
治
元
年
若
干
願
石
代
部
分
を
減
ら
し
廻
米
代
金
納
部

分
を
増
大
し
た
こ
と
が
本
年
貢
に
関
し
て
領
主
の
な
し
得
る
最
大
限

の
努
力
で
あ
っ
た
と
云
え
よ
う
。

　
そ
れ
故
に
本
年
貢
の
減
少
と
開
港
以
後
の
蚕
糸
業
生
産
の
発
展
に

よ
っ
て
農
民
の
手
許
に
形
成
さ
れ
っ
っ
あ
る
剰
余
に
対
す
る
収
奪
は
、

御
用
金
を
中
心
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
臨
時
賦
課
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
最
た
る
竜
の
で
あ
る
慶
応
元
年
の
御
用
金
は

10　（10）
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甲
州
田
安
領
四
八
、
○
○
○
石
に
対
し
て
に
実
に
九
三
、
○
○
○
両

　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

が
か
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
高
一
石
平
均
一
両
三
分
三
朱
と
云
う
御

用
金
は
、
本
節
に
具
体
例
と
し
て
見
て
来
た
落
合
村
に
あ
て
は
め
て

見
れ
ば
、
村
高
五
五
八
石
に
対
し
て
一
、
○
八
○
両
余
盟
銀
一
一
〇
貫

余
と
な
h
リ
、
同
年
・
の
年
沈
銀
換
算
額
六
五
貫
五
七
匁
を
は
る
か
に
上

廻
り
、
到
底
そ
の
ま
ま
上
納
出
来
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
故
領
主

は
上
納
困
難
な
も
の
に
は
そ
の
金
額
を
領
主
が
農
民
に
貸
下
上
納
し

た
こ
と
に
し
て
年
六
分
の
利
子
を
納
め
る
こ
と
を
命
じ
た
。
全
農
民

が
そ
う
し
た
場
合
一
勿
論
そ
れ
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
が

一
で
電
銀
六
貫
六
六
〇
匁
と
な
り
年
貢
実
質
額
と
く
ら
べ
て
そ
の

一
d
・
二
％
に
達
す
る
。
こ
の
よ
う
に
本
年
貢
が
完
全
に
行
き
づ
ま

り
、
臨
時
賦
課
の
形
で
収
奪
強
化
が
は
か
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
事
は

封
建
領
主
と
し
て
の
破
産
を
意
味
し
、
領
主
と
農
民
と
の
矛
盾
が
激

化
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
形
で
破
局
に
到
達

す
る
か
、
そ
れ
を
見
る
前
に
こ
の
よ
う
な
莫
大
な
御
用
金
上
納
を
形

だ
け
で
も
可
能
に
し
た
農
民
経
済
・
農
民
層
の
存
在
形
態
が
ま
ず
問

わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

①
大
切
・
小
切
に
つ
い
て
。
こ
れ
は
甲
州
に
特
異
な
税
法
で
近
世
中
期
以

　
降
原
購
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
構
…
成
を
と
っ
た
。
貢
租
米
総
…
額
の
う
ち

　
九
分
ノ
三
－
小
切
　

一
両
翻
双
眉
　
斗
鴎
升
替
金
納

　
九
分
ノ
ニ
ー
大
切
　
冬
張
紙
傍
段
に
よ
サ
‘
9
金
紬

　
九
分
の
四
一
禾
融

　
こ
の
税
法
の
起
源
は
す
で
に
江
戸
時
代
の
地
方
需
で
も
不
明
と
な
っ
て
い

　
る
。
小
切
金
納
は
武
隣
時
代
に
は
じ
ま
る
と
云
わ
れ
、
元
亀
三
年
の
三
二

　
が
あ
る
が
そ
の
真
偽
は
早
く
か
ら
疑
わ
れ
て
い
た
。
近
年
郷
土
史
象
赤
岡

　
重
樹
氏
は
　
甲
斐
嬬
七
号
「
大
小
切
の
税
制
に
鱈
す
る
私
見
」
に
お
い
て

　
寛
永
十
九
年
ま
で
し
か
遡
れ
な
い
こ
と
を
考
証
し
、
飯
田
文
弥
氏
も
山
梨

　
郡
上
山
石
崎
村
享
保
九
年
明
細
帳
の
過
載
か
ら
駿
河
大
納
言
徳
用
忠
長
の
甲

　
州
支
配
時
代
（
元
和
二
…
寛
永
）
に
起
源
を
も
っ
こ
と
を
述
べ
ら
れ
て
い

　
る
。
（
『
甲
斐
史
学
」
七
号
「
大
小
切
税
法
の
起
源
に
つ
い
て
の
一
資
料
」
）

　
大
切
に
つ
い
て
も
は
じ
め
は
籾
納
で
あ
る
。
廷
享
十
年
山
梨
郡
下
石
森
村

　
明
細
帳
に
よ
れ
ば
甲
て
れ
が
金
融
…
に
な
っ
た
の
は
松
平
甲
斐
二
士
日
保
甲
府
在

　
城
の
臨
代
（
宝
永
六
…
享
保
九
）
と
さ
れ
て
い
る
。
　
「
大
切
値
段
年
々
被

　
仰
付
次
第
二
二
紬
」
と
堂
口
か
れ
て
お
り
は
じ
め
か
ら
張
紙
値
段
が
採
用
さ

　
．
れ
た
か
ど
う
か
不
明
だ
が
、
延
享
陽
年
八
代
郡
千
米
寺
村
明
細
帳
で
は
「
年

　
々
御
堪
張
紙
　
昇
段
二
金
紬
…
仕
来
申
候
扁
と
な
っ
て
い
る
。
の
こ
る
米
納
士
分

　
は
田
安
領
で
は
本
文
中
に
見
る
ご
と
く
代
金
紬
化
が
進
行
す
る
が
幕
領
の

　
場
合
で
も
養
蚕
地
帯
の
場
含
全
額
米
納
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
今
後
個
々

　
の
村
に
つ
い
て
検
討
し
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑨
　
甲
州
の
米
穰
場
に
つ
い
て
知
り
得
る
史
料
は
殆
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
。

　
城
下
町
甲
府
に
つ
い
て
は
町
年
寄
坂
田
家
に
連
年
の
「
諸
色
粗
場
嘗
」
が

　
あ
っ
た
が
戦
災
で
失
な
わ
れ
、
県
立
図
書
館
蔵
「
甲
州
文
庫
」
の
な
か
に

　
享
保
前
後
の
暴
力
年
分
と
大
下
期
に
撒
誌
編
繁
が
試
み
ら
れ
た
際
「
坂
賑
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交
欝
」
か
ら
写
さ
れ
た
寛
政
八
年
・
弘
化
三
年
分
（
出
軍
県
立
麟
轡
斎
蔵

咋
産
業
志
資
料
」
一
）
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
に
明
治
二
年
十
月
十
五

日
の
県
内
甲
府
外
輪
ヵ
所
平
均
値
段
を
大
阪
肥
後
米
と
比
較
す
る
と
表
の

明治2弘化3寛政8一石当り

8両0歩3朱10！匁73匁大阪肥後米

8両2歩3朱108匁58匁甲府下米

但し寛政8年は肥後米は2月10月ともに

　　73匁台，甲府は11月。

　　弘化3年甲府は不明，大阪年問最高

　　値段（5月），明治2年大阪は玉0幽晦

　　日，　E鐸府をま10月15日。

　
よ
う
に
な
る
。
寛
政
八
年
を
の

　
ぞ
い
て
は
甲
府
の
方
が
高
い
。

　
参
考
ま
で
に
文
久
雪
年
由
梨
郡

　
下
石
森
溶
水
家
「
日
記
帳
」
の

　
例
を
あ
げ
る
と
十
一
月
二
十
五

　
日
、
一
八
五
匁
で
大
阪
の
ニ
ハ

　
八
匁
よ
り
高
い
。

③
「
甲
州
石
盛
廿
七
八
と
い
え

　
る
事
或
讃
二
甲
州
は
梨
ぶ
ど
う

　
菓
柿
（
中
略
）
木
綿
・
絹
紬
煙

　
草
蚕
の
助
成
多
ぎ
国
故
取
箇
石

　
盛
豊
国
よ
り
格
別
高
し
、
尤
瞬

方
の
米
は
不
足
成
故
空
米
の
石
盛
に
て
取
立
る
也
と
云
え
り
」
（
「
田
園
類

説
」
日
本
経
済
叢
書
八
巻
一
三
七
頁
）
。

④
　
正
徳
五
年
検
地
の

　
行
な
わ
れ
た
上
栗
原

　
村
で
は
石
盛
は
下
の

　
よ
う
に
な
っ
て
い
る

　
（
寛
致
七
年
明
細
帳
）
。

⑤
山
梨
郡
一
丁
田
中

　
村
の
「
一
番
村
内
記

r盛積

憂
2
の
日
日
U

3．66

5．19

3．91

2．14

0．46

田
田

麦
上

田
田
岡

　
　
　
々

中
下
下

蔦
鷲
鎗
α
8
q
β

1．39

1．6e

2．09

3．56

0．04

玉
藻
畑
畑
畑

　
　
　
　
・
蘇

上
中
下
下
新

録
」
（
小
野
瞬
断
講
）
に
ほ
嘉
徳
胴
年
以
後
毎
年
の
門
御
黒
米
（
年
賞
）
高
」

と
水
子
害
の
有
無
が
記
載
さ
れ
て
い
る
、
村
高
五
八
○
石
経
で
幕
末
ま
で

で
も
っ
と
も
「
取
米
語
」
の
多
い
の
は
享
保
期
の
前
半
で
三
〇
〇
石
を
上

廻
り
享
保
十
年
に
は
三
四
一
・
六
石
に
達
す
る
。
し
か
し
こ
れ
は
相
当
無

理
な
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
く
享
保
後
半
に
は
災
害
が
つ
づ
ぎ
一
挙
に
二
〇

一團sE［i中村取莞こi需往｛f…移

288．7石

279．1

235．8

221．1

212．3

220．2

（定免）宝暦2

安永2

安永5

tl　7

天明7

寛政玉

○
石
前
後
ま
で
落
ち
て
し
卜
う
。
宝
暦

i
明
和
期
に
は
災
害
が
少
な
く
「
坂
米

高
田
は
回
復
安
定
し
、
宝
暦
七
－
明
和

七
年
は
定
免
で
二
八
六
三
余
と
な
っ
て

い
る
が
そ
の
後
再
び
低
下
が
は
じ
ま
る
。

そ
し
て
水
干
害
の
な
か
っ
た
「
無
難
」

と
記
載
さ
れ
て
い
る
年
だ
け
を
と
っ
て

　
見
て
も
低
下
傾
向
は
は
っ
き
り
し
め
さ
れ
る
。

⑥
落
合
村
寛
政
三
年
七
月
「
御
触
欝
御
請
印
形
村
方
拍
帳
」

⑦
水
上
文
淵
悶
．
甲
斐
に
お
け
る
小
島
蕉
園
伝
』
工
五
i
二
八
頁
所
収

⑧
「
地
方
凡
例
録
」
巻
三
（
臼
本
経
済
叢
警
三
一
巻
一
一
四
〇
頁
）

⑨
落
合
村
寛
政
七
年
「
御
廻
状
留
帳
－
…

⑩
　
こ
の
時
期
の
様
横
は
呉
体
的
に
は
わ
か
ら
な
い
が
、
水
上
前
掲
澱
口
二
一

　
鰹
件
後
の
西
中
二
一
で
は
太
桝
騒
動
で
罪
科
に
処
せ
ら
れ
た
遺
族
血
縁
者

　
は
「
役
人
を
見
る
こ
と
蛇
蝪
の
如
く
、
動
も
す
れ
ば
閣
討
暴
動
の
お
こ
ろ

　
う
と
す
る
形
勢
」
で
あ
っ
た
こ
と
、
田
安
家
が
役
人
の
綱
規
粛
正
の
た
め

　
に
妻
子
を
連
れ
て
田
中
陣
屋
に
勤
務
す
る
の
を
差
止
め
た
こ
と
が
、
か
え

　
つ
て
役
人
の
泓
生
活
を
乱
し
、
代
官
所
の
あ
る
一
丁
濁
中
村
の
寺
院
の
壁

　
に
は
代
官
を
非
難
す
る
落
善
が
書
か
れ
て
い
た
宴
を
述
べ
て
い
る
。
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・維新箭後の領主支配と擬驚諸階鱒（有泉）

⑭
⑫
　
水
上
前
掲
書
繊
｝
・
鰻
五
頁

⑬
廿
｝
の
交
化
期
以
降
の
代
畷
納
は
朝
尾
直
弘
氏
「
初
期
幕
領
に
お
け
る
貢

　
租
」
（
『
国
史
論
集
』
所
双
）
が
の
べ
て
い
る
近
世
初
期
畿
内
幕
領
に
見
ら

　
れ
た
ご
と
き
形
態
一
農
民
の
手
か
ら
現
物
で
上
納
さ
れ
村
役
人
の
手
よ
り

　
そ
れ
が
販
売
さ
れ
た
後
に
金
納
を
行
な
う
一
で
は
な
く
直
接
農
民
の
手
か

　
ら
金
納
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
「
年
貢
拗
定
帳
」
の
記
載
様
式
か
ら

　
確
か
め
ら
れ
る
。
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
天
保
二
年
下
石
森
村
童
高
　
七
石

　
の
庄
右
工
門
の
場
合
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
庄
右
工
門

　
一
、
九
石
六
斗
穴
升
弐
勺
　
　
田

　
　
　
取
米
六
石
弐
斗
五
升
弐
勺

　
一
、
七
石
八
斗
七
升
四
合
八
勺
　
畑

　
　
　
取
栄
弐
石
弐
斗
八
升
弐
合
弐
勺

　
　
　
　
　
八
升
三
合
五
勺
　
　
　
く
わ

　
．
／
八
石
六
斗
壱
升
五
合
九
勺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
）
簸
者

　　

@
ぬ
総
説
徽
舖
七
勺
（
殖

　
残
テ
三
石
八
斗
弐
升
九
合
四
勺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
’
」
、

　
　
　
　
三
斗
九
升
弐
合

　
　
　
　
　
　
弐
升

含
四
石
懸
軍
四
升
壱
合
四
勺

④
代
百
八
捨
九
匁
壱
分
七
厘

一
、
弐
拾
七
匁
η
八
分
論
雑
器

　
、
七
拾
八
匁
七
分
五
厘

肉

手

E
：

ヌ
大小
切切

一
、
拾
匁
五
分
弐
厘

②
〆
否
拾
七
匁
壱
分
三
厘

一
、
弐
分
五
厘

一
、
四
分
五
厘

一
、
三
拾
壱
匁
八
分
壱
歴

　
、
拾
九
匁
三
分

③
合
、

小
納
物

日
掛
ケ

　
　
　
　
　
（
　
）
簾
藩

休
息
山
（
入
会
山
）

大
息
露
分
味
進

冬
夫

　
　
　
ヨ
百
五
拾
八
匁
壱
分
壱
厘

　
　
弐
百
弐
拾
七
匁
五
分
六
一
鷹
　
　
湘
皮
々
納

引
テ
百
三
拾
匁
五
分
五
厘

引
テ

引
テ

三
捨
六
匁

七
拾
弐
匁

弐
拾
弐
匁
五
分
五
厘

　
　
三
匁
九
分
九
厘

捻
八
匁
五
分
六
厘

内
壱
匁

氏
神
様
無
尽
掛
金

甲
壱
両
二
分

十
二
月
十
九
二
三

御
日
金
御
下
ケ
割
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
揮
借
過
分

　
こ
こ
に
見
る
よ
う
に
取
米
か
ら
大
小
切
を
引
き
口
品
等
を
プ
ラ
ス
し
た
①

　
に
大
小
切
を
プ
ラ
ス
し
た
②
、
そ
れ
に
村
用
を
加
え
た
も
の
が
③
と
な
り

　
す
べ
て
銀
納
さ
れ
て
い
る
。

⑭
　
明
治
二
年
十
月
「
張
紙
値
段
」
が
な
く
な
っ
て
し
重
っ
た
と
き
大
切
億

　
段
を
ど
の
よ
う
決
定
す
る
か
を
、
県
庁
が
大
蔵
雀
に
上
部
し
て
い
る
文
書

　
に
「
中
古
張
紙
値
段
地
枳
場
よ
り
高
価
二
紹
引
田
年
・
柄
モ
有
之
談
二
候
へ

　
共
、
旧
幕
末
代
二
至
り
張
紙
直
段
漸
々
引
下
、
ケ
、
近
年
甚
不
細
当
量
成
候

　
ハ
先
需
ニ
モ
申
立
候
涌
…
、
全
園
規
多
川
廟
旗
本
ノ
給
線
ヲ
減
頼
手
サ
レ
ハ
費

　
泪
ヲ
補
二
由
ナ
ケ
レ
ハ
不
得
・
止
ノ
処
羅
ニ
テ
下
騰
救
助
ノ
椿
肋
ニ
　
ハ
無
ナ
洞
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険
」
と
張
紙
値
段
の
変
転
お
よ
び
そ
の
珊
由
が
搬
か
れ
て
い
る
（
出
初
県

　
史
第
一
巻
七
三
二
頁
）
。

⑯
　
拙
稿
「
明
治
二
年
田
安
領
一
揆
に
つ
い
て
」
（
『
軍
斐
史
学
』
一
な
万
一

　
〇
・
一
七
頁
所
叙
史
料
参
照
）
。

二
　
幕
末
明
治
初
年
農
民
騒
の
存
在
形
態

。裂　／・1〆
　∫　 。簿、譜7　s。
　ち　　　　　　 梶@　　 ぷ　　コ

　コ　　ずド　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハ

　Fヂ《愈冠鶴
　瑞艇艶評　 i鷲

　5’。L」。　iが

　
　
　
1
　
商
品
生
産
の
癸
展
と
社
会
的
分
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嚇

　
　
　
蓼
・
“
驚
〆
　
　
“
㎡
　
・
森
餐
夢

　
　
　
　
　
“
‘
　
　
　
〆
　
　
　
　
靱
　
　
　
田
石
県
重
心

　
幕
末
期

の
甲
州
田

安
宅
は
山

梨
郡
山
〇

力
村
、
八

代
郡
四
三

力
村
、
臣

摩
郡
二
三

力
村
、
計

一
〇
七
輪

村
か
ら
成

っ
て
い
る

が
、
一
三

力
村
の
山
村
を
の
ぞ
く
と
経
済
酌
性
格
を
異
に
す
る
二
つ
の
地
域
に

分
け
ら
れ
る
。
一
つ
は
養
蚕
地
帯
一
山
梨
八
代
郡
七
一
力
村
、
他
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

非
養
蚕
地
帯
一
巨
摩
郡
二
三
力
村
で
あ
る
。

　
す
で
に
兇
た
よ
う
な
代
金
納
化
の
進
行
は
当
然
農
畏
の
商
品
生
産

の
相
当
な
進
行
を
前
提
と
す
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
田
三
家
は
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

直
接
的
な
掘
握
を
明
治
二
年
四
月
産
物
会
所
設
立
を
触
れ
だ
す
ま
で

試
み
た
形
跡
は
な
い
。
そ
れ
故
一
村
的
規
模
で
の
商
繍
生
産
数
量
・

余
業
に
つ
い
て
は
「
明
細
帳
」
の
…
数
字
以
外
に
見
る
こ
と
は
出
来
な

い
。
そ
こ
で
、
本
節
の
分
析
は
、
田
安
領
廃
止
か
ら
二
～
四
年
後
に

作
成
さ
れ
て
い
る
物
産
表
・
職
業
調
・
戸
籍
・
収
獲
取
調
帳
等
を
手

が
か
り
と
し
て
進
め
て
行
く
。

　
の
養
蚕
地
帯
　
「
旧
地
は
左
川
を
帯
び
膚
山
に
傍
ひ
、
山
甚
だ
高
か

ら
ず
、
川
甚
だ
大
な
ら
ず
、
草
木
繁
茂
水
脈
経
を
分
ち
て
田
に
概
ぎ

沃
野
平
平
水
早
の
．
憂
な
し
、
稲
穀
多
く
稔
り
果
樹
奇
晶
二
富
み
、
且

つ
蚕
業
を
専
ら
に
す
、
凡
そ
国
中
第
一
の
三
三
な
り
、
栗
原
・
大
石

和
二
筋
の
土
地
も
亦
大
抵
同
じ
、
民
多
ぐ
は
嬌
奢
に
弊
ゆ
」

　
文
化
一
一
年
篇
の
「
甲
斐
国
恥
」
は
船
脚
領
七
一
力
村
の
ふ
く
ま

れ
る
万
力
・
栗
原
筋
（
山
梨
郡
）
・
大
石
和
筋
（
八
代
郡
）
に
つ
い
て

右
の
よ
う
に
概
観
し
て
い
る
。
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維漸前後の領主支配と漫民諸階層（有撮）

　
宝
永
以
後
の
「
明
細
帳
」
が
「
農
問
稼
」
と
し
て
必
ず
養
蚕
に
ふ

れ
、
糸
は
登
せ
糸
と
し
て
京
都
へ
送
ら
れ
て
い
た
。
城
下
町
甲
府
に

あ
る
京
都
の
糸
商
の
出
店
が
糸
を
受
け
と
っ
て
内
金
を
渡
し
、
京
都

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

で
売
れ
た
後
に
全
金
を
支
払
う
形
を
と
っ
て
い
た
摸
様
で
あ
る
が
、

郡
内
（
都
留
郡
）
機
業
の
発
展
に
よ
っ
て
販
路
も
拡
大
し
、
宝
暦
以

後
に
は
「
京
都
江
遣
シ
下
欄
郡
内
江
売
リ
申
候
偏
と
云
う
記
載
が
現

　
　
　
　
　
　
　
④

わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
寛
政
期
に
は
す
で
に
「
御
年
貢
一
二
学
僧
方
（
大
切
小
切
）
　
ハ
蚕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

之
金
子
引
当
淵
巻
計
二
御
座
候
」
と
代
金
納
は
全
く
蚕
糸
業
収
入
に

よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
た
事
が
知
ら
れ
る
。

　
文
化
一
〇
年
に
至
り
養
蚕
地
帯
幕
領
田
無
領
九
〇
力
村
か
ら
門
銘

々
勝
手
軽
量
京
都
問
屋
二
線
登
候
尊
重
段
も
右
問
屋
之
存
寄
次
第
に

買
受
候
間
直
段
年
々
引
下
リ
入
金
減
リ
…
…
記
者
甲
州
二
糸
問
屋
無

之
村
塾
勝
手
嬢
二
京
都
に
糸
雛
為
セ
候
故
…
…
前
書
九
十
力
村
組
合

糸
問
屋
立
（
問
髭
ヲ
致
し
候
春
ハ
）
京
都
者
勿
論
諸
国
糸
値
段
聞
合
候

上
相
場
相
定
糸
商
売
悲
心
ハ
・
京
都
糸
問
屋
存
寄
次
第
下
直
二
買
受

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

候
儀
不
相
成
暗
然
直
観
引
上
り
入
金
も
血
相
増
」
と
在
方
糸
閲
屋
の

設
立
が
企
て
ら
れ
、
さ
ら
に
文
政
四
年
に
も
幕
領
村
肉
に
呼
応
し
て

凶
安
領
郡
中
惣
代
か
ら
「
糸
為
替
会
所
問
屋
」
設
立
願
の
廻
状
が
出

　
　
　
　
⑦

さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
動
き
は
、
蚕
糸
業
生
産
の
量
的
発
展
を
当
然
考
え
さ

せ
る
が
、
各
年
の
「
村
鑑
明
細
帳
」
が
、
田
畑
面
稽
∵
戸
口
を
の
ぞ

い
て
は
ほ
と
ん
ど
享
保
期
の
数
字
を
そ
の
ま
ま
記
載
し
て
い
る
の
で

そ
の
把
握
は
困
難
で
あ
る
。
例
外
的
に
張
紙
を
し
て
修
正
し
て
い
る

二
つ
の
村
を
見
る
と
、
一
力
年
の
収
入
が
寛
政
七
年
山
梨
郡
上
粟
原

村
で
は
享
保
期
の
二
八
両
が
コ
蚕
当
リ
候
年
」
に
は
二
八
○
両
に
、

天
保
九
年
同
郡
上
神
内
川
村
で
は
四
五
両
が
「
三
百
五
拾
両
ず
四
壁

両
」
と
書
き
改
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
文
化
期
上
栗
原
村
の
質
租

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

額
が
張
紙
値
段
で
換
算
し
て
、
　
一
六
〇
両
前
後
で
あ
る
こ
と
が
ら
し

て
、
す
で
に
農
民
経
済
に
相
当
な
比
重
を
し
め
て
い
る
事
が
わ
か
る
。

又
こ
の
よ
う
な
発
展
を
前
提
と
し
て
文
化
以
後
の
代
金
納
の
進
行
は

可
能
で
あ
っ
た
と
云
え
る
。

　
安
政
の
開
港
が
、
養
蚕
地
帯
の
農
家
経
済
に
ど
の
よ
う
な
変
化
を

屯
た
ら
し
た
か
は
今
後
の
個
…
別
経
営
の
研
究
の
積
上
げ
を
ま
た
ね
ば

　
　
　
⑨

な
ら
な
い
。
し
か
し
開
港
以
後
の
蚕
糸
業
生
産
の
発
展
を
考
え
ず
に

は
、
さ
き
に
の
べ
た
慶
応
元
年
の
莫
大
な
御
用
金
賦
課
は
到
底
不
可

能
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
さ
て
明
治
初
年
物
産
表
の
検
討
に
入
ろ
う
。

15　（15）



第5表養蚕地帯物産表

重唱丁筆下礁擁原国亭尻陳戸
234．5

　　？

1！0．9

66．7

　　6．5

　　2．8

　　2，3

　20

　　？

1200．

？

129．2

63．5

48

35

　22
　1．5

　1．8

38．0

30

　？

266

86

232．9

52．9

125

32

　　3

　　0．4

　　1．0

　　　5

256

1000

　　45

298．65

　　？

29．0

13．8

　　7．3

　　3．7

21．8

　？

640

　？

166

167．93

　　？

33．58

　　3．5

　　4．2

　　1．5

　　2．5

　　？

　？

凡数千枚

　150

435

　　0

100

88

P0

Q
8
3
0
28

400

　？

80

米（石）

，内（燭内売）

大売（〃）

小麦（〃）

大豆（〃）

小豆（〃）

ソバ（〃）

蜀黍（〃）

生　糸（〆）

　繭（〆）

蚕種紙（枚）

木　綿（〆）

代1明治51明治5i明治6陣治51明治5i明治3i年

同価額表
釧潮1下・例桑戸価

891．21

200．73

300．42

27．04

13．88

　　7．48

　　7．25

13．20

600．00

goo．eo

　　円

490．96

86．88

15Z50

　　9．15

　　7．44

　　5．85

10．72

21．72

900．00

199．50

3．80

1．18

4．50

4．10

4．96

3．25

2．26

5．18

0．12

30．O

O．75

米（石）

大麦（〃）

小麦（〃）

大豆（〃）

小豆（〃）

ソバ（〃）

栗（〃）

悔種（〃）

藍（〆）

木綿（〃）

生糸（〃）

蚕種紙（〃）

18s9．72　12961．21
計

そ
れ
か
わ
作
ら
れ
る

生
糸
・
蚕
種
紙
の
関

係
は
不
明
で
あ
る
。

五
年
の
物
産
表
に
は
、

価
格
が
示
さ
れ
て
い

な
い
の
で
止
む
な
く

明
治
七
年
山
梨
郡
八

幡
南
村
（
旧
幕
領
）

　
　
⑩

の
単
価
に
よ
っ
て
計

算
し
た
。

　
こ
の
ほ
か
に
村
外
売
出
し
と
し
て
ブ
ド
ウ
・
柿
等
の
果
実
が
あ
る

が
価
格
が
不
明
な
の
で
省
略
す
る
。

　
こ
の
数
値
を
見
て
行
く
と
、
繭
と
生
糸
・
蚕
種
が
重
複
記
載
さ
れ

る
恐
れ
の
な
い
村
を
見
て
も
、
蚕
種
紙
・
生
糸
は
全
生
産
価
額
に
対

し
、
下
井
尻
で
五
八
・
一
％
、
桑
戸
で
五
七
・
四
％
と
、
全
体
の
半

分
を
上
廻
る
六
〇
％
近
い
数
値
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
事
は
、
明
治

初
年
養
蚕
地
帯
で
は
、
蚕
糸
業
収
入
が
全
体
と
し
て
再
生
産
の
前
提

と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

，
米
の
村
外
売
出
し
は
上
領
原
村
で
二
二
・
八
％
、
下
井
尻
で
五
〇
・

16　（16）

　
第
五
表
に
か
か
げ
た
六
力
村
の
物
産
表
は
、
咽
肝
癌
が
明
治
三
年
、

上
岩
崎
・
上
栗
原
・
下
井
尻
・
一
丁
田
中
が
明
治
五
年
一
力
年
の
物

産
を
同
六
年
春
に
報
告
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
一
応
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目

に
つ
い
て
霞
用
費
滴
∵
売
出
し
の
区
別
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
繭
と



維新荊後の領主支瀧と饅民講階膚（有泉）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

七
％
に
達
し
て
い
る
が
、
　
「
自
用
費
消
」
が
人
口
に
く
ら
べ
て
著
る

し
く
少
な
い
こ
と
か
ら
、
消
費
余
剰
あ
る
い
は
窮
迫
販
売
的
な
竜
の

と
し
か
云
え
な
い
。

　
次
に
職
業
ハ
構
成
を
見
て
行
こ
・
う
。
陥
弟
ふ
ハ
馬
衣
は
明
治
七
年
（
上
栗
原
．

下
石
森
一
丁
田
中
は
開
治
五
年
）
　
の
職
紫
忠
告
で
あ
る
。
　
こ
れ
が
ど
の
程

度
ま
で
専
業
化
し
て
い
る
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
一
五
力
村
一
、
二
三

六
戸
の
内
四
二
一
す
な
わ
ち
三
分
の
一
強
が
、
何
等
か
の
形
で
余
業

を
も
つ
て
い
る
。
　
そ
の
う
ち
も
っ
と
も
多
い
の
は
生
糸
商
（
「
製
糸

第6表　養蚕地帯15力村職業分化

計訳内種業

19

P8

W0

U
2
0
2
6
1
9
1
3
3
9
1
4
2
2
6
2
0
1
9

1生糸商84　　蚕種製造35

酒屋u　臆油屋4

穀商28　水車52

綿打6

コウジ屋1　油絞2

ノ」、売酒淫11　煮売『『物3　豆腐3　 魚屋1
菓子8
反物2　小闘物4　足袋1　紺屋12

荒物1／　香料1　燈チソ1
大工13　左官19　屋根3　畳・香具2　樋
2

黒鍬！4

馬クロ20　まト馬売買2

鍛治古鉄5　錐物1

漁業13　鉄砲7

クズ商且　植木1　不明7

蚕糸業
醸造・製油

主穀関係
綿　　龍

華　　屋

食料最
衣料関係

日用雑貨

建築関係
農業土木

交通業
金属加工
漁・猟師

雑　　業

翻欝美幸蒜雫藷螺灘12欝芋二一酬421
騰一丁・犠治砕醐　　　締劃・229
内訳　八代郡　中尾・上矢作・北野呂・南野呂・国分・竹原田・金隠

　　　山梨郡　上神内川・下神内川・上石森・下石森・大野・上栗原

　　　　　　　・一一丁田申・桑戸，「生糸商」には「製糸業」を含む。

業
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
を
含
め
る
）
蚕
種
…
製
造
等
の
蚕
糸

業
関
係
で
余
業
総
数
の
二
八
％
全
戸
数
に
対
し
て
さ
え
九
％

を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
だ
け
の
蚕
糸
業
関
係
の
余
業
が
成
立

し
て
い
る
以
上
明
治
五
年
の
物
産
表
の
数
値
と
く
に
蚕
糸
業

関
係
の
生
産
額
は
実
際
よ
り
は
る
か
に
低
め
に
記
載
さ
れ
て

い
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
又
米
穀
商
、
そ
の
他
食
料
品
・
日
用
雑
貨
の
営
業
が
、
以

前
か
ら
の
商
業
村
落
（
こ
こ
で
は
一
丁
田
中
村
、
上
神
内
田
村
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

そ
の
よ
う
な
性
格
を
お
び
て
い
た
）
の
枠
を
こ
え
締
…
額
皿
村
地
域
に

も
広
汎
に
発
生
し
て
い
る
こ
と
は
農
民
上
層
で
の
消
費
生
活

の
富
裕
化
と
、
下
層
で
の
脱
農
民
化
の
進
行
を
物
語
っ
て
い

る
。　

以
上
の
概
括
的
検
討
か
ら
、
明
治
初
年
の
養
蚕
地
帯
で
は

蚕
糸
業
の
発
展
に
よ
診
農
民
経
済
に
お
い
て
商
都
経
済
は
優

越
を
示
し
、
職
業
分
化
臓
社
会
的
分
業
は
発
展
し
、
自
給
体

17　（17）



制
は
広
汎
に
崩
壊
し
っ
っ
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

　
ω
非
養
蚕
地
帯
　
こ
れ
ま
で
に
見
た
山
梨
・
八
代
郡
養
蚕
地
帯
と

あ
ざ
や
か
な
対
照
を
見
せ
て
い
る
の
は
巨
摩
郡
二
三
力
村
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
の
主
要
な
商
贔
作
物
は
、
明
治
五
年
小
林
村
「
物
産
品
書

上
」
が
木
綿
五
三
〇
〆
臼
に
つ
い
て
「
右
之
晶
農
鎧
鼠
二
女
子
供
糸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

布
・
副
い
た
し
畑
年
貢
御
上
納
…
仕
丁
」
と
書
い
て
い
る
よ
う
に
綿
で
あ

る
。
そ
の
ほ
か
若
干
の
タ
バ
コ
が
あ
る
。
し
か
し
商
品
作
物
の
全
生

産
価
額
に
し
め
る
比
重
は
養
蚕
地
帯
に
く
ら
べ
て
い
ち
じ
る
し
く
低

い
。
第
七
衰
は
小
林
・
春
米
村
は
明
治
五
年
、
巨
摩
郡
第
二
八
区

（
こ
の
内
に
は
旧
幕
領
三
力
村
を
ふ
く
む
）
は
明
治
七
年
の
物
産
表
で
あ

る
。　

こ
こ
で
綿
関
係
が
繰
綿
・
木
綿
布
ま
で
書
か
れ
て
い
る
の
は
臣
摩

郡
第
二
八
区
の
も
の
だ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
実
綿
・
繰
綿
・
綿

糸
・
綿
布
を
重
複
し
て
い
な
い
も
の
と
し
て
計
算
し
て
も
、
そ
れ
は

7表i非養蚕地帯物産表

小林隣米貯酬撫島
5929．30

3698．25

640．63

350．45

　　43．17

　　28．25

　　　3．92

　　　9．40

！03．80

　　59．00

　　61．87

　　　6．93

327．25

　　36．25

433．18

4693．08

　　89．36

219．15

606．87

1317．29

　　？

1443．65

142．99

　　74．6

　　8．67

　　8．68

　　0．62

　　2．35

　　20．04

　　22．0

500．0

　　　4．6

145

1540

3888

　　48

563

1075

313．5

　？

348．3

81ユ

！3．8

　　6．9

　　6．3

　　4．5

24．0

480．0

28．0

191．47

響
駕
4
－
4

6

530

　米　　（石）

内山内売（〃）

生’

若

葉タバコ（〆）

木　　綿（メレ）

繰　綿（メ）

木綿糸（メ）

白木綿（反ン

縞木綿（反）

大　　麦（〃）

小　　麦（〃）

大　豆：（〃）

小　　豆（〃）

ソ　バ（〃）

ゴ　マ（〃）

　荏　（〃）

菜　　種（〃）

　粟　（〃）

　藍　（メ）

　　　糸（石）

　　菜

年 代隣・瞬・隣「
臣摩郡28X 下霞地・江原・鮎沢・清水・古市場

他旧幕領3力村を含む

総
生
産
価
格
中
の
四
〇
％
弱
で
し
か
な
い
。
こ

こ
で
の
生
産
価
額
中
最
大
の
穀
類
一
米
の
商
品

化
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
あ
と
に
見

る
よ
う
農
民
溜
の
存
在
形
態
か
ら
し
て
、
そ
れ

は
全
く
地
主
米
の
販
売
に
限
ら
れ
る
と
云
わ
ね

ば
な
ら
な
い
。

　
職
業
分
化
（
第
八
表
）
に
つ
い
て
は
綿
業
関
係

が
も
っ
と
も
多
く
余
業
件
数
一
〇
二
に
対
し
て

二
五
件
、
二
四
％
を
占
め
て
い
る
が
、
生
産
価

額
の
点
か
ら
し
て
、
養
蚕
地
帯
の
蚕
糸
関
係
余

業
の
よ
う
な
重
要
性
を
も
ち
得
な
い
。

　
そ
れ
門
下
屡
農
民
一
捻
ん
ど
が
零
細
小
作

18　（18）



維斬前後の領主支濁と濃概諸階繍（有泉）

第8表　非養蚕地帯δ力村職業分化

業画　内 訳　i計
醸造．製？由1酒羅4
　　　　　　　　穣油4
主穀聯繍3紳9
質　　屋
がユ　　　やウ
　ヰぽじ　　　ハく

食料【rr、壊売酒箆6

　　　　　　　絞油・｝

1

朧14翻撫物1

9

12

4

25

12

4
2
5
1
2
3
6
1
5
1
2
7
6

紺屋3

荒物6

大工7　左官7　畳屋1

牛馬商1

鉄砲2
鎧治．古鉄6　イカケ屋1
！

竹屋ユ　　タノミコ歴：5

衣料関係

臼絹雑貨

建築関係

交　　通

猟　　師

金属加工

雑　　下

痢摩郡第28区r諸島表」 ｝懇響i；1

内訳　　巨摩郡下宮地・江原・鮎沢・清水・古

　　　　市場

農
1
は
こ
の
地
域
が
、
年
貢
米
の
搬
出
港
す
な
わ
ち
甲
州
全
域
お

よ
び
「
信
州
表
大
名
松
平
丹
波
守
様
諏
訪
因
幡
守
様
江
戸
御
廻
米
御

出
シ
し
の
富
士
川
水
運
の
起
点
鰍
沢
か
ら
、
信
州
へ
の
街
道
沿
い
に

位
置
し
て
い
た
関
係
か
ら
交
通
業
へ
の
参
加
（
主
と
し
て
年
貢
米
の
輸

送
）
、
あ
る
い
は
な
か
ば
山
村
的
性
格
を
も
つ
W
囲
下
村
外
一
力
村
は

炭
焼
等
に
よ
る
、
現
金
収
入
に
よ
っ
て
生
計
を
お
ぎ
な
っ
て
い
た
。

そ
の
こ
と
は
鰍
沢
か
ら
釜
無
川
を
さ
か
の
ぼ
っ
た
河
原
部
村
（
現
在

の
韮
崎
市
）
に
貢
米
津
出
し
の
た
め
に
新
川
岸
配
電
が
願
出
さ
れ
た

こ
と
に
対
す
る
、
春
米
村
等
貯
安
領
省
力
村
か
ら
の
訴
状
に
、
　
「
同

村
（
鰍
沢
）
一
儀
甲
府
並
韮
綺
筋
其
外
年
女
江
千
丁
駄
賃
附
送
り
幌

場
所
二
而
、
二
二
お
四
ケ
村
（
春
米
、
小
林
、
天
神
中
条
、
大
久
保
）
義

平
生
助
郷
糧
勤
候
故
日
々
多
分
之
牛
馬
引
連
稼
仕
候
義
二
而
（
中
略
）

御
用
物
者
勿
論
岡
所
（
鰍
沢
）
ヨ
リ
差
送
リ
候
諸
荷
物
助
郷
勤
之
牛

馬
を
以
附
送
り
い
た
し
平
属
共
右
調
を
以
妻
子
扶
助
仕
罷
在
野
」
「
猶

又
小
室
∴
尚
下
絵
村
之
義
山
附
村
方
二
三
村
高
二
対
シ
候
三
者
家
数

多
分
有
之
、
作
間
之
山
稼
二
仕
材
木
薪
伐
出
し
炭
焼
等
い
た
し
右
晶

不
熟
鰍
沢
村
江
附
淫
し
脚
病
、
右
価
詮
以
御
年
貢
上
納
方
手
当
二
仕

　
　
⑭

来
り
候
」
と
書
か
れ
て
い
る
事
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。

　
そ
れ
故
こ
の
地
域
で
の
農
民
の
貨
幣
経
済
へ
の
参
加
は
養
蚕
地
帯

と
こ
と
な
り
非
常
に
み
じ
め
な
形
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
訳
で
あ
る
。

　
　
　
　
2
　
農
民
層
の
分
解

　
こ
れ
ま
で
の
検
討
に
よ
っ
て
甲
州
阻
安
泰
の
う
ち
、
養
蚕
地
帯
一

山
梨
八
代
郡
、
非
養
蚕
地
帯
一
思
摩
郡
の
二
つ
の
地
域
が
商
晶
生
産

の
展
㎜
開
度
、
曲
旋
斑
の
描
買
幣
経
済
へ
の
参
加
の
仕
方
が
非
畝
鴇
に
こ
と
議
な

っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　
こ
の
事
は
第
一
節
に
見
た
領
主
に
よ
る
収
奪
が
同
一
原
則
（
代
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
補
註
）

納
化
の
進
行
）
で
行
な
わ
れ
る
時
、
幕
末
明
治
初
年
の
農
民
層
の
存
在

形
態
一
盤
煮
凝
分
解
の
タ
イ
プ
と
進
行
度
に
当
然
大
き
な
差
異
を
も
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第9表A養蚕地帯階層構成

翻㈲臨門障姻期尾・【劇測齢細蟹｝i膿有魂顧
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2
0
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1町～

5反～
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1反～

1反未満

無所有

1
　
　
1

2
　
　
2
　
　
3
2
3
1
5
0

1

－
　
　
り
0
　
1
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V
1
0
4
8
0

1

1

2
4
8
4
1
4
4
0
？

1

2
3
6
7
5
1
5
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？
●

1
　
　
　
　
2

1
i
4
1
3
2
1
0

1

2
2
1
5
5
1
9
2
9

－
　
∩
）

1
　
1
　
4
　
1
　
4
　
612

11

17

ユ20

　？

2
5
0
2
1
0
9
1
0
3
5

つ
．

9
自
　
1
　2
　
り
盈
　
9
臼
　
－

12

O

3
7
3
9
1
0
1
0

7
　
（
U

100石以上

　　90r－leO

　　80一一90

　　70－80

　　60一一70

　　50一一60

　　40一一・so

　30一一40

　20＃v30

　　15N2e

　　10N15

　　5NIO

　　3fvs

　　IN3

　　0一一1

　　　　0

計1491　22　k3　li77741361・i　i・41gSI・・ll計1・・

＿ヒ栗西鐸（醜業≧5）1“石彰畏。落合（明治2）「年貢勘定1長」

桑戸（明治7）一丁澗中（明治8）「正租勘定帳」他はすべて明治3年戸籍

た
ら
す
は
ず
で
あ
る
。
次
に
そ
れ
を
検
討
し
て
行
こ
う
。

　
第
九
表
は
明
治
三
年
戸
籍
お
よ
び
年
貢
勘
定
帳
等
か
ら
作
成
し
た

明
治
初
年
の
所
持
石
高
に
よ
る
月
一
構
成
表
で
あ
る
。
㈱
は

養
蚕
地
帯
、
⑧
は
非
養
蚕
地
帯
で
あ
る
。

　
こ
の
表
か
ら
た
だ
ち
に
わ
か
る
こ
と
は
⑧
の
場
合
六
〇
石

以
上
の
大
高
持
が
小
村
大
久
保
村
を
の
ぞ
い
て
す
べ
て
の
村

に
存
在
し
、
そ
の
対
極
に
一
石
未
満
の
階
層
が
戸
数
の
六
〇

％
以
上
を
占
め
、
中
問
の
五
～
二
〇
石
層
の
比
重
が
い
ち
じ

る
し
く
小
さ
い
こ
と
す
な
わ
ち
士
地
所
有
に
お
け
る
分
解
が

一
様
に
い
ち
じ
る
し
く
進
行
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
㈲
の
場
合
は
一
様
で
は
な
い
。
熊
野
堂
・

歌
田
・
落
合
等
の
一
〇
〇
石
以
上
の
大
土
地
所
有
者
の
存
在

し
て
い
る
も
の
と
、
上
栗
原
・
西
広
門
田
南
・
同
三
等
の
四

〇
石
以
上
は
存
在
せ
ず
巾
間
層
の
比
較
的
厚
い
村
、
三
盛
潜

の
中
間
に
位
置
す
る
も
の
、
さ
ま
ざ
ま
で
、
士
地
所
有
（
所

持
石
高
）
の
史
料
の
み
・
で
は
㈹
⑧
両
地
域
と
も
そ
こ
で
の
農

民
諸
階
層
の
性
格
規
定
を
行
な
う
こ
と
は
到
底
不
可
能
で
あ

る
。
そ
こ
で
次
に
一
村
全
体
に
つ
い
て
個
別
に
所
・
有
・
経
営

両
方
の
規
模
の
わ
か
る
村
を
あ
げ
て
検
討
す
る
。
そ
の
よ
う

な
史
料
を
得
る
の
が
非
常
に
困
難
な
の
は
近
世
史
の
常
識
で
あ
る
が
、

本
稿
の
対
象
地
域
で
も
、
田
言
語
が
廃
止
さ
れ
た
四
年
後
、
明
治
七
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維菊〒箭後の領主支醗と農民諸階贋（有泉）

第9表B葬養蚕地帯階層構成
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第10表A一工　上栗原（明治7・3）

所有面積→
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ノ
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⑮

年
春
に
作
成
さ
れ
た
「
収
獲
取
調
帳
」
以
外
に
存
在
し
な
い
。

　
㈲
養
蚕
地
帯
上
栗
原
・
市
之
蔵
・
下
石
森
、
⑬
非
養
蚕
地
帯
大
久

保
・
小
林
の
五
ケ
村
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。

　
第
一
〇
表
は
昏
戸
の
所
有
面
積
と
経
営
面
積
と
の
相
関
関
係
を
し

め
す
図
表
で
あ
る
。
各
表
の
斜
線
上
で
は
所
有
と
経
営
は
～
致
し
、

そ
れ
か
ら
右
上
に
ず
れ
る
も
の
は
地
主
的
性
格
が
強
く
、
左
下
に
ず

れ
る
も
の
は
小
作
人
的
性
格
が
強
く
な
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

　
㈲
㈲
を
比
較
す
る
と
、
薯
ま
ず
㈹
で
は
戸
数
の
大
部
分
は
斜
線
上
に

　
　
　
　
　
　
耕
作
画
積
↓

下
聡
森
村
の
上
腰
二
戸
が
一
五
町
歩
の
大
地
主
で
あ
る
の
を
の
ぞ
い

て
、
上
層
農
民
は
若
干
の
小
作
地
を
持
つ
と
は
い
え
寄
生
地
主
的
存

在
で
な
い
事
が
わ
か
る
。
㈹
で
特
に
注
同
さ
れ
る
の
は
下
層
農
艮
の

存
在
形
態
で
所
有
耕
地
一
反
未
満
お
よ
び
無
所
有
で
小
作
を
し
て
い

な
い
も
の
“
事
実
上
の
舌
耕
作
者
が
上
栗
原
三
九
・
五
％
、
下
石
森

三
七
・
八
％
、
市
之
蔵
二
六
・
四
％
（
市
之
蔵
の
場
合
同
年
の
戸
籍
が
な

い
の
で
無
所
有
無
耕
作
の
借
屋
人
数
は
不
明
で
あ
る
）
と
大
き
な
割
合
を

占
め
て
い
る
。
そ
し
て
経
営
面
積
中
に
小
作
地
の
比
重
の
大
き
い
農

あ
る
か
、

そ
れ
か

ら
僅
か

し
か
ず

れ
な
い

範
臨
に

分
布
し

て
お
り
、

こ
こ
の

三
つ
の

村
で
は
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第10表A一】［市之蔵（明治7・3）

所有面積→
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　第10表A一選下石森（明治8・9）

所有面積→
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O
倒
卜
㍗
努
↑
野
ひ
ト
か
躯
か
臣
姫
弛
錘
脳

民
、
す
な
わ
ち
地
主
的
土
地
所
有
の
支
配
下
に
く
み
入
れ
ら
れ
て
い

る
農
民
（
一
言
経
営
面
積
の
2
百
以
上
が
小
作
地
の
も
の
と
す
る
）
は
上
栗

原
二
五
・
四
％
、
下
石
森
二
四
・
六
％
、
市
之
蔵
一
九
・
四
％
に
す

ぎ
な
い
。

　
こ
の
こ
と
は
、
㈲
地
域
三
つ
の
村
で
は
幕
末
・
明
治
初
年
に
は
下

層
農
民
は
地
主
的
土
地
所
有
の
も
と
に
再
編
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

脱
農
民
化
1
ー
プ
μ
レ
タ
リ
ァ
化
し
て
行
く
の
が
主
要
な
傾
向
で
あ
る

耕
作
面
積
↓

　
大
部
分
を
し
め
る
i
全
く
無
所
有
及
一
反
未
満
の
も
の
が
戸
数
の
八

　
○
・
四
％
に
達
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
う
ち
、
小
作
を
し
て
い
な

　
い
も
の
は
僅
か
二
戸
の
み
で
あ
る
。
他
は
す
べ
て
小
作
し
て
お
り
耕

　
作
地
一
～
五
反
と
云
う
全
く
の
零
細
小
作
農
が
全
戸
数
の
過
半
を
占

　
め
て
い
る
。

　
　
も
っ
と
も
こ
の
村
は
小
村
で
あ
り
（
村
高
二
一
七
石
）
原
史
料
「
収

　
獲
取
調
帳
」
の
記
載
が
属
地
主
義
を
と
っ
て
い
る
允
め
、
他
村
で
の

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
⑧
　

大
久
保
村
の
場
合
に

は
非
常
に
異
な
っ
た

傾
向
が
あ
ら
わ
れ
て

い
る
。
ま
ず
大
ま
か

に
見
れ
ば
こ
こ
で
は

農
家
は
斜
線
上
（
所

有
耕
作
の
一
致
線
）
に

分
布
し
て
い
な
い
。

そ
し
て
所
柄
∵
経
営

と
も
零
細
な
農
民
が
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第10表B－1大久保（明治7・3）

　所有面積一｝
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維薪前後の領主支配と農民譜階隅（有泉）

耕
作
面
積
↓

小
作
を
考
慮
す
れ
ば

一
～
五
反
へ
の
零
細

小
作
農
の
集
中
が
一

反
程
度
ず
れ
る
可
能

性
は
あ
る
。
し
か
し

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ

こ
で
は
下
暦
農
民
は

土
地
所
有
を
ほ
と
ん

ど
失
い
な
が
ら
そ
の

ま
ま
脱
農
民
化
す
る

の
で
は
な
く
地
主
的
土
地
所
有
（
現
物
小
作
料
）
の
も
と
へ
再
編
さ
れ

て
い
る
。
規
模
は
非
常
…
に
零
細
で
あ
っ
て
も
地
主
的
土
地
所
有
の
重

圧
が
彼
等
の
生
活
を
規
定
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

　
次
に
上
層
三
戸
で
は
所
有
規
模
は
大
き
く
な
い
（
他
村
へ
の
出
作
は

不
明
）
一
t
最
高
一
町
六
反
六
畝
一
に
竜
か
か
わ
ら
ず
斜
線
の
右

上
へ
大
き
く
ず
れ
て
い
る
事
は
寄
生
地
主
的
性
格
の
強
さ
を
表
現
し

て
い
る
。

　
も
う
一
つ
小
林
村
の
例
を
か
か
げ
よ
う
。
　
こ
の
村
に
つ
い
て
は

「
収
獲
取
調
帳
」
が
草
稿
の
形
で
し
か
残
っ
て
お
ら
ず
、
し
か
竜
草

稿
一
三
冊
中
帯
柵
が
欠
け
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ま
で
の
四
例
の
よ
う

な
図
表
を
作
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
し
か
し
こ
の
史
料
が
烏
有
者
別

に
配
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
草
稿
一
冊
ご
と
に
集
計
が
行
わ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
に
あ
ら
わ
れ
る
か
ぎ
り
で
の
耕
地
所
有
者
に
つ

い
て
そ
の
内
容
－
臼
作
地
・
貸
出
地
を
㈲
一
五
の
ご
と
く
表
示
出
来

る
。　

こ
れ
に
よ
っ
て
見
る
と
判
明
す
る
一
町
以
上
の
耕
地
所
有
者
で
は

い
ず
れ
も
自
作
面
積
は
七
反
以
下
で
一
町
一
反
一
畝
の
前
橋
伊
兵
衛

で
さ
え
所
有
地
の
五
〇
％
以
上
が
貸
出
さ
れ
、
最
大
の
志
村
栄
義
で

第10表　B一■小林村戸別耕地所有内訳

1酢地陰出酬計
　　畝

240．26
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計分　　自作地｝貸田地

　　　畝
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1581．01
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　　49．24

　　97．23

　　46．2ユ
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　　畝
282．05

　　畝
458；！7

91．29

27．18

28．22

’11581．ol

l　22s．oti

±
I
I

22．06

69．01
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作
閲

入

ゑ
ぬ
が
み
ひ
ム
オ
す
ゑ

村
村
村
鮒
村
村
村

沢
合
米
沖
室
塚
沢

　
　
　
み

荊
落
春
天
小
大
長
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⑯

は
七
一
％
に
達
す
る
。

　
こ
の
二
つ
の
村
は
近
村
の
大
地
主
・
寺
社
の
土
地
所
有
が
多
く
、

村
全
体
の
小
作
地
率
は
大
久
保
村
で
五
六
％
、
小
林
村
で
史
料
の
あ

る
分
（
村
耕
地
敬
具
の
八
罰
程
度
）
　
に
つ
い
て
七
〇
％
と
極
め
て
高
い
。

　
す
で
に
石
高
に
よ
る
階
贋
構
成
に
お
い
て
巨
摩
郡
六
力
村
の
う
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
し
　
　
　
も
　
　
　
も

大
久
保
村
を
の
ぞ
き
大
土
地
所
有
が
完
全
に
確
立
し
て
い
る
事
を
見

た
。
今
大
土
地
所
有
の
存
在
し
な
い
大
久
保
村
の
場
合
で
す
ら
上
層

は
寄
生
地
主
的
性
格
が
強
い
こ
と
、
そ
れ
は
小
林
村
の
場
合
で
も
全

く
同
様
の
事
か
ら
、
二
つ
の
村
に
し
め
さ
れ
た
農
民
願
の
存
在
形
態

一
上
層
は
寄
生
地
主
で
あ
り
、
富
農
的
上
層
農
民
・
自
作
中
農
は
殆

ん
ど
存
在
せ
ず
、
下
層
は
脱
農
民
化
す
る
の
で
は
な
く
．
零
細
小
作
農

と
し
て
存
在
す
る
こ
と
、
こ
れ
を
巨
摩
郡
一
溜
養
蚕
地
帯
の
農
民
暦

の
幕
末
・
明
治
初
年
に
お
け
る
一
般
的
存
在
形
態
と
し
て
考
え
る
事

が
出
来
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

　
こ
れ
は
㈲
養
蚕
地
帯
の
三
つ
の
村
で
見
た
こ
と
と
非
常
に
こ
と
な

痘
。
し
か
し
な
が
ら
㈹
の
場
合
、
所
持
石
高
に
よ
る
階
層
構
成
検
討

の
結
果
を
あ
わ
せ
考
え
る
な
ら
ば
、
さ
ら
に
そ
の
内
部
で
の
い
く
つ

か
の
類
型
設
定
が
可
能
で
あ
る
。

　
上
栗
原
と
市
之
蔵
は
、
第
一
〇
表
を
見
て
分
る
と
お
り
全
く
同
一

の
類
型
（
上
栗
原
の
方
が
や
や
分
解
の
進
ん
だ
も
の
）
と
し
て
見
る
こ
と

は
出
来
る
が
、
こ
れ
と
下
石
森
と
は
す
で
に
同
一
類
型
と
し
て
あ
つ

か
う
事
は
．
出
来
な
い
。
そ
し
て
熊
野
堂
・
一
丁
田
中
・
歌
田
等
で
は
、

土
地
所
有
だ
け
か
ら
見
て
も
寄
生
地
主
的
土
地
所
有
が
進
行
し
て
い

る
こ
と
は
悶
違
い
な
い
。
そ
れ
故
今
ま
で
見
て
来
た
こ
と
か
ら
養
蚕

地
帯
で
は
三
つ
の
タ
イ
プ
の
農
村
が
存
在
す
る
こ
と
が
云
え
る
。

　
ω
　
上
集
原
型
一
上
履
農
民
は
富
農
的
存
在
で
下
層
で
は
脱
農
民

　
　
化
が
進
ず
る
。

　
働
　
下
石
森
型
－
上
層
は
寄
生
地
主
と
富
農
的
な
も
の
と
が
併
存

　
　
し
、
下
層
で
は
や
は
り
脱
農
民
化
が
進
行
し
て
い
る
。

　
③
　
熊
野
頭
型
－
上
裳
は
完
金
に
大
地
主
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
史

　
　
料
を
欠
く
が
下
層
農
疑
は
小
作
農
と
し
て
再
編
さ
れ
て
い
な
け

　
　
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
一
二
つ
の
タ
イ
プ
の
併
存
、
そ
こ
か
ら
は
重
要
な
問
題
が
提
起

さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
は
同
一
の
自
然
必
然
的
な
経
済
発
展
の
傾

向
一
寄
生
地
主
的
分
解
の
各
段
階
の
み
を
表
現
し
、
①
↓
②
↓
③
と

進
み
最
後
に
は
巨
摩
郡
に
お
い
て
見
た
ご
と
き
地
主
制
の
全
一
的
支

配
に
結
果
す
る
も
の
な
の
か
。

　
そ
れ
と
電
上
層
農
民
が
富
農
酌
存
在
で
下
層
農
民
は
脱
農
民
化
し
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維凝筋後の領童支配と農罷諸階層（有泉）

て
い
る
の
は
、
農
民
層
の
ブ
ル
ジ
・
ア
酌
分
解
の
進
行
を
意
味
し
、

そ
れ
と
寄
生
地
主
的
分
解
と
が
対
抗
し
て
い
る
こ
と
を
表
現
し
て
い

る
の
か
。

第11表　上票原村質地移動状況

戸数騰則蓄電撫勢零露銭騨・響
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1
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12！
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U

7

2
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3

上
－

以
ノ

ー
　
　
Q
ゾ

2
4
7
6
6
6
8
1
4
2
0

1町以上

9反〃

8反〃

7反〃

6反〃

5反〃

4反〃

3反〃

1反〃
1反未満

無耕作

村外者及び寺社の所有・経営はのぞく。

　
こ
と
わ
っ

て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
の
は
上
栗

原
に
見
ら
れ

る
よ
う
な
所

有
経
営
双
方

を
欠
く
農
民

は
は
る
か
以

前
か
ら
存
在

し
た
の
で
は

な
い
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ

を
お
し
え
る

の
は
「
収
獲

取
調
帳
」
に

記
載
さ
れ
て
い
る
質
地
の
移
動
状
態
で
あ
る
。

　
質
地
は
こ
こ
で
は
年
季
は
一
応
一
〇
年
、
直
ち
に
質
流
れ
に
な
ら

ず
契
約
が
更
新
さ
れ
る
と
し
て
も
、
こ
の
史
料
が
作
成
さ
れ
る
エ
、

三
〇
年
前
以
来
一
幕
末
明
治
初
年
の
移
動
を
示
す
も
の
と
云
え
る
だ

ろ
う
。

　
そ
れ
故
こ
れ
を
使
用
し
て
第
一
〇
表
の
図
表
に
タ
テ
の
時
間
を
導

入
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
第
一
一
表
は
経
営
面
積
を
基
準
と
し
て
各
階
層
の
経
営
・
所
有
・

質
感
・
質
出
・
貸
出
・
借
入
面
積
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
検
討
を

進
め
て
行
こ
う
。

　
ω
一
町
以
上
層
…
こ
こ
で
は
質
取
地
は
全
体
の
三
分
の
二
に
達
す

る
。
そ
し
て
所
有
地
の
約
三
分
の
工
を
占
め
て
い
る
こ
と
、
こ
の
事

は
上
越
原
村
の
上
層
農
民
が
幕
末
期
以
来
急
激
に
上
昇
し
て
来
た
も

の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
貸
出
地
が
質
旧
地
の
半
分
に
も
達
し
な
い

こ
と
は
彼
等
が
質
地
一
直
小
作
と
云
う
形
で
地
主
化
し
て
い
る
の
で

は
な
い
事
を
示
す
。
②
七
反
～
一
町
層
で
も
質
取
地
が
質
出
地
を
上

廻
る
。
彼
等
は
上
昇
し
つ
つ
あ
る
自
作
農
で
あ
る
。
③
七
反
と
云
う
と

こ
ろ
に
一
つ
の
断
層
が
あ
る
。
七
～
八
反
騒
と
六
～
七
反
層
こ
こ
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
》

質
取
地
と
製
出
地
の
比
率
が
逆
転
す
る
。
す
な
わ
ち
四
反
～
七
反
層
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は
没
落
し
つ
つ
あ
る
農
戻
で
質
出
に
よ
っ
て
土
地
を
失
い
、
そ
れ
に

ほ
ぼ
匹
敵
す
る
だ
け
の
土
地
を
小
作
し
て
い
る
。
㈲
四
反
未
満
と
な

る
と
質
出
地
が
借
入
地
を
上
廻
る
。
し
か
も
こ
の
階
層
に
製
出
地
金

体
の
一
二
分
の
二
が
集
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
階
履
が
以
前
か
ら

か
く
の
ご
と
く
存
在
し
た
の
で
は
な
く
幕
末
明
治
初
年
に
急
激
に
土

地
を
失
な
い
脱
農
民
化
し
つ
つ
あ
る
の
だ
と
云
う
事
を
示
し
て
い
る
。

　
さ
て
主
題
に
も
ど
ろ
う
。
一
二
つ
の
タ
イ
プ
の
併
存
が
寄
生
地
主
的

分
解
の
各
段
階
の
み
を
表
現
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
対
抗
な
の
か
、

又
対
抗
し
て
い
る
と
す
れ
ば
ど
ち
ら
が
主
要
な
傾
向
な
の
か
、
こ
れ

に
対
す
る
答
え
を
定
量
分
析
的
方
法
の
み
に
よ
っ
て
求
め
よ
う
と
す

れ
ば
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
所
持
石
高
に
よ
る
階
層
構
成
が
様
態
で

あ
る
以
上
、
対
象
地
域
村
落
の
半
数
以
上
の
史
料
を
集
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
個
別
農
家
の
所
有
規
模
は
と
も
か
く
、
所
有
・
経
営
両
方

の
規
模
を
一
村
全
体
に
つ
い
て
表
示
出
来
る
史
料
は
容
易
に
発
見
出

来
な
い
こ
と
に
よ
り
技
術
的
に
も
殆
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
こ
の
問
題
に
迫
る
た
め
に
は
次
の
よ
う
な
作
業
が
必
要
と

な
る
。
一
つ
は
こ
れ
ま
で
に
見
た
幕
末
期
の
領
主
に
よ
る
収
奪
の
形

態
と
量
の
変
化
、
そ
れ
と
閣
了
し
て
農
民
経
済
の
現
物
経
済
か
ら
貨

幣
経
済
へ
の
転
化
が
進
行
す
る
場
合
、
、
商
晶
生
麗
の
発
展
す
る
地
域

と
そ
う
で
な
い
地
域
と
で
は
農
民
層
の
存
在
形
態
に
ど
の
よ
う
な
違

い
が
お
こ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
推
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

し
て
屯
う
一
つ
は
、
違
い
が
お
こ
る
場
合
に
各
地
域
の
農
民
各
階
層

の
前
に
は
ど
の
よ
う
な
課
題
が
提
起
さ
れ
、
そ
れ
を
解
決
し
よ
う
と

し
て
各
階
層
は
ど
の
よ
う
に
主
体
的
に
目
標
を
か
か
げ
行
動
す
る
か

一
農
民
闘
争
の
具
体
的
分
析
が
必
要
と
さ
れ
る
。

　
は
じ
め
に
見
た
よ
う
に
、
寛
政
期
に
お
い
て
農
罠
の
抵
抗
に
よ
り

生
産
物
地
代
原
則
を
そ
め
ま
ま
の
形
で
貫
徹
強
化
す
る
の
が
不
可
能

に
な
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
文
化
期
に
領
主
は
商
品
経
済
発
展
の
事
実

を
認
め
、
代
金
納
化
を
す
す
め
る
事
に
よ
り
収
奪
強
化
を
は
か
る
方

向
へ
政
策
転
換
を
行
な
っ
た
事
、
こ
の
事
は
農
民
に
年
貢
納
入
の
前

提
と
し
て
の
貨
幣
の
獲
得
を
強
制
す
る
。
し
か
し
こ
の
段
階
で
は
お

そ
ら
く
は
大
都
分
の
農
民
は
蚕
糸
業
生
塵
の
収
入
の
み
で
そ
れ
を
支

払
う
の
は
困
難
で
あ
り
、
大
切
値
段
・
願
石
代
が
い
ず
れ
屯
米
価
を

上
廻
る
こ
と
の
多
か
っ
た
交
化
…
交
政
期
に
は
、
彼
等
は
発
展
を
お

さ
え
ら
れ
、
あ
る
い
は
没
落
の
道
を
た
ど
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
訂
せ
糸
の
地
方
問
屋
、
あ
る
い
は
郡
内
機
業
地
帯

を
対
象
と
す
る
米
穀
商
を
営
ん
で
い
る
よ
う
な
商
人
化
し
つ
つ
あ
る
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上
腰
農
畏
だ
け
が
、
代
金
納
の
進
行
に
対
応
す
る
こ
と
が
出
来
、
さ

第12表　一丁田中村商人地主の成長・特権化

初鹿野了li右衛ltEi ［小野七郎舗門 小野元兵衛
25問

貫
入
両

　
役

　

0
姓
6
0

1
　
百

問
長
岡

両75溺

牽㌔至　f℃　迄　苗　字　≡苫ξニ　フフ

両
姓
姓
両
刀
両

　
欝
百

　
　
　
　
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

50

ｷ
長
5
　
　
0

　
　
　
り
む
　
　
　
ヨ

　
覧
℃
　
字

　
メ
ー
　
冶
一

同
｝
永
岡
笛
同

番
持
「

500

半人
嗣
3

種

苗字永代1身帯刀

酒　　造・質

両
脚
姓
両
刀
両
役
両
持
持
持

　
　
　
　
　
　
　
　
　
扶
挑

　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　

10

S
百
4
5
一
8
0
締
㎜
扶
駄
妖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
エ

擁
堂
宇
礫
捨
麟

ヒ
ノ
　
ぐ
　

ノ
ず
　
メ
　
　
　
　

ユ
　
　

ロ
　
　
ぎ
レ
　
　
　
　
　
　
　

チ

　
　
　
　
　
　
　
ナ
　
ロ
配

御
｝
三
縄
黄
御
郡
御
8
奥
支

9
1
0
1
4
5
6
7

9
Q
　
O
Q
　
1
　
3
　
1

化
化
化
政
政
保
化
蒙
久
匝
聯

交
交
文
文
三
三
弘
安
万
文
蛇
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

明治聯練｝生糸酒逓贋β薯 造　・質ii蚕

灘撃制 986「i玖12 980iSin，　25 419tith　12

一了田中村「二番村内胡録」　「明治8年1E租勘定帳」

なお安政3年以後の御珊金は不明である。

「五年戸籍」

ら
に
年
・
貢
上
納
困
難
の
農
民
（
禰
人
お
よ
び
年
貢
徴
収
貴
任
を
負
う
村
役

人
）
に
対
す
る
高
利
貸
附
・
質
地
↓
質
流
れ
に
よ
る
土
地
築
積
を
可

能
に
し
た
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
過
程
は
断
片
的
な
史
料
に
よ
っ
て
し
か
推
測
繊
来
な
い
が
、

　
こ
ご
の
例
を
あ
げ
れ
ば
、

　
明
治
初
年
養
蚕
地
帯
に
お
い
て
も
っ
と
も
地
主
的
土
地
所
有
の
強

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

か
っ
た
一
階
田
中
村
（
明
治
七
年
小
作
地
率
五
一
・
二
％
）
で
の
大
地
主

初
鹿
野
市
右
衛
門
・
小
野
七
郎
右
衛
門
・
小
野
元
兵
衛
等
は
、
第
一

二
表
に
見
る
ご
と
く
文
化
初
年
に
は
ま
だ
村
役
人
に
す
ら
列
し
て
お

ら
ず
、
文
化
文
政
期
に
多
額
の
御
用
金
を
上
納
し
て
一
代
長
百
姓
・

さ
ら
に
永
代
長
百
姓
の
地
位
を
獲
得
し
て
い
る
こ
と
。

　
又
こ
の
と
き
ま
で
に
相
当
な
地
主
で
あ
っ
た
も
の
で
三
下
石
森
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

明
治
八
年
一
五
町
歩
の
大
地
主
清
水
市
右
衛
門
（
質
．
酒
屋
）
は
寛
政

元
年
の
持
高
四
九
石
か
ら
天
保
二
年
九
〇
石
へ
と
こ
の
時
期
に
急
激

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

に
土
地
所
有
を
増
加
し
、
落
合
村
の
荻
原
武
兵
衝
（
酒
造
・
生
糸
・
質

屋
）
も
寛
政
七
年
以
後
に
土
地
所
有
を
激
増
し
て
い
る
（
寛
政
七
年
八

二
石
↓
明
治
二
年
一
七
〇
石
）
等
に
示
す
こ
と
が
出
来
る
。

　
そ
し
て
代
金
納
化
の
進
行
が
こ
れ
等
の
商
人
地
主
層
に
よ
る
農
晟

取
奪
の
機
会
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
天
保
五
年
・
お
よ
び
十
年
に
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「
当
鉦
年
之
儀
米
穀
下
直
二
言
金
子
融
通
二
次
実
働
御
年
貢
年
内
皆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

三
相
成
兼
候
も
の
共
多
分
有
之
」
と
上
栗
原
村
役
人
が
連
名
で
、
さ

き
に
見
た
一
丁
田
中
村
初
鹿
野
市
右
衛
門
・
小
野
七
郊
右
衛
門
に
借

業｛奉公人・馬

第13表　上栗原・下石森上雇農民

9）上栗劇弘化3蹄・蝦腰除

1
　
　
1

1

1
　
9
白
　
　
　
　
1
　
　
1
　
　
　
　
2

糸　　　蟷

蚕種・穀商

荒　　　物

生糸・蝸種

量質

　　畝
226．！6

226．0！

199．28

161．10

146．29

1H．21

110．25

　石
3＆49

35．12

21．99

2g．83

20．52

23．82

22．99

　石
11．72

0．29

11．35

2．86

3．39

8．24

0．31

蓋藤武兵衛
大竹吉左衛門

宮本七之丞
大竹喜右衛門

大竹治左衛門

宮沢新左衛門
）il二藍左衛門

業奉公人・馬（2）下 眉望郷元三・隈瓢余
4
　1

1
　
　
1

4
　
3
　
4
　
　
1
　
　
1
　
　
　
　
1

酒

水

水

質・質

　　　　車

　　　　車

商
　
　
商

糸
　
　
糸

　　石

114．53

24．32

32．40

11．55

　8．51

1e．os

10．38

1iotl－02

　　32．02

　　22．76

　　18．06

　　14．23

　　15．72

　　11．14

　　　　畝

　809．02

　436．／2

　309．24
1　264．07

　262．09

　206．01

　　193．14

清水市右衛門

矢崎与兵衛
河野喜左衛門

深沢小兵衛
丸由幸右衛門
小沢甚五冶衛門

清水九右衛門

　
　
金
な
行
な
っ
て
い
る
の
を
一
つ
の
例
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
、

　
　
　
し
か
し
、
．
第
一
節
に
述
べ
た
ご
と
き
事
情
に
よ
り
天
保
以
後
、
と

　
　
く
に
嘉
永
以
後
に
本
年
貢
実
質
額
は
急
激
に
低
下
し
て
行
く
。
こ
の

　
　
　
こ
と
が
一
一
の
手
許
に
剰
余
を
形
成
さ
せ
る
の
は
当
然
で
あ
．
P
、

輝
農
民
に
・
つ
て
代
縞
は
沈
子
讐
御
警
」
・
う
け
・
ら

を
　
　
　
む

慧
れ
る
よ
う
に
な
る
。
躍
以
後
の
蚕
糸
業
生
産
の
発
屡
そ
れ
に

贈
昨
拍
車
を
か
け
る
。
そ
し
て
簗
か
ら
明
治
初
年
に
急
整
震
か

鋸
ら
嚢
的
存
在
へ
上
澄
・
欝
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
・
喜
に

犠
暑
棄
原
村
の
上
音
民
は
第
；
裏
に
見
る
よ
う
に
す
へ
て

　定
人
　
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
や
や
極
端
す
ぎ
る
事
例
か
も
知
れ
な
い
が
、

勘
公

貢
奉
　
下
石
森
村
の
場
合
で
も
農
民
上
履
で
は
大
地
主
の
清
水
布
右
衛
門
、

年
・は

業
　
幕
末
に
分
家
を
出
し
て
い
る
河
野
喜
右
衛
門
を
の
ぞ
き
岡
様
な
傾

8
余
　
　
　
　
　
．

甲
州
向
が
示
さ
れ
て
ビ
。
。

翼
　
三
そ
秦
原
キ
轟
で
は
鷺
・
経
営
繧
の
比
が
違
い
す
ぎ
る

延
治
　
　
が
、
こ
れ
は
次
の
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
ω
下
石
森
村
の
場
合
明

万
明，

）
　
　
　
治
七
年
に
作
成
さ
れ
た
「
収
獲
取
調
帳
」
が
、
　
八
年
九
月
に
数
遍
ご
と

繋
　
に
張
馨
し
孟
野
趣
さ
れ
籍
が
二
－
三
割
欝
増
加
し
て
い

弘
修
　
　
　
る
こ
と
、
ω
質
地
が
ど
の
程
度
持
高
に
組
入
れ
ら
れ
て
い
る
か
が
算
定

は
紙

高
張
　
　
　
出
来
な
い
た
め
で
あ
る
。

持
年

　
　
　
　
　
こ
の
よ
う
に
本
年
貢
実
質
額
の
激
減
と
、
蚕
糸
業
生
産
と
に
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維新箭後：の領主支配と農毘諸階畷（有銀）

よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
津
津
を
起
点
と
し
て
農
民
謄
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的

進
化
↓
分
解
が
は
じ
ま
る
。
し
か
し
領
主
は
勿
論
傍
観
し
て
は
い
な

い
。
本
年
貢
の
操
作
に
よ
る
収
奪
強
化
は
ま
え
に
述
べ
た
よ
う
に
限

界
に
来
て
い
る
。
そ
れ
故
、
御
用
金
を
中
心
と
す
る
様
々
な
臨
時
賦

課
が
幕
末
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
は
げ
し
さ
を
加
え
る
。
発
展
す
る
蚕

糸
業
生
産
に
対
し
て
も
前
記
の
一
丁
田
中
買
初
鹿
野
市
右
衛
．
門
・
熊

野
堂
村
奥
右
衛
門
等
の
特
権
的
商
人
地
主
を
改
役
と
し
て
糸
一
貫
厨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

二
付
口
糸
三
拾
目
当
り
の
代
金
を
取
立
て
る
。
こ
れ
は
幕
領
私
領
問

わ
ず
行
な
わ
れ
た
事
で
あ
る
が
、
更
に
明
治
二
年
に
至
り
、
養
蚕
．
手

当
を
強
制
的
に
貸
附
、
一
割
の
利
子
を
つ
け
て
三
ヵ
月
で
回
収
し
ょ

　
　
　
⑳

う
と
云
う
経
済
外
的
強
制
を
と
竜
な
っ
た
高
利
貸
と
し
て
領
民
に
対

す
る
に
至
る
。

　
そ
し
て
一
方
御
用
金
高
額
上
納
者
・
永
綴
糸
に
苗
字
帯
刀
・
扶
持

米
お
よ
び
郡
中
・
取
締
役
・
近
村
取
締
役
・
居
村
取
締
役
・
村
R
附
等

の
役
職
を
与
え
て
特
権
化
し
、
彼
等
の
力
に
よ
っ
て
農
民
一
般
の
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

満
の
爆
発
を
お
さ
え
よ
う
と
す
る
。

　
こ
の
よ
う
な
過
程
が
進
行
す
る
と
き
、
商
品
生
産
を
欠
い
た
非
養

蚕
地
帯
で
は
寄
生
地
主
的
土
地
所
有
は
ま
す
ま
す
進
行
し
、
明
治
初

年
に
は
そ
丸
は
完
成
の
域
に
達
す
る
。
し
か
し
養
蚕
地
帯
に
お
い
て

は
ブ
ル
ジ
玄
ア
的
進
化
↓
分
解
を
と
げ
つ
つ
あ
る
農
民
と
、
そ
の
麗

望
を
と
ざ
そ
う
と
す
る
末
期
的
な
領
主
支
配
お
よ
び
そ
れ
に
寄
生
す

る
特
権
的
商
人
地
主
層
と
の
間
に
は
革
命
状
勢
と
も
云
う
べ
き
は
げ

し
い
対
立
が
作
り
出
さ
れ
て
い
る
。
私
は
本
節
で
見
た
農
民
層
の
存

在
形
態
を
こ
の
よ
う
に
説
明
嵩
来
る
と
思
う
，

　
領
主
が
「
近
年
丹
精
ヲ
以
可
成
渡
世
罷
在
候
者
江
多
分
之
用
金
度

　
　
⑳

々
申
付
」
形
成
さ
れ
る
民
寓
を
収
奪
し
よ
う
と
す
る
企
て
に
対
す
る

「
全
商
人
二
等
鋪
御
執
心
与
一
般
不
服
い
た
し
」
と
云
う
怒
夢
、
そ

し
て
「
役
人
衆
与
泥
ミ
合
、
困
罠
之
膏
格
叡
リ
痴
女
函
苦
」
に
お
と

し
入
れ
る
特
権
地
主
層
に
対
す
る
憎
悪
が
醸
成
さ
れ
、
　
「
斯
ル
暴
政

天
に
通
シ
候
哉
、
天
成
哉
豊
成
哉
山
梨
八
代
両
郡
五
拾
八
ケ
村
大
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ノ
百
姓
ノ
入
気
一
体
二
凝
塊
リ
」
田
安
象
の
支
配
を
否
定
し
よ
う
と

す
る
明
治
二
年
田
安
領
一
揆
に
こ
の
矛
盾
は
爆
発
す
る
。
そ
し
て
こ

の
一
揆
に
お
け
る
各
地
域
、
各
階
層
の
行
動
と
そ
の
要
求
の
分
析
に

よ
っ
て
、
本
節
に
見
た
ご
と
き
存
在
形
態
を
と
る
農
疑
層
内
部
の
矛

盾
を
よ
り
明
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

①
田
安
領
の
村
数
は
水
上
前
掲
書
で
は
　
〇
七
力
村
、
『
山
梨
県
史
』
第

　
二
巻
は
一
〇
学
力
村
と
若
干
く
い
ち
が
う
。
し
か
し
村
高
は
ど
ち
ら
も
計

　
四
七
、
九
六
〇
石
余
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
内
に
幕
府
代
官
所
と
入
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紺
法
文
配
の
村
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
太
・
稿
で
は
村
客
の
表
示

　
さ
れ
て
い
る
水
上
前
掲
雷
（
一
八
一
二
〇
頁
）
の
数
値
に
従
っ
て
お
く
。

　
　
出
村
は
田
無
盆
地
か
ら
御
坂
山
脈
越
え
に
駿
河
沼
津
へ
抜
け
る
交
通
路

　
上
の
鶯
宿
他
八
力
村
と
寓
士
川
下
流
の
八
代
郡
落
合
村
の
一
〇
力
村
と
盆

　
地
周
辺
で
な
か
ば
由
村
的
性
格
の
牛
奥
等
三
力
村
で
あ
る
。

②
　
山
梨
郡
下
石
森
村
「
御
用
留
」
前
掲
拙
稿
九
頁
参
照
。

④
　
宝
暦
十
年
肉
梨
郡
上
神
内
川
村
、
天
保
九
年
同
郡
一
丁
田
中
村
明
細
鹸
。

　
な
お
郡
内
機
業
地
帯
で
の
史
料
で
は
も
っ
と
早
く
都
留
郡
浅
利
村
で
は
延

　
享
三
年
絹
紬
織
嵐
疋
数
の
六
九
％
は
「
里
中
」
巨
甲
州
山
梨
・
八
代
郡
斐

　
蚕
地
帯
お
よ
び
根
占
か
ら
の
輪
入
の
糸
・
繭
に
よ
っ
て
織
り
出
さ
れ
て
い

　
る
。
　
飯
田
文
弥
「
郡
内
の
織
物
」
　
『
日
本
産
業
史
大
系
』
五
巻
一
五
一

　
頁
。

③
⑤
　
寛
政
穴
年
「
甲
府
御
触
留
」
山
梨
郡
山
崎
村
伝
右
衛
門
よ
り
甲
府
勤

　
番
あ
て
の
糸
精
物
取
継
許
可
願
（
甲
府
坂
田
家
交
書
）
。

⑥
文
化
十
年
五
聖
「
町
触
御
蔭
藩
医
」
山
梨
郡
生
糸
問
屋
立
触
。

⑦
交
政
四
年
山
梨
郡
落
合
村
「
御
廻
状
留
」
。

⑧
山
梨
郡
上
栗
原
村
「
御
年
貢
勘
定
目
録
扁
か
ら
計
算
す
れ
ば
文
化
十
年

　
販
米
一
七
〇
石
余
（
免
閥
つ
六
六
）
で
…
五
八
両
、
文
政
元
年
一
八
七
石

　
で
一
六
五
両
と
な
る
。

⑨
石
井
孝
氏
は
「
初
期
横
浜
貿
易
商
人
の
存
在
悲
願
」
（
『
横
浜
市
大
紀

　
要
』
）
第
二
節
一
甲
州
養
蚕
村
の
構
造
と
嶽
農
溜
一
で
八
代
郡
策
油
環

　
村
篠
原
家
の
「
万
琉
記
帳
」
を
分
析
さ
れ
、
土
地
所
有
で
ほ
ぼ
岡
じ
規
模

　
で
あ
る
由
［
驚
隆
三
氏
の
検
討
さ
れ
た
生
薬
の
冨
農
民
田
家
の
場
合
を
比
較

　
し
、
安
政
六
年
か
ら
元
治
元
年
の
闘
に
家
計
内
容
が
「
五
年
の
間
に
収
入

　
の
面
で
篠
原
家
は
完
全
に
氏
田
家
に
追
い
ウ
ぎ
追
い
越
し
て
し
玄
つ
た
こ

　
と
」
を
述
べ
て
い
る
。
勿
論
富
家
の
場
倉
横
浜
貿
易
に
藏
結
す
る
特
異
な

　
存
在
で
あ
る
こ
と
を
舗
引
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
閤
港
以
後
、
甲
州

　
養
蚕
地
帯
上
綴
農
家
の
経
當
に
は
げ
し
い
変
化
が
起
っ
て
い
る
こ
と
は
推

　
測
さ
れ
る
。

⑩
　
　
『
八
幡
南
村
誌
』
九
一
頁
。

⑪
下
井
尻
村
明
治
五
年
人
士
ニ
八
四
人
（
県
立
図
書
館
脈
石
戸
籍
）
。

⑫
　
　
一
蔦
蔓
中
村
は
甲
州
街
道
上
の
要
衝
で
田
安
代
官
所
が
お
か
れ
て
い
る
。

　
上
神
内
川
村
も
古
く
か
ら
三
八
市
が
立
っ
て
お
り
、
寛
政
期
に
新
た
に
市

　
の
立
つ
た
隣
村
小
原
東
村
と
市
場
相
論
が
行
わ
れ
て
い
る
（
山
梨
女
子
師
・

　
範
『
微
細
郷
土
研
究
』
一
四
濡
羽
）
。

⑬
明
治
五
年
四
月
「
布
川
御
役
所
」
宛
「
物
産
品
霊
上
」
（
南
巨
摩
郡
増

　
穂
町
役
場
研
蔵
文
書
）
。

⑭
　
［
”
鰍
沢
町
誌
」
一
　
六
三
～
競
買
。

⑮
こ
れ
は
「
収
穫
期
調
帳
」
「
地
所
収
獲
帳
扁
等
名
前
は
村
に
よ
っ
て
若

　
干
こ
と
な
る
が
、
内
容
は
同
一
の
も
の
で
あ
る
．
感
激
が
地
租
改
羅
に
際

　
し
て
の
地
価
決
定
に
あ
っ
た
こ
と
は
同
齢
の
末
尾
に
「
右
齋
地
券
御
発
行

　
に
付
泓
共
村
方
銘
々
地
反
溺
代
価
等
可
申
上
旨
御
竃
ユ
付
私
共
立
会
従
前

　
隠
田
切
開
縄
伸
之
類
迄
、
地
毎
二
取
調
候
所
、
箇
所
落
ハ
勿
論
隠
歩
等
一

　
切
無
御
座
、
無
下
取
揚
米
小
作
米
等
野
作
欺
之
義
不
興
申
上
江
（
下
略
）
」

　
と
し
て
村
戸
長
・
副
戸
長
・
伍
長
の
連
印
が
あ
り
、
山
梨
県
令
藤
村
紫
郎

　
宛
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
目
附
…
は
記
載
さ
れ
て
い
る

　
村
に
つ
い
て
見
れ
ば
い
ず
れ
も
明
浩
七
年
三
月
と
な
っ
て
い
る
。
記
載
様

　
式
は
一
例
を
あ
げ
れ
ぽ
次
の
よ
う
で
あ
る
。
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（
上
玉
原
村
）

（
字
）
北
瑚
　
七
九
（
朱
字
）

一
、
田
壱
反
七
歩

　
　
此
収
獲
米
二
石
八
合

　
　
　
　
小
喪
八
斗
四
升
参
合

　
　
此
地
価
金
弐
拾
円

地
主

　
　
斎
藤
武
兵
衛
⑭

小
作
人

　
　
大
沢
彦
右
衛
門
㊥

　
　
　
此
小
作
米
壱
石
五
斗
四
升
五
合

ル
木
｛
子
の
数
字
は
同
時
に
作
ら
れ
た
耕
地
三
絶
の
一
筆
ご
と
の
ナ
ン
バ
ー
を

示
す
も
の
で
あ
り
、
撫
の
例
で
は
一
筆
だ
け
で
あ
る
が
多
く
は
二
～
偽
筆

所
有
・
耕
作
が
そ
れ
ぞ
れ
同
一
で
あ
る
一
麟
地
が
一
括
記
載
さ
れ
て
い
る
。

収
獲
物
は
田
に
つ
い
て
見
れ
ば
米
麦
血
に
は
麦
二
早
桑
葉
・
木
綿
等

の
数
量
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　
村
内
に
あ
る
田
畑
・
麗
敷
・
林
に
つ
い
て
の
み
調
べ
た
（
窮
地
主
義
）

も
の
で
あ
る
た
め
、
　
村
外
者
の
土
地
所
有
・
耕
作
は
記
さ
れ
て
い
る
が
、

村
内
者
の
村
外
で
の
所
有
・
耕
作
は
解
ら
な
い
。

　
こ
れ
ま
で
に
発
見
さ
れ
た
も
の
は
不
完
全
な
草
稿
を
含
め
て
八
力
村
で

あ
る
が
、
山
梨
八
代
郡
の
も
の
に
は
、
さ
き
に
あ
げ
た
記
載
の
ほ
か
に
質

地
関
係
が
、
　
　
　
　
　
　
　
　
地
主
　
　
氏
名
　
印
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
質
量
主
　
氏
名
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
作
人
　
氏
名
　
印

の
形
で
示
さ
れ
て
い
る
。

さ
き
の
引
用
文
中
に
も
見
ら
れ
る
ご
と
く
、
こ
れ
は
明
治
六
年
八
月
の
県

庁
の
命
令
に
よ
り
岡
一
様
式
で
県
下
全
村
で
作
成
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
が
、
こ
れ
は
、
唱
村
役
人
の
手
に
よ
り
作
成
さ
れ
、
地
緬
算
定
資
料
の

　
　
性
格
を
も
っ
て
い
た
た
め
、
薩
稜
収
量
と
も
実
際
よ
り
少
な
く
書
上
げ
ら

　
　
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
明
治
八
年
八
月
「
地
暮
改
正
二

　
　
際
シ
禾
穀
収
益
ヲ
詐
り
艶
状
ス
ル
ヲ
誠
メ
」
る
達
が
区
戸
長
宛
に
県
令
の

　
　
名
で
嵐
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
そ
し
て
本
文
中
に
か
か
げ
た
下
石
森
村
の
例

　
　
で
は
、
八
年
九
月
に
、
岡
鰻
の
記
載
面
積
収
獲
ご
と
に
張
紙
が
さ
れ
彌
積

　
　
は
修
正
さ
れ
二
～
ヨ
割
麗
度
増
加
し
て
い
る
（
収
量
は
白
紙
の
ま
ま
）
か

　
　
ら
知
ら
れ
る
。

　
　
な
お
私
の
調
査
し
た
感
じ
で
は
「
収
獲
坂
調
帳
漏
の
残
存
は
極
め
て
少
な

　
　
い
。
そ
れ
は
岡
帳
の
面
積
双
量
が
少
な
く
見
積
ら
れ
、
県
庁
か
ら
修
正
の

　
　
命
令
が
だ
さ
れ
、
さ
ら
に
明
治
八
年
か
ら
実
地
丈
量
が
行
な
わ
れ
「
一
筆

　
　
限
反
別
地
価
取
調
帳
」
　
（
面
積
・
所
有
者
・
地
価
の
み
記
載
）
が
作
成
さ

　
　
れ
る
と
、
そ
れ
が
そ
の
後
の
土
地
移
動
の
原
簿
の
役
罰
を
は
た
す
よ
う
に

　
　
な
り
（
こ
れ
は
割
含
良
く
保
存
さ
れ
て
い
る
）
、
村
に
と
っ
て
必
要
性
を
失

　
　
な
っ
た
「
収
獲
取
調
帳
稀
は
年
月
の
た
つ
う
ち
に
破
楽
・
紛
失
さ
れ
た
も

　
　
の
と
思
わ
れ
る
。
本
文
中
に
か
か
げ
た
も
の
は
、
下
石
森
i
清
水
家
、
上

　
　
票
原
一
岡
区
有
文
需
（
現
在
上
栗
原
大
沢
家
保
管
）
、
市
之
蔵
－
鈴
木
家
、

　
　
（
中
央
大
学
商
業
史
研
究
室
蔵
）
、
　
大
久
保
・
小
林
一
増
穂
町
役
場
所
蔵
，

　
　
の
も
の
で
あ
る
。

．
⑯
第
一
〇
表
8
i
互
で
は
明
治
黒
年
戸
籍
で
最
大
の
持
高
の
田
中
佐
兵
衛

　
　
（
村
内
五
穴
・
六
茄
、
村
外
含
ご
二
・
八
石
）
の
分
が
お
ち
て
い
る
。

　
⑯
一
丁
田
中
村
「
収
獲
総
計
控
し
。

　
⑱
　
下
職
森
村
「
明
治
五
年
戸
籍
」
、
寛
政
元
年
・
天
保
二
年
「
年
貢
勘
定
帳
」

　
　
（
河
野
家
請
欝
）
、
情
三
家
に
関
し
て
は
天
保
以
縫
の
「
金
銀
鶏
入
帳
」
門
農

　
　
業
撮
記
帳
漏
等
の
縄
営
史
料
が
多
数
残
っ
て
い
る
。
現
在
簿
甲
春
が
整
理
を
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行
な
っ
て
い
る
が
、
岡
家
は
近
世
農
業
史
上
に
異
例
と
も
思
わ
れ
る
大
規

　
模
な
手
作
を
行
な
う
地
主
で
あ
る
。
明
治
八
年
置
村
内
所
有
耕
地
一
五
町

　
二
反
、
耕
作
面
積
八
町
九
畝
で
あ
り
、
一
五
～
二
〇
入
の
年
季
奉
公
入
と

　
多
数
の
日
雇
を
使
用
し
て
経
営
を
お
こ
な
っ
て
い
る
様
子
が
「
農
業
属
記
」

　
か
ら
知
ら
れ
る
。
村
内
で
の
土
地
集
積
が
進
む
の
は
本
文
中
に
見
る
ご
と

　
く
文
化
・
交
二
期
で
あ
り
、
村
内
持
高
は
明
治
初
年
に
は
一
〇
〇
石
前
後

　
で
あ
る
が
、
他
村
に
も
相
当
な
持
地
が
あ
っ
た
こ
と
は
「
金
銀
出
入
帳
」

　
に
か
な
り
の
他
村
の
貢
租
納
入
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
同
家
に
関
す

　
る
詳
細
な
報
告
は
後
罠
を
期
し
た
い
。

⑲
　
未
整
理
で
あ
る
が
、
中
央
大
学
商
業
史
研
究
室
蔵
荻
窪
家
文
書
に
は
、

　
多
数
の
登
せ
糸
・
質
・
酒
歴
関
係
の
帳
簿
が
含
象
れ
て
い
る
。
な
お
本
文

　
中
の
持
高
は
、
「
寛
政
七
年
落
合
村
賑
畑
取
付
帳
」
「
絹
治
二
年
年
貢
勘
定

　
帳
」
の
も
の
で
あ
る
。

⑳
　
天
保
十
年
借
照
金
（
上
栗
原
須
藤
文
書
）
。

⑳
落
合
村
慶
応
四
年
「
御
記
状
留
帳
」
。

⑫
　
第
三
節
農
民
の
一
八
力
条
参
照
。

⑳
　
　
「
役
人
方
兎
角
賄
賂
二
心
迷
ヒ
婦
中
宏
弁
之
者
引
上
種
々
之
格
ヲ
付
、

　
支
配
勘
定
格
（
中
略
以
下
役
職
名
）
扶
持
人
蕾
字
帯
刀
醐
一
刀
杯
与
名
門

　
ヲ
付
役
人
衆
与
泥
ミ
含
園
災
之
二
二
取
り
」
狐
新
居
村
甚
五
左
衛
門
筆

　
門
歎
願
成
就
前
書
」
。

⑳
　
明
漁
二
年
九
月
十
四
日
県
庁
へ
の
歎
願
文
（
「
御
歎
願
申
諸
夏
留
」
所

　
収
）
布
之
蔵
鈴
木
家
文
民
。

⑳
　
三
つ
の
引
矯
交
は
い
ず
れ
も
「
歎
願
成
就
前
需
し
中
の
文
雷
。

三
　
縷
民
闘
争
；
田
安
領
一
揆
一
i

　
　
　
　
1
　
一
揆
の
概
要

　
明
治
二
年
秋
甲
州
田
畑
領
に
お
こ
っ
た
一
揆
に
つ
い
て
は
、
す
で

に
戦
前
小
野
・
土
屋
両
氏
編
『
明
治
初
年
農
民
騒
擾
録
』
に
も
史
料

の
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
る
。
一
揆
の
経
過
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
す

で
に
紹
介
を
行
な
っ
て
い
る
（
拙
稿
「
明
治
二
年
目
安
領
一
撲
に
つ
い
て
」

『
甲
斐
史
学
』
一
一
号
）
の
で
出
来
る
だ
け
簡
単
に
述
べ
る
こ
と
に
す

る
。　

一
揆
の
直
接
の
キ
ツ
カ
ケ
と
な
っ
た
の
は
、
明
治
二
年
⊥
望
月
政
府

が
正
貨
準
備
の
た
め
府
藩
県
に
対
し
て
、
石
高
一
万
石
に
つ
き
「
太

政
官
札
」
（
金
札
）
二
、
五
〇
〇
両
を
強
制
的
に
割
付
け
、
同
額
の
正

金
を
引
替
上
納
さ
せ
よ
う
と
し
た
際
、
田
安
領
に
お
い
て
領
主
が
農

民
に
対
し
て
と
っ
た
処
置
で
あ
る
。

　
田
安
家
は
領
民
が
引
替
上
納
し
た
正
金
の
う
ち
に
贋
造
二
分
金
が

多
く
ま
じ
っ
て
い
た
と
云
う
理
由
で
悪
金
の
み
を
突
か
え
し
、
さ
ら

に
引
替
に
よ
っ
て
正
金
が
払
底
し
て
い
る
際
に
、
貢
租
大
切
・
小
切

の
納
期
を
く
り
上
げ
、
し
か
も
正
金
で
上
納
す
る
こ
と
を
命
じ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
同
年
九
月
八
β
山
梨
郡
の
村
役
人
が
塩
山
向
岳
寺

32　（32）
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に
会
合
し
、
翌
九
日
一
丁
田
中
村
饅
安
代
官
所
へ
正
金
上
納
が
出
来

な
い
事
を
歎
願
し
た
。
要
求
は
容
れ
ら
れ
ず
、
同
十
四
日
次
の
よ
う

な
潤
鞍
壷
の
非
政
内
容
を
列
挙
し
て
甲
府
県
庁
へ
歎
願
を
行
な
っ
た
。

そ
れ
は
、
①
政
府
の
命
じ
た
正
金
：
金
札
引
替
に
際
し
、
上
納
し
た

正
金
に
多
分
の
贋
造
二
分
金
が
ま
じ
っ
て
い
た
と
し
て
、
覚
え
の
な

い
「
甚
敷
不
通
用
之
悪
金
花
鰹
相
下
ケ
」
　
た
事
、
㈹
小
切
（
九
月
）

大
姻
（
一
〇
月
）
の
納
期
を
く
り
上
げ
、
八
月
二
五
日
ま
で
に
「
正

金
納
厳
重
之
達
」
で
、
そ
れ
が
不
可
能
な
ら
正
金
一
〇
〇
両
津
金
札

一
〇
七
両
の
割
で
上
納
が
命
ぜ
ら
れ
た
こ
と
、
⑧
違
作
に
つ
き
年
貢

三
分
通
の
引
方
を
願
出
た
が
、
容
易
に
入
れ
ら
れ
ず
、
や
っ
と
許
可

さ
れ
た
と
思
っ
た
ら
別
に
「
郡
中
♂
四
千
両
之
用
金
ヒ
申
付
」
た
こ

と
に
よ
り
「
差
引
下
々
之
助
成
無
之
」
こ
と
。
㈲
「
近
年
丹
精
ヲ
以

可
成
渡
世
堕
在
候
重
質
多
分
之
用
金
度
々
申
付
」
ら
れ
と
く
に
慶
応

元
年
に
は
郡
中
四
万
八
千
石
に
対
し
九
万
三
千
両
の
御
用
金
が
取
立

て
ら
れ
た
こ
と
。
以
上
の
よ
う
な
暴
政
を
行
な
う
「
田
安
全
支
配
難

儀
者
是
非
共
御
免
翠
黛
」
で
あ
る
と
し
て
「
天
朝
御
料
地
」
一
維
新

政
府
直
轄
地
へ
の
編
入
を
歎
願
し
た
こ
と
に
よ
り
一
揆
は
は
じ
ま
る
。

　
そ
し
て
九
月
下
旬
ま
で
に
早
々
は
続
々
歎
願
に
加
わ
り
田
安
領
山

梨
・
八
代
郡
一
帯
に
拡
大
す
る
。

　
く
り
か
え
さ
れ
拡
大
す
る
歎
願
を
受
け
と
る
県
庁
は
、
あ
る
と
き

は
歎
願
書
を
受
理
し
、
あ
る
と
き
は
代
表
村
役
人
を
説
得
し
て
歎
願

書
を
田
安
代
患
所
へ
引
渡
す
な
ど
し
て
慰
撫
に
つ
と
め
る
が
、
県
庁

の
は
っ
き
卜
し
な
い
態
度
の
ま
え
に
「
小
前
」
層
一
中
小
農
民
の
動

き
は
村
役
人
の
指
導
統
制
を
乗
り
こ
え
よ
う
と
す
る
形
勢
と
な
る
。

事
態
を
重
視
し
た
県
庁
は
田
安
領
民
が
領
主
に
対
し
て
撃
つ
不
満
を

「
内
実
之
慶
典
も
不
出
遺
可
申
上
下
」
を
命
じ
、
十
月
九
日
山
梨
八

代
郡
帯
代
か
ら
十
八
力
条
に
お
よ
ぶ
長
文
の
返
答
書
が
提
出
さ
れ
る
。

こ
の
な
か
で
田
安
野
の
非
政
内
容
が
暴
露
さ
れ
る
（
後
述
）
。

　
十
月
中
旬
一
揆
は
最
高
潮
に
達
す
る
。
十
月
十
五
臼
山
梨
・
八
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

五
八
力
村
四
〇
〇
二
人
の
農
畏
が
笛
吹
川
河
原
に
集
合
し
、
歎
願
か

ら
帰
る
代
表
村
役
人
を
ま
ち
受
け
、
集
団
歎
願
を
う
な
が
し
夜
に
入

っ
て
も
解
散
せ
ず
「
最
早
役
人
共
♂
謝
罪
手
段
尽
果
強
襲
申
開
事
変

出
来
候
聖
者
都
而
恐
入
此
上
何
と
竜
可
申
段
儀
無
熱
」
と
蜂
起
寸
前

の
事
態
に
立
至
る
。
そ
れ
と
同
時
に
最
初
か
ら
一
揆
を
お
さ
え
よ
う

と
し
て
い
た
特
誰
地
主
履
は
公
然
と
分
裂
行
動
を
お
こ
す
。
同
十
七

臼
、
小
前
百
姓
を
と
も
な
い
県
庁
石
和
出
衙
へ
赴
い
た
五
七
力
村
代

表
を
待
っ
て
い
た
の
は
、
歎
願
に
加
わ
ら
な
か
っ
た
と
云
う
二
七
力

村
村
役
入
か
ら
田
安
代
官
所
聖
経
て
石
和
出
差
に
提
出
さ
れ
た
訴
状
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で
あ
っ
た
。
訴
状
そ
の
屯
の
は
残
っ
て
い
な
い
（
案
文
に
つ
い
て
は
後

述
）
が
同
月
二
十
日
の
山
梨
八
代
郡
五
八
力
村
か
ら
の
訴
え
か
ら
推

定
す
れ
ば
、
訴
状
の
内
容
は
歎
願
が
心
安
領
民
全
体
の
意
志
で
な
く

工
七
力
村
は
「
領
知
替
」
を
望
ん
で
い
な
い
こ
と
壷
述
べ
一
揆
を
非

難
し
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
訴
状
を
石
和
幽
衙
の
役
人
か
ら
読
聞
か
さ
れ
て
お
ど
ろ
い
た

五
八
力
村
の
代
表
、
と
く
に
そ
の
場
に
居
合
せ
な
が
ら
訴
状
で
は
歎

願
に
加
わ
ら
な
か
っ
た
と
云
う
二
七
力
村
の
も
の
は
、
そ
れ
が
一
部

の
特
権
を
も
つ
た
村
役
人
の
仕
業
で
あ
る
こ
と
を
主
．
心
し
、
真
相
究

明
を
要
請
す
る
訴
え
を
二
〇
日
甲
府
県
庁
あ
て
に
提
出
し
て
い
る
。

こ
の
特
権
的
村
役
人
の
分
裂
行
動
は
あ
と
に
述
べ
る
下
石
森
村
の
例

の
ご
と
く
特
権
地
主
に
対
す
る
攻
撃
・
村
方
騒
動
に
発
展
す
る
。
農

畏
蜂
起
寸
前
の
事
態
に
報
告
を
受
け
た
政
府
民
部
省
は
「
一
揆
取
調

・
御
用
」
と
し
て
監
督
大
望
塩
谷
良
翰
等
二
名
を
急
拠
甲
州
に
派
遣
す

る
。
十
月
二
十
一
日
に
至
り
、
田
母
家
重
臣
鈴
木
稲
城
は
、
甲
府
累

庁
権
知
事
土
肥
謙
蔵
立
会
の
竜
と
に
、
山
梨
八
代
郡
代
表
に
維
新
政

府
直
轄
領
編
入
は
「
下
方
町
に
因
て
御
採
用
可
相
成
筋
に
無
二
、
何

ケ
度
絹
願
候
共
同
様
之
儀
、
併
従
二
位
存
寄
を
以
村
替
の
儀
願
立
相

成
候
様
可
申
立
間
、
神
妙
に
引
取
天
朝
の
御
沙
汰
相
待
候
様
偏
と
申

渡
し
、
土
肥
権
知
事
も
、
　
「
村
替
」
が
行
な
わ
れ
る
事
を
約
束
す
る
。

か
く
し
て
十
月
二
十
四
日
山
梨
・
八
代
郡
五
八
力
村
は
①
田
安
家
は

自
発
的
に
領
地
返
上
を
行
う
。
②
田
安
野
は
一
揆
に
参
加
し
た
村
と

不
参
加
の
村
を
区
別
し
て
取
扱
う
こ
と
は
し
な
い
。
③
田
安
代
官
所

の
人
事
は
更
新
す
る
。
こ
の
条
件
の
も
と
に
申
渡
し
を
承
認
し
、
来

年
明
治
一
二
年
一
月
ま
で
に
維
新
政
府
直
轄
領
編
入
が
決
定
し
な
い
場

合
に
は
ふ
た
た
び
歎
願
を
行
う
。
そ
の
寄
金
や
説
得
に
よ
る
切
崩
し

工
作
に
対
す
る
警
戒
を
ゆ
る
め
な
い
事
を
談
合
議
定
し
て
一
応
闘
争

体
綱
を
解
い
た
。

　
そ
の
後
田
安
家
は
約
束
を
ふ
み
に
じ
り
、
破
免
検
見
要
求
に
対
し

て
、
　
一
揆
に
参
加
し
た
村
に
は
明
治
元
年
な
み
の
三
分
通
免
除
を
拒

み
、
一
村
内
で
小
前
百
姓
の
み
が
参
加
し
た
村
で
は
村
役
人
所
持
地

の
み
に
検
見
を
行
な
い
引
照
を
す
る
、
あ
る
い
は
一
揆
指
導
者
の
処

罰
を
企
て
る
な
ど
復
讐
的
処
置
が
行
な
わ
れ
る
。
こ
れ
に
抗
議
す
る

県
庁
へ
の
歎
願
文
に
は
領
民
の
不
安
と
焦
燥
が
語
ら
れ
て
い
る
が
、

と
も
か
く
明
治
三
年
一
月
田
安
家
の
版
籍
奉
還
決
定
が
触
出
さ
れ
、

同
四
月
二
十
七
黒
田
安
領
の
甲
府
県
編
入
に
よ
っ
て
彼
等
の
要
求
は

一
応
達
せ
ら
れ
た
。
以
上
が
一
揆
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
。

　
　
　
　
2
　
闘
揆
の
地
域
姓
と
階
層
性
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誰新箭後の傾主支配と農驚諸階溺（；樗嫌）

　
こ
の
一
揆
に
各
地
域
各
階
層
は
ど
の
よ
う
に
参
加
し
た
か
。
概
要

か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
す
べ
て
の
村
が
一
様
に
参
加
し
た
の
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

い
。
ま
ず
十
月
二
十
四
日
一
揆
終
結
に
あ
た
っ
て
直
穿
さ
れ
た
断
書

へ
の
連
印
の
仕
方
を
見
る
と
、
ま
ず
巨
摩
郡
二
三
力
村
は
連
印
が
な

い
、
す
な
わ
ち
一
揆
に
は
全
く
参
加
し
て
い
な
い
。
次
に
山
梨
八
代

郡
の
場
合
、
山
村
一
三
力
村
を
の
ぞ
い
て
、
①
連
印
の
な
い
も
の
一

蕪
力
村
、
②
名
主
・
長
薔
姓
・
百
姓
代
の
三
脚
連
印
の
あ
る
竜
の
困

　
　
　
　
ノ

一
力
村
、
③
名
主
が
直
接
署
名
せ
ず
代
印
と
な
っ
て
い
る
も
の
、
お

よ
び
長
百
姓
・
小
前
希
代
の
み
の
碧
名
と
な
っ
て
い
る
も
の
八
寸
村
、

㈲
小
前
惣
代
の
み
の
も
の
九
力
村
と
云
う
内
容
で
あ
る
。
ω
の
場
合

は
一
揆
に
参
撫
せ
ず
、
③
㈲
の
場
合
は
一
揆
参
加
を
め
ぐ
っ
て
村
内

に
分
裂
が
お
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
事
実
、
概
要
で

述
、
へ
た
十
月
二
十
日
の
訴
状
の
中
で
分
裂
行
動
を
名
前
を
挙
げ
て
非

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

難
さ
れ
て
い
る
村
役
入
は
、
こ
れ
等
の
村
の
も
の
が
大
半
で
あ
る
。

　
一
揆
へ
の
参
・
加
の
什
二
力
の
違
い
は
前
節
で
見
た
農
民
贋
の
存
在
形

態
、
非
養
蚕
地
帯
型
、
お
よ
び
養
蚕
地
帯
の
一
二
つ
の
タ
イ
プ
と
深
い

関
係
を
も
つ
て
い
る
。

　
（
1
）
　
ぎ
ず
全
く
不
参
加
の
村
は
非
養
蚕
地
帯
の
全
村
・
養
蚕
地

帯
で
は
前
節
第
九
表
㈹
の
う
ち
熊
野
堂
・
一
丁
田
中
・
お
よ
び
史
料

は
な
い
が
南
八
代
上
等
＝
ニ
カ
村
で
あ
る
。
こ
分
う
ち
熊
賢
堂
村
に

は
村
民
総
持
高
の
六
三
・
三
％
三
九
八
石
を
有
し
、
山
梨
・
八
代
郡

随
一
の
米
穀
商
で
天
保
騒
動
う
ち
こ
わ
し
の
主
目
標
と
な
っ
た
小
川

　
　
　
①

奥
右
衛
門
、
一
丁
田
中
村
に
は
初
鹿
野
市
右
衛
門
・
小
野
七
郎
お
衛

門
等
が
、
爾
八
代
村
は
こ
の
時
期
の
土
地
所
有
の
史
料
は
な
い
が
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

治
十
五
年
不
動
産
所
有
額
七
万
円
で
山
梨
県
登
第
二
位
　
（
第
一
位
は

旧
田
安
領
巨
摩
郡
巻
米
村
小
林
八
石
衛
門
八
万
円
）
で
　
「
支
配
勘
定
格
」

で
あ
る
加
賀
美
嘉
兵
衛
の
居
村
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
等
の
村
で

は
特
権
大
地
主
が
完
全
な
優
越
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の

大
商
人
地
主
H
特
権
的
村
役
人
の
力
に
よ
っ
て
一
揆
参
加
が
妨
げ
ら

れ
た
こ
と
は
、
甲
府
県
庁
か
ら
政
府
へ
の
報
告
書
が
「
天
朝
御
料
願

村
々
五
拾
八
ケ
村
、
残
り
四
拾
九
ケ
村
内
六
七
人
何
れ
も
身
元
宜
大

高
所
持
罷
在
、
格
式
又
は
扶
持
方
苗
字
帯
刀
等
差
免
相
成
候
者
共
故
、

朝
廷
御
領
二
相
成
候
へ
は
平
百
姓
相
成
候
儀
を
深
く
．
憂
へ
、
村
内
は

勿
論
最
寄
草
々
子
分
又
は
越
石
小
作
人
等
多
分
有
之
候
門
付
、
右
之

者
共
へ
厚
申
含
め
、
天
朝
御
料
堂
々
へ
同
音
ゆ
不
為
致
候
へ
共
、
内
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

小
民
井
六
は
一
般
に
↑
朝
廷
伽
脚
料
願
に
蟄
｛
相
違
相
・
闇
門
」
　
と
述
．
へ
て
い
る
事

か
ら
屯
知
ら
れ
る
。

　
巨
摩
郡
二
三
力
村
の
場
合
も
こ
れ
ら
の
村
が
山
梨
・
八
代
郡
の
村
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女
か
ら
地
理
的
に
は
な
れ
て
い
た
た
め
に
一
揆
を
傍
観
し
て
い
た
の

で
は
な
い
。
一
揆
が
拡
大
し
よ
う
と
し
て
い
た
九
月
十
五
日
、
巨
摩

郡
天
神
申
条
豊
平
右
衛
門
を
は
じ
め
十
日
市
場
村
・
春
米
村
等
の
村

役
人
は
山
梨
郡
一
丁
田
中
村
本
陣
へ
来
て
八
代
郡
の
一
揆
の
指
導
者

達
に
、
　
　
揆
を
取
鎮
め
村
へ
帰
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
懸
命
に
説
得
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦
　
　
　
　
　
　
、

拒
絶
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
（
2
）
　
一
村
参
加
の
四
一
力
村
。
こ
れ
に
は
第
九
表
㈲
の
西
広
門

田
南
・
無
事
・
上
栗
原
・
中
・
桑
戸
・
別
田
、
落
合
等
、
お
よ
び
第

一
〇
蓑
の
市
之
蔵
等
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
村
は
積
極
的
に
参
加
し
た

こ
と
の
外
に
云
う
こ
と
は
な
い
。
十
月
十
五
日
の
笛
吹
河
岸
集
合
の

際
に
も
一
戸
平
均
一
人
あ
る
い
は
そ
れ
を
上
回
る
人
数
が
動
員
さ
れ

て
い
る
（
一
四
表
）
。
た
だ
こ
の
な
か
で
落
合
村
だ
け
が
動
員
率
六
六

第14表　笛吹河原集合人数

隙数雛姦
83

S9

Q0

Z
3
6
聡
7
5

75

50

25

200

35

75

64

原
南
北
戸
田
合
蔵

義
〃
　
之

上
麺
　
　
桑
別
落
市

％
と
例
外
的
に
低
い
。
こ
の
こ

と
は
落
合
村
が
石
高
所
持
に
よ

る
階
層
構
成
に
お
い
て
も
他
の

一
村
参
加
の
村
と
異
な
る
、
む

し
ろ
次
に
の
べ
る
下
石
森
・
歌

田
と
同
一
類
型
に
入
る
も
の
で

あ
る
こ
と
と
瀾
恕
す
る
。
こ
の

村
に
は
さ
き
に
の
べ
た
文
化
以
後
に
急
上
昇
す
る
特
権
的
商
人
地
主

荻
原
武
兵
衝
が
い
る
。
彼
は
天
保
二
年
苗
字
帯
刀
を
受
け
、
元
治
元

年
以
後
毎
年
五
石
五
斗
内
外
の
扶
持
米
を
給
与
さ
れ
て
い
る
事
か
ら
、

幕
末
に
は
多
額
の
御
用
金
を
上
納
し
て
さ
ら
に
大
き
な
特
権
を
受
け

て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
明
治
二
年
心
持
高
は
一
七
〇
石
、
村
高

の
三
〇
・
五
％
を
し
め
る
大
地
主
で
あ
る
。
し
か
し
明
治
七
年
同
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
小
作
地
墨
は
　
二
山
ハ
・
｝
血
％
に
－
こ
ど
ま
っ
て
い
る
事
か
・
り
、
地
乱
王
的

性
格
の
も
の
は
彼
一
軒
だ
け
で
あ
っ
た
と
考
え
て
良
く
、
名
主
を
勤

め
て
い
な
か
っ
た
の
を
さ
い
わ
い
に
、
長
百
姓
の
最
右
翼
で
あ
り
な

が
ら
、
一
揆
の
連
印
に
は
加
わ
ら
ず
、
態
度
を
俵
呈
し
て
い
た
の
で

は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。
落
合
村
で
連
印
を
行
な
っ
て
い
る
の
は
名

主
八
十
郎
（
四
〇
・
八
石
）
長
百
姓
松
兵
衛
（
二
．
三
石
）
百
姓
代
官
兵

衛
（
一
八
・
五
石
）
で
あ
る
。

　
③
㈲
の
分
裂
が
起
つ
た
村
の
場
合
。
こ
れ
に
属
す
る
も
の
は
下
石

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

森
・
尾
山
・
歌
田
等
で
あ
る
。
尾
山
村
で
は
長
百
姓
代
次
兵
衛
は
一

揆
終
結
後
に
八
代
郡
代
表
か
ら
分
裂
工
作
者
と
し
て
弾
該
さ
れ
、
歌

田
村
志
村
華
甲
ハ
衛
（
酒
・
質
屋
明
治
三
年
持
二
二
〇
八
・
温
石
交
久
元
年

苗
字
帯
刀
三
人
扶
持
、
慶
応
元
年
御
用
金
二
五
〇
〇
両
上
納
奥
口
番
幽
幽
五

　
　
⑪

入
扶
持
）
は
連
印
に
加
わ
っ
て
い
な
い
。
下
石
森
村
で
は
次
に
見
る
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㊤

よ
う
な
村
方
騒
動
が
起
っ
て
い
る
。

　
特
権
的
地
主
層
が
公
然
と
分
裂
行
動
に
出
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な

っ
た
十
月
十
七
鷺
か
ら
一
二
お
い
て
十
九
日
、
下
石
森
村
名
主
清
水

市
右
衛
門
は
長
百
姓
喜
右
衛
門
を
先
頭
と
す
る
多
人
数
が
彼
の
家
を

お
そ
い
「
理
不
尽
二
村
翠
帳
箱
、
諸
書
物
井
太
鼓
等
奪
取
、
其
上
同

人
養
子
佐
吉
ヲ
乱
打
郷
候
旨
」
を
田
安
代
官
爵
へ
駈
込
み
申
立
て
て

い
る
。
こ
れ
に
よ
り
長
百
姓
喜
右
衛
門
・
与
兵
衛
∵
小
兵
衛
・
幸
右

衛
門
（
こ
の
事
件
関
係
着
に
つ
い
て
は
前
節
第
二
二
表
参
照
）
等
は
代
官
所

に
呼
出
さ
れ
取
調
を
受
け
る
が
、
彼
等
は
養
子
佐
吉
を
な
ぐ
っ
た
と

云
う
事
実
は
な
く
、
そ
れ
は
市
右
衛
門
親
子
が
打
つ
た
芝
厨
で
あ
る
。

彼
は
「
領
地
替
」
に
よ
っ
て
田
安
家
か
ら
受
け
て
い
た
特
権
を
奪
わ

れ
る
こ
と
を
お
そ
れ
、
養
子
佐
吉
1
ω
で
の
べ
た
熊
野
堂
村
小
川

奥
右
衛
門
の
息
子
…
1
－
に
う
な
が
さ
れ
て
こ
の
よ
う
な
デ
ツ
チ
上
げ

を
行
な
っ
た
の
だ
と
抗
議
し
て
い
る
。
彼
は
こ
の
一
揆
に
あ
た
り
か

な
砂
去
就
に
迷
っ
た
ら
し
く
、
　
「
最
初
市
右
衛
門
頭
取
印
形
取
立
外

村
々
一
同
出
府
御
歎
願
仕
候
大
戸
御
座
候
処
、
同
人
途
中
十
二
変
心

い
た
し
候
」
と
云
う
事
態
に
、
抗
議
の
先
頭
に
立
つ
た
長
百
姓
喜
右

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
・
）

衛
門
は
「
ケ
様
之
事
ハ
前
代
見
聞
之
事
蹟
付
、
永
世
ワ
ス
レ
ヌ
様
二

書
記
置
よ
く
よ
く
心
得
ヲ
る
べ
く
事
な
り
」
と
は
げ
し
い
憤
り
を
一

件
文
書
の
余
白
に
書
記
し
て
い
る
。

　
以
上
に
見
た
こ
と
か
ら
一
揆
へ
の
参
加
の
仕
方
は
前
節
に
み
た
農

脱
藩
分
解
の
タ
イ
プ
と
全
く
一
致
す
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

こ
の
事
か
ら
前
節
に
見
た
二
つ
の
分
解
傾
向
の
対
立
を
確
認
さ
れ
、

そ
し
て
、
明
治
初
年
の
養
蚕
地
帯
は
寄
生
地
主
飾
分
解
の
優
越
し
て

い
る
比
較
的
小
数
の
村
と
そ
う
で
な
い
大
多
数
の
村
か
ら
な
っ
て
い

る
こ
と
が
補
足
さ
れ
る
。

　
二
つ
の
分
解
傾
向
を
代
表
す
る
商
人
地
主
層
と
富
農
層
と
は
何
故

に
対
立
を
主
体
的
行
動
に
表
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。

「
特
権
」
一
単
に
そ
れ
だ
け
な
ら
ば
、
私
の
分
析
を
ま
つ
ま
で
も
な
く

一
揆
の
当
事
者
自
身
の
口
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
。

　
前
節
に
見
た
農
民
諸
階
層
の
存
在
状
況
、
そ
れ
が
商
人
地
主
層
に
、

一
揆
を
指
導
す
る
富
農
層
に
解
決
す
べ
き
ど
の
よ
う
な
課
題
を
提
起

し
行
動
を
迫
っ
て
い
る
の
か
、
次
に
そ
れ
を
見
て
行
こ
う
。

　
　
　
　
3
　
農
民
諸
階
層
の
課
題

　
㈹
農
民
の
十
八
力
条
　
農
民
が
一
揆
に
立
上
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
理
由
を
最
も
刻
明
に
物
語
っ
て
い
る
の
は
十
月
九
日
甲
府
県
庁

に
提
出
さ
れ
た
返
答
書
十
八
二
条
で
あ
る
。
非
常
な
長
文
な
の
で
主

要
個
条
の
み
を
か
か
げ
て
検
討
す
る
、
な
お
、
紙
幅
の
都
含
上
原
文
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ほ
し

い
。

は
省
略
レ
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
の

で
原：

文
は

前
掲
拙
稿

参

照
し

て

　
（
1
）
　
ま
ず
本
年
貢
に
関
し
て
は
、
第
一
節
は
見
た
代
金
納
の
う
ち
、

廻
米
代
金
納
部
分
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
嘉
永
以
後
の
米

価
を
大
き
く
上
廻
る
代
金
納
部
分
が
元
治
元
年
田
野
前
金
体
で
二
〇
〇
〇

石
か
ら
三
〇
〇
〇
石
に
増
加
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
奪
い
と
ら
れ
る
「
間
金

影
藤
扁
こ
と
。
さ
ら
に
そ
れ
を
正
規
の
廻
米
と
し
な
か
っ
た
事
へ
の
謝
礼

と
し
て
そ
の
他
に
一
力
年
「
凡
金
弐
百
九
拾
両
宛
」
取
立
て
ら
れ
る
こ
と
。

　
他
の
「
願
石
代
」
部
分
に
つ
い
て
は
、
こ
の
と
き
は
最
早
米
価
を
大
き

く
下
ま
っ
て
い
る
た
め
、
明
治
三
年
八
代
郡
狐
新
居
村
長
百
姓
甚
左
脳
門

が
ま
と
め
た
一
件
文
書
「
歎
願
成
就
前
書
」
で
は
、
　
「
寛
政
年
闘
汐
御
定

ヒ
羅
候
租
税
御
物
回
米
方
之
三
三
張
紙
値
段
江
金
三
三
二
而
金
納
取
立
有

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
エ

之
之
分
、
是
蒲
面
罵
有
御
趣
意
外
藩
居
候
扁
と
農
民
に
と
っ
て
有
利
な
も

の
と
な
っ
て
い
る
。

　
（
2
）
　
高
額
の
御
用
金
上
納
者
に
対
す
る
蕾
字
帯
刀
格
式
の
濫
発
、
彼

等
に
与
え
ら
れ
る
扶
持
米
の
た
あ
に
領
畏
全
体
は
「
平
均
一
ケ
年
凡
弐
千

蒋
者
全
位
郡
中
損
毛
二
相
成
」
こ
と
。

　
（
3
）
　
慶
慈
元
年
の
九
万
三
千
両
の
御
用
金
賦
課
の
強
制
に
当
っ
て
は
、

「
差
当
金
子
無
…
候
ハ
、
御
役
所
…
ユ
而
年
六
分
之
利
足
ヲ
以
貸
附
金
可
三
間
、

右
ヲ
以
相
納
可
申
扁
と
さ
れ
、
や
む
を
え
ず
貸
金
を
受
け
上
納
の
形
を
と

っ
た
と
こ
ろ
、
百
両
藻
出
し
た
も
の
へ
は
一
刀
ほ
か
金
高
に
慈
じ
褒
美
を

与
え
る
か
ら
と
、
さ
ら
に
そ
の
「
御
礼
金
“
と
し
て
首
両
に
付
十
両
が
取

上
ら
れ
た
こ
と
。

　
（
4
）
　
明
治
二
年
四
月
領
主
は
「
蟹
養
手
当
」
と
し
て
貸
金
を
し
て
く

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
返
納
期
間
は
主
か
月
で
利
子
と
し
て
「
生
糸
一

貫
臼
二
三
百
目
之
割
A
澱
を
納
め
る
こ
と
を
命
じ
た
。
そ
れ
は
「
多
分
之

高
利
二
相
当
候
二
付
、
何
程
困
窮
致
し
候
禰
モ
拝
借
不
仕
旨
扁
を
返
笛
し

た
と
こ
ろ
が
、
今
度
は
期
間
を
ニ
ヵ
月
延
長
し
、
　
「
金
拾
両
物
付
壱
両
之

利
足
梱
添
返
納
可
致
」
命
ぜ
ら
れ
た
。
　
門
翠
雲
高
利
工
相
当
リ
候
罰
し
村

々
は
借
受
け
し
な
い
旨
を
申
立
て
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
な
ら
今
度
如
何
様
の

事
が
あ
っ
て
も
門
戸
貸
附
金
其
丈
御
救
筋
等
」
は
出
来
な
い
か
ら
、
そ
の

よ
う
な
願
は
一
切
し
な
い
と
云
・
）
請
書
を
提
出
ぜ
よ
と
迫
ら
れ
、
余
儀
な

く
貸
金
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
。

以
上
に
見
る
末
期
的
な
領
主
支
配
の
様
相
、
こ
の
ほ
か
に
、
検
見

を
め
ぐ
る
不
正
、
公
事
出
入
に
際
し
て
の
賄
路
の
要
求
、
定
式
川
普

請
費
用
の
出
し
惜
み
、
陣
屋
改
築
の
た
め
の
金
・
人
足
の
強
要
．
領

内
治
安
維
持
能
力
の
爽
失
等
が
詳
細
に
語
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
し
て
こ
の
各
伽
条
に
つ
い
て
改
善
を
要
求
す
る
の
で
は
な
し
に
、

か
か
る
暴
政
を
行
な
う
田
安
家
の
支
配
そ
の
も
の
か
ら
の
解
放
一

「
天
朝
御
料
地
」
へ
の
編
入
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。

　
珊
山
臥
地
主
層
の
＋
四
二
条
　
こ
れ
に
対
し
て
一
揆
に
反
対
し
そ
れ

を
切
崩
そ
う
と
し
た
地
主
麟
は
何
を
問
題
に
す
る
か
。

　
十
月
中
旬
田
圃
代
官
所
へ
提
出
さ
れ
農
民
の
怒
り
を
買
っ
た
交
書

は
残
っ
て
い
な
い
が
、
そ
の
主
要
な
内
容
は
九
月
十
一
工
日
「
支
配
勘
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定
格
」
南
八
代
村
加
賀
美
嘉
兵
衛
等
が
一
揆
の
拡
大
に
奔
走
す
る
八

代
郡
市
之
蔵
村
勝
右
衛
…
門
等
に
鎮
静
を
求
め
て
示
し
た
妥
協
案
－
十

四
力
条
の
案
文
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
と
考
え
て
良
い
。
次
に
そ
の
内

容
を
見
て
行
こ
う
。
彼
等
の
要
求
は
、

ω
大
切
・
小
切
は
金
札
で
上
納
す
る
こ
と
に
し
、
正
金
一
〇
〇
両
襲
金
札
一

　
〇
七
両
と
云
う
の
は
再
検
討
す
る
こ
と
。

②
正
金
餌
金
札
引
替
の
際
の
「
刎
金
」
は
そ
の
ま
ま
受
取
っ
て
も
ら
い
た
い

　
こ
と
。

㈲
代
宮
所
役
人
の
郡
中
廻
村
は
三
々
に
迷
惑
で
あ
る
か
ら
以
後
行
な
わ
な
い

　
こ
と
。

ω
W
代
官
所
の
人
事
を
更
新
す
る
こ
と
。

㈲
御
用
人
足
は
郡
中
か
ら
徴
発
し
な
い
で
東
京
か
ら
連
れ
て
く
る
こ
と
。

⑥
郡
中
惣
代
は
こ
れ
ま
で
は
代
官
所
が
全
部
任
命
し
て
い
た
（
適
量
鑑
）
が
、

　
こ
れ
か
ら
は
代
官
所
任
命
二
人
、
郡
中
で
協
議
し
て
出
す
（
郡
中
目
鑑
）

　
三
人
の
五
人
と
し
、
代
官
所
入
用
は
彼
等
の
承
認
を
得
て
決
め
る
こ
と
。

⑦
当
年
は
違
作
に
つ
き
工
期
に
す
る
こ
と
。

㈲
「
随
感
飯
料
」
は
郡
中
一
統
と
相
談
し
て
決
め
る
こ
と
。

㈲
是
迄
の
種
々
の
「
御
貸
付
金
」
は
「
永
年
賦
」
に
す
る
こ
と
。

　
先
ず
以
上
に
か
か
げ
た
九
項
目
で
は
、
農
民
の
十
八
力
条
と
、
本

節
最
初
に
触
れ
た
一
揆
の
最
初
の
歎
願
四
ヵ
条
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る

田
安
家
の
暴
政
内
容
の
一
つ
一
つ
を
あ
げ
、
領
主
支
配
を
緩
和
さ
せ

よ
う
と
す
る
改
良
案
が
示
さ
れ
て
い
る
。
要
求
は
個
別
具
体
的
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
の

り
、
幕
末
の
農
民
一
揆
に
見
ら
れ
る
最
大
公
約
的
要
求
と
云
っ
て
良

い
だ
ろ
う
。

　
大
地
主
達
と
い
え
ど
も
、
こ
ご
に
あ
げ
た
よ
う
な
領
主
支
配
の
緩

和
を
要
求
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
彼
等
は
領
主
支

配
そ
の
も
の
を
否
定
し
よ
う
と
は
し
な
い
。

⑯
　
「
蚕
養
手
当
金
」
を
自
分
達
が
取
扱
う
の
は
「
御
免
」
に
し
て
代
三
所

　
へ
「
薩
上
納
扁
に
す
る
こ
と
。

鋤
「
郡
中
惣
取
締
役
扁
　
（
彼
等
が
特
権
と
し
て
あ
た
え
ら
れ
た
役
職
）
が
公

　
填
を
取
扱
う
の
は
や
め
に
す
る
こ
と
。

働
狭
持
米
は
廻
米
三
千
石
の
な
か
に
恥
入
れ
る
こ
と
。

　
農
民
の
怒
り
が
寄
生
者
で
あ
る
彼
等
の
上
に
お
よ
ぶ
こ
と
を
恐
れ

て
、
も
っ
と
も
不
評
判
な
領
主
支
配
の
末
端
機
構
で
あ
る
こ
と
を
返

上
し
て
、
責
任
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
農
民
が
く
り
か
え

し
問
題
に
し
、
そ
し
て
彼
等
大
地
主
層
に
と
っ
て
は
現
在
の
特
権
を

も
た
ら
し
た
御
用
金
の
問
題
に
は
殆
ん
ど
触
れ
な
い
。
わ
ず
か
に
御

用
金
の
代
償
で
あ
る
扶
持
米
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
そ
れ
も
放
棄

す
る
の
で
は
な
く
、
領
主
の
損
失
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
廻
米
分
に
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組
入
れ
る
こ
、
と
に
よ
り
農
艮
の
負
担
を
若
干
軽
く
し
て
、
し
か
も
臨

ら
の
手
に
は
確
保
し
よ
う
と
云
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
検
討
を
進
め
て
行
く
と
き
、
③
㈲
⑥
等
の
一
見
全
農

艮
の
立
場
で
領
内
の
民
主
化
を
要
求
し
て
い
る
か
に
見
え
る
条
項
竜

ち
が
っ
た
意
味
を
も
つ
て
く
る
。
農
民
の
不
満
を
背
景
に
一
揆
を
不

発
に
終
ら
せ
た
代
償
に
十
四
言
条
の
多
く
を
領
主
が
承
認
し
た
と
す

れ
ば
、
⑧
㈱
⑥
は
磁
器
は
変
ら
な
い
ま
ま
に
領
主
を
ツ
ン
ボ
機
工
に

追
い
こ
み
、
実
質
的
な
支
配
権
は
大
商
人
地
主
と
し
て
農
民
に
優
越

す
る
資
力
を
も
つ
彼
等
の
手
に
移
る
こ
と
に
な
る
。

　
彼
等
が
の
ぞ
む
の
は
体
綱
を
変
え
な
い
ま
ま
に
、
農
民
の
領
主
へ

の
不
満
を
背
景
に
、
領
主
支
配
の
内
容
を
く
り
抜
き
空
洞
化
す
る
こ

と
で
あ
る
。

　
地
主
に
と
っ
て
も
、
農
民
に
と
っ
て
も
最
早
こ
の
時
点
で
は
、
収

奪
の
単
な
る
緩
和
…
以
前
の
状
態
に
も
ど
す
こ
と
は
問
題
に
な
り
得

な
い
。

　
大
地
主
達
は
こ
れ
ま
で
に
の
べ
て
来
た
変
質
す
る
領
主
支
配
の
条

件
の
も
と
で
草
聖
を
収
奪
し
、
す
で
に
経
済
的
実
力
を
も
つ
て
い
る
。

そ
れ
故
に
彼
等
は
商
人
地
主
と
し
て
発
展
す
る
た
め
の
将
来
へ
の
展

望
を
も
ち
、
領
主
支
配
を
後
退
さ
せ
、
彼
等
の
支
配
権
を
う
ち
た
て

る
た
め
に
必
要
な
こ
と
を
明
確
に
述
べ
る
こ
と
が
、
そ
し
て
彼
等
の

要
求
の
一
環
に
利
用
し
得
る
も
の
と
し
て
農
民
暦
全
体
の
不
満
を
も

位
置
づ
け
る
こ
と
が
出
来
た
。
そ
れ
故
に
彼
等
の
改
良
的
要
求
は
綴

別
具
体
的
な
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。

　
一
方
一
揆
を
指
導
し
た
富
農
層
も
や
は
り
単
な
る
封
建
的
自
営
農

で
は
な
い
。
彼
等
が
存
在
し
発
展
す
る
た
め
の
前
提
と
な
っ
て
い
る

の
は
、
上
栗
原
・
下
石
森
・
市
之
蔵
村
の
分
析
に
お
い
て
見
た
ご
と

く
、
彼
等
自
身
が
そ
の
分
解
の
な
か
か
ら
生
れ
た
、
対
極
で
は
急
速

に
農
村
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
大
群
を
形
成
し
つ
つ
あ
る
農
民
層
で

あ
る
。
　
「
近
年
丹
精
ヲ
以
可
成
渡
世
罷
在
」
彼
等
に
し
て
も
生
産
力

的
条
件
は
出
発
点
で
あ
っ
た
封
建
的
自
営
農
の
段
階
か
ら
い
く
ら
竜

か
わ
っ
て
い
な
い
。
そ
の
上
に
加
え
ら
れ
る
領
主
と
商
人
地
主
の
高

利
貸
的
収
奪
は
彼
等
を
常
に
分
解
の
対
極
へ
お
し
や
っ
て
し
ま
お
う

と
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
条
件
に
お
か
れ
た
彼
等
が
の
ぞ
む
こ
と
、
そ
れ
は
彼

等
を
現
在
と
り
ま
い
て
い
る
一
切
の
支
配
体
制
を
破
壊
す
る
こ
と
で

あ
る
。
彼
等
が
特
権
地
主
層
の
再
三
に
わ
た
る
説
得
・
改
良
的
要
求

の
提
示
に
同
調
す
る
の
を
拒
絶
し
て
「
田
安
領
御
免
」
を
固
執
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も

と
き
、
彼
等
は
領
主
的
土
地
所
有
下
の
本
百
姓
で
は
な
い
な
に
も
の
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いか
に
な
ろ
う
と
し
て
い
た
い
し
か
し
彼
等
の
視
野
に
は
、
腐
朽
し
た

田
安
慰
の
支
配
か
ら
ま
ぬ
か
れ
、
そ
れ
に
寄
生
す
る
商
人
地
主
層
の

　
　
　
　
　
　
　
⑩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
・
…

特
権
を
停
止
す
る
こ
と
ま
で
し
が
な
か
っ
た
。
彼
等
は
な
に
も
の
か

に
な
る
こ
と
を
未
知
の
新
し
い
力
装
「
天
朝
」
に
期
待
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
4
　
田
安
領
門
揆
に
お
け
る
「
天
朝
」

　
今
こ
の
一
揆
を
見
れ
ば
、
そ
し
て
彼
等
自
身
が
一
二
年
の
ち
に
実
物

教
擾
さ
れ
る
よ
う
に
　
（
大
小
切
騒
動
）
、
解
放
者
と
し
て
の
「
天
朝
」

は
幻
想
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
の
時
点
の
「
天
朝
」
は
彼
等

の
幻
想
を
満
た
す
材
料
を
も
つ
て
い
た
。

　
幕
府
軍
を
追
っ
て
入
津
し
た
維
新
政
府
の
地
方
官
僚
が
幕
領
を
接

収
し
て
「
天
朝
御
料
」
を
寛
言
し
た
と
き
、
真
先
に
当
面
し
た
問
題

は
実
際
の
米
価
か
ら
お
そ
ろ
し
く
乖
離
し
た
安
石
壁
「
大
小
切
」
税

法
の
存
在
で
あ
っ
た
。
入
部
し
た
明
治
元
年
に
旧
幕
領
に
行
な
っ
た

年
貢
三
分
引
、
こ
れ
は
凶
作
の
年
で
あ
り
新
し
い
支
配
者
の
す
る
こ

と
と
し
て
不
思
議
で
は
な
い
。
し
か
し
「
大
小
切
」
は
直
ち
に
手
を

つ
け
る
こ
と
は
危
険
で
あ
っ
た
。
農
民
は
す
で
に
起
源
も
不
明
と
な

っ
た
こ
の
税
法
を
幕
府
も
手
を
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
信
玄
の
遺
法
と

思
っ
て
い
る
。
こ
の
税
法
の
処
置
を
め
ぐ
っ
て
政
府
中
央
と
甲
府
県

庁
さ
ら
に
、
県
庁
出
先
機
関
と
の
問
に
多
く
の
交
書
が
往
復
し
て
い

る
9

　
明
治
元
年
に
は
、
出
先
機
関
か
ら
の
「
御
一
新
御
改
正
人
民
御
撫

育
之
御
趣
意
ヒ
仰
出
モ
有
之
膝
程
之
儀
二
付
」
と
云
う
当
㎝
年
限
り

の
年
貢
大
幅
減
免
の
上
申
は
す
べ
て
「
書
画
為
貯
蓄
通
候
事
」
と
裁

　
　
　
　
　
⑧

断
さ
れ
て
い
る
。

　
明
治
二
年
に
は
「
大
小
切
」
の
問
題
は
正
面
か
ら
取
り
上
げ
な
い

訳
に
行
か
な
く
な
る
。
と
く
に
問
題
と
な
っ
た
の
は
慕
府
張
紙
値
段

が
な
く
な
っ
た
今
「
大
切
」
値
段
を
ど
の
よ
う
に
設
定
す
る
か
で
あ

っ
た
。
漿
庁
は
十
月
中
旬
漿
内
下
米
平
均
値
段
を
基
準
に
し
ょ
う
と

す
る
が
、
そ
の
設
定
は
薫
製
で
あ
っ
た
。
県
庁
は
大
蔵
省
へ
の
上
申

で
、
　
「
第
一
貨
幣
ノ
数
相
評
言
ヨ
リ
著
修
ノ
風
俗
超
過
シ
、
第
二
水

害
歳
二
重
ク
肥
土
モ
椿
土
二
変
シ
田
徳
薄
、
第
三
収
納
篇
次
第
二
厳

密
二
至
テ
ハ
道
径
用
水
路
蔵
敷
等
ノ
潰
地
土
層
石
砂
河
原
迄
貢
納
薫

掛
リ
候
モ
有
之
哉
ニ
テ
塚
山
不
潔
、
第
四
物
価
沸
騰
郷
村
費
用
相
嵩
、

，
自
分
弁
功
用
不
足
、
　
第
五
農
二
二
テ
商
ヲ
営
惚
者
多
相
藁
蕎
故
富
者
益

蜜
貧
者
鳥
網
田
園
二
離
レ
小
満
困
難
二
藩
候
儀
」
の
五
つ
の
理
由
を

あ
げ
て
い
る
。
更
に
「
御
復
政
以
来
万
畏
御
撫
育
晶
々
御
仁
極
被
為

施
候
二
切
テ
一
般
再
生
偏
二
天
恩
ノ
難
有
ヲ
挙
テ
野
路
冷
評
候
二
二

御
　
座
候
闘
旧
、
ム
コ
御
収
奪
…
翌
翌
み
カ
ノ
筋
…
州
民
「
情
一
一
臨
惇
リ
両
岸
易
二
手
ヲ
下
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⑭

シ
難
キ
場
合
二
有
之
」
と
し
て
、
　
「
小
切
」
値
段
は
「
往
昔
之
定
直

段
」
で
、
　
「
大
切
」
直
段
は
県
下
鰻
ヵ
所
十
月
十
五
臼
下
米
平
均
値

段
の
六
割
九
分
引
に
設
定
す
る
こ
と
を
上
申
し
て
い
る
。
大
蔵
省
は

難
色
を
示
す
が
結
局
、
当
年
限
り
下
米
平
均
値
段
の
六
割
七
分
引
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

取
立
る
事
を
指
令
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
県
庁
の
態
度
に
田
安
領
民
が
幻
想
を
い
だ
い
た
の
は

無
理
か
ら
ぬ
事
で
あ
る
。
ユ
旨
の
上
、
地
方
官
僚
は
硝
安
領
の
早
期
接

収
を
ね
ら
っ
て
農
民
を
煽
動
し
た
形
跡
も
あ
る
。

　
そ
の
事
情
を
物
語
っ
て
い
る
の
は
、
　
コ
揆
取
調
御
用
」
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

民
部
省
か
ら
出
張
し
た
塩
谷
良
翰
の
筆
録
で
あ
る
。
彼
は
田
安
領
民

二
万
人
が
暴
動
を
お
こ
し
晶
晶
を
た
ず
さ
え
た
も
の
竜
ま
じ
え
て
笛

吹
河
原
に
集
合
し
た
と
の
風
聞
に
民
部
雀
か
ら
出
張
を
命
ぜ
ら
れ
る
。

民
部
大
輔
大
隈
重
信
に
一
揆
鎮
圧
器
の
指
示
を
仰
い
だ
と
こ
ろ
、
大

隈
は
彼
に
一
揆
を
極
力
説
得
す
べ
き
こ
と
を
述
べ
「
暴
を
以
て
薫
ず

る
も
の
あ
ら
ば
、
飽
迄
鎮
圧
を
加
え
不
得
止
は
千
人
迄
は
殺
す
も
下

め
ざ
る
べ
し
」
と
指
示
し
、
塩
谷
は
甲
州
に
赴
く
。
甲
府
へ
着
い
た

彼
は
調
査
を
行
な
う
う
ち
に
一
揆
に
後
援
者
が
あ
る
と
の
う
わ
さ
を

聞
き
、
士
籍
権
知
事
に
た
ず
ね
た
と
こ
ろ
、
　
「
土
肥
氏
は
実
は
大
い

に
内
情
も
あ
る
こ
と
（
中
略
）
此
強
訴
に
つ
い
て
は
実
は
赤
松
大
参

事
（
県
庁
石
和
嶺
衙
役
人
）
が
後
援
な
せ
り
と
の
風
聞
あ
り
、
未
だ
確

実
な
る
証
拠
を
得
ざ
る
も
、
尤
赤
松
は
田
極
重
は
甲
斐
県
に
合
併
し

甲
斐
一
円
を
管
轄
せ
ざ
れ
ば
統
治
に
便
な
ら
ざ
る
旨
を
常
に
論
じ
居

た
れ
ば
、
此
強
訴
の
結
果
合
併
を
申
立
つ
べ
し
と
の
説
な
れ
ば
此
風

聞
は
夫
等
よ
り
生
じ
た
る
も
の
と
思
は
る
る
」
と
語
っ
て
い
る
。

　
塩
谷
良
翰
の
甲
州
で
の
行
動
に
関
す
る
史
料
は
な
い
が
、
十
月
二

十
日
以
後
硬
化
す
る
県
庁
の
態
度
に
仁
安
領
畏
は
失
望
す
る
。
し
か

し
一
揆
の
指
導
願
は
そ
れ
を
、
維
新
政
府
そ
の
も
の
の
態
度
で
は
な

く
塩
谷
個
人
の
田
安
蘇
と
の
因
縁
に
よ
る
取
計
い
の
よ
う
に
感
ず
る
。

下
石
森
村
長
百
姓
喜
右
衛
門
は
「
噂
に
聞
此
御
役
人
様
御
両
人
ハ
越

前
之
春
嶽
様
♂
手
続
ニ
テ
田
皇
家
江
御
難
贋
之
御
役
人
与
諸
人
こ
れ

を
宇
と
宇
、
御
調
趣
向
も
矢
張
り
左
之
通
也
」
と
一
件
文
書
の
余
白

に
記
し
て
い
る
。
と
も
か
く
彼
等
の
歎
願
は
成
就
さ
れ
た
。
本
稿
作

成
に
使
用
し
た
一
件
文
書
は
下
石
森
村
喜
右
衛
門
・
市
之
蔵
村
勝
右

衛
門
・
狐
新
型
村
甚
五
左
雷
門
等
が
そ
の
喜
び
を
記
念
し
て
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

そ
れ
一
冊
に
収
録
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
和
田
安
領
民
と
「
天
朝
」
と
の
蜜
月
は
あ
ま
り
に
も
短
か

か
っ
た
。
明
治
五
年
半
小
切
は
廃
止
さ
れ
、
彼
等
は
旧
幕
領
養
蚕
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

帯
の
村
々
と
と
竜
に
九
七
力
村
が
ふ
た
た
び
立
上
る
。
蜂
起
し
た
六
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干
の
農
民
は
県
庁
へ
突
進
し
、
　
一
時
「
願
掛
趣
聴
翠
黛
」
の
黒
印
を

獲
得
す
る
。
そ
れ
は
謀
略
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
動
員
さ
れ
た
軍
隊
を

背
景
に
、
明
治
二
年
に
は
田
安
領
民
の
頼
り
で
あ
っ
た
土
肥
県
知
事

は
、
　
「
当
国
に
大
小
切
の
安
無
代
あ
れ
ど
も
幕
政
中
田
安
附
は
殊
の

外
高
免
な
り
…
…
而
し
て
今
回
大
小
切
廃
止
の
事
は
熟
れ
と
は
替
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

必
ず
免
下
げ
に
相
成
、
農
家
の
不
行
立
様
の
事
あ
る
べ
か
ら
ず
」
と

塩
山
恵
林
寺
に
蜂
起
し
た
四
々
役
人
を
召
喚
演
説
し
、
三
人
の
死
刑

他
全
村
高
割
の
畷
罪
金
を
も
つ
て
自
記
の
幻
想
は
完
全
に
打
く
だ
か

れ
た
の
で
あ
る
。

む
　
す
　
び

　
田
旧
家
が
将
軍
家
の
藩
王
と
云
う
特
異
な
存
在
で
な
か
っ
た
な
ら

ば
、
領
主
と
し
て
の
破
産
を
意
味
す
る
よ
う
な
末
期
的
な
様
相
に
到

着
す
る
ま
え
に
、
何
ら
か
の
形
で
改
革
派
が
登
場
し
て
い
た
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
逆
に
云
う
な
ら
ば
、
本
稿
に
見
た
田
安
領
の
崩
壊
は
幕

藩
体
制
に
依
存
す
る
よ
り
他
に
道
の
な
か
っ
た
小
規
模
な
大
名
や
旗

本
領
の
崩
壊
の
必
然
性
と
そ
の
過
程
の
特
質
を
示
し
て
い
る
も
の
と

云
え
よ
う
。
だ
が
そ
の
崩
壊
は
寄
生
地
主
層
の
形
成
、
そ
の
優
越
で

は
な
く
、
小
ブ
ル
ジ
。
ア
富
農
毘
の
形
成
と
彼
等
の
体
制
打
破
へ
の

自
己
主
張
に
よ
っ
て
現
．
実
的
な
も
の
と
な
り
得
た
の
だ
と
云
う
事
を

本
稿
に
晃
て
来
た
事
柄
は
示
し
て
い
る
。

　
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
農
民
の
存
在
こ
そ
、
版
籍

奉
還
↓
廃
藩
置
県
の
領
主
的
土
地
所
有
の
廃
棄
を
短
期
間
に
殆
ん
ど

無
抵
抗
に
行
な
わ
し
め
た
条
件
で
あ
っ
た
と
思
う
。

①
十
月
十
六
日
山
梨
二
八
代
風
鐸
一
閥
人
よ
り
県
庁
石
和
出
衝
へ
の
「
御

　
尋
二
付
販
調
奉
警
気
候
扁
　
一
村
ご
と
の
集
計
人
数
（
御
歎
願
中
出
書
留
）
。

②
朋
治
二
年
十
月
「
田
畠
搬
御
領
地
替
御
講
書
三
二
山
梨
八
代
爾
郡
村
々

　
取
替
議
定
」
こ
の
文
護
は
ほ
ぼ
同
交
で
同
省
森
村
測
野
家
、
西
広
門
田
村

　
郷
須
家
、
市
之
蔵
村
鈴
木
家
に
．
所
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、
署
名
者
の
肩
嘗
に

　
若
干
の
異
圃
が
あ
る
。
そ
れ
は
一
揆
に
よ
り
名
主
役
交
替
が
行
な
わ
れ
た

　
事
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
本
文
中
に
述
べ
た
村
方
騒
動
の
起
る
下
石

　
森
に
つ
い
て
見
る
と
河
野
家
の
も
の
で
は
喜
右
衛
門
の
澗
漱
目
き
は
長
百
姓

　
と
な
っ
て
い
る
が
、
鈴
木
家
の
も
の
で
は
名
主
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に

　
挙
げ
た
数
字
は
河
野
家
の
も
の
に
従
っ
た
。

③
こ
の
交
酔
に
分
裂
工
作
者
の
名
前
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
村
は
、
山
梨
郡

　
体
足
・
繭
後
屋
敷
・
小
原
繭
・
上
石
森
・
上
栗
生
野
、
八
代
郡
八
チ
蔵
・

　
中
尾
・
地
蔵
堂
・
下
欝
崎
・
狐
新
甜
・
上
矢
作
等
で
あ
る
。
本
工
に
か
か

　
げ
た
以
外
で
全
く
連
印
の
な
い
村
に
は
、
山
梨
南
下
荻
原
・
山
…
　
ヵ
村
、

　
八
代
郡
で
は
井
上
・
下
矢
作
∵
下
之
．
原
・
上
岩
崎
等
が
こ
れ
に
入
る
。
内

　
い
く
ら
か
で
も
従
来
の
研
究
・
史
料
の
あ
る
村
を
あ
げ
る
と
、
下
荻
原
で

　
は
菊
島
定
右
衛
門
簸
が
明
治
六
年
村
内
持
高
一
一
二
石
、
安
政
六
年
す
で

　
に
米
二
三
二
俵
地
の
小
作
地
を
も
ち
、
村
提
六
三
％
は
多
か
れ
少
な
か
れ
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姻
家
の
小
作
人
と
な
っ
て
い
る
。
　
（
飯
騰
文
弥
「
大
小
切
騒
動
と
一
撮
村

　
の
動
向
」
　
『
自
画
歴
史
』
一
二
八
号
）
そ
の
他
で
は
井
之
上
・
下
之
療
・

　
下
矢
作
等
に
は
、
郡
中
惣
取
締
役
・
近
村
取
締
役
・
居
村
取
締
役
等
を
つ

　
と
め
大
地
主
と
臼
さ
れ
る
も
の
が
存
在
し
て
い
る
。

④
（
郡
内
機
業
地
帯
へ
）
「
笹
子
峠
越
し
甲
府
東
郡
熊
野
堂
村
奥
右
衛
門

　
な
る
大
尽
よ
り
廻
米
す
。
平
均
日
々
酉
俵
位
の
よ
し
（
中
略
）
天
保
体
中

　
年
諸
国
違
作
の
秘
奥
右
衛
門
米
を
し
め
鷹
、
郡
内
へ
出
さ
ず
、
郡
内
の
罠

　
其
正
購
を
得
ず
…
揆
徒
党
一
甲
府
へ
逡
乱
暴
す
る
に
至
る
。
其
起
る
所
は

　
熊
野
賞
村
奥
右
衛
門
一
入
の
貧
欲
よ
り
始
る
」
（
「
悪
質
志
料
集
成
扁
第
十

　
二
巻
一
〇
四
～
五
買
）
。

⑤
「
明
治
＋
六
年
地
方
巡
察
使
質
問
条
項
答
案
」
（
『
甲
斐
史
学
』
第
三
号
）

　
参
照
。

⑥
醐
．
明
治
初
年
農
民
騒
擾
録
』
一
七
六
～
七
頁
。

⑦
門
（
十
月
）
十
五
日
臨
摩
郡
天
神
天
条
村
平
右
衛
門
十
日
市
場
肩
下
左
衛

　
門
春
米
村
国
吉
外
弐
人
本
陣
方
に
罷
越
口
演
有
之
建
山
、
田
中
御
代
官
様

　
鵡
ル
般
蜘
凹
帰
細
腰
二
冊
川
此
外
塀
二
欝
欝
ハ
厚
さ
C
回
心
刀
顎
も
姉
思
為
点
仕
候
㎜
岡
、
何
連
二
茂

　
引
戻
候
様
達
蒲
被
仰
聞
候
間
、
免
二
角
、
田
中
迄
引
返
し
枳
談
田
鰻
候
可

　
候
様
演
説
有
之
候
得
共
、
最
早
願
害
茂
差
上
候
得
旛
今
更
如
何
様
共
可
致

　
積
無
之
旨
、
竹
屠
村
卯
右
衛
門
狐
新
居
村
甚
五
左
衛
門
両
人
罷
出
応
答
及

　
候
二
空
緻
宿
引
取
申
候
」
　
（
歎
願
成
就
前
書
）
。

⑧
荻
原
武
兵
衛
「
明
治
七
年
村
中
臆
見
録
」
の
裏
に
「
収
獲
取
調
帳
」
の

　
集
計
数
字
に
当
る
も
の
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

⑨
山
梨
郡
落
合
村
「
明
治
二
年
年
貢
勘
定
帳
」
。

⑯
　
十
月
二
十
四
目
八
代
郡
代
表
か
ら
同
郡
一
四
人
の
特
翫
村
役
人
の
田
安

　
代
官
所
出
勤
停
・
止
鮭
特
権
の
停
止
が
甲
府
県
庁
へ
要
求
さ
れ
て
い
る
。

　
「
露
髄
村
贈
名
前
之
も
の
節
義
夫
々
贋
轡
等
被
御
付
、
平
常
何
罰
点
も
携

　
り
只
々
工
人
共
之
勝
手
江
引
付
賄
賂
之
厚
薄
二
よ
9
不
筋
面
取
斗
等
有
之
、

　
八
段
右
横
癖
に
立
戻
リ
候
而
ハ
多
人
数
帰
伏
難
粗
成
、
村
々
災
害
を
生
し

　
必
死
与
難
渋
仕
候
問
、
何
卒
出
格
之
良
馬
憐
察
を
前
文
名
前
之
も
の
南
向

　
後
顕
著
御
役
所
江
掛
勤
差
止
数
成
下
感
度
再
三
上
候
、
若
盛
同
人
共
閏
勤

　
罷
素
掘
ハ
、
融
々
人
気
立
可
治
様
無
御
座
候
扁
　
（
御
嘆
願
中
弛
書
留
）
。

⑳
県
立
潮
岬
急
呈
県
庁
交
書
課
移
管
文
露
「
秘
密
内
申
書
」
県
下
殿
農
商

　
の
履
歴
調
査
欝
。

＠
垂
紐
は
澗
”
甲
斐
史
学
』
一
一
号
前
掲
拙
稿
参
照
。

　
十
月
二
十
羅
八
代
郡
十
八
力
村
代
表
よ
り
石
和
出
衙
に
あ
て
た
特
権
村
役

　
人
一
六
入
を
非
難
す
る
交
書
中
に
こ
の
案
文
は
含
ま
れ
て
い
る
。

⑱
『
由
梨
県
史
』
第
　
巻
二
四
一
頁
。

⑭
　
同
上
七
三
二
～
三
頁
。

⑮
　
　
四
凹
L
⊥
七
鷲
一
論
ハ
桝
目
。

⑯
『
山
梨
県
政
五
十
年
誌
』
四
九
～
五
〇
頁
所
収
。

⑰
下
石
森
河
野
喜
右
衛
門
門
明
治
二
巳
年
御
料
地
願
書
」
、
狐
新
艦
荒
井
甚

　
五
左
衛
門
門
歎
願
成
就
前
書
」
市
之
蔵
鈴
木
勝
右
衛
門
「
御
嘆
願
中
綴
嘗
留
」

⑱
和
崎
楼
観
「
大
小
切
騒
動
覚
書
」
（
『
明
治
維
新
史
研
究
叢
君
』
第
二
巻

　
贋
取
）
。

⑲
　
　
「
甲
斐
出
心
料
集
成
」
第
七
巻
三
六
闘
百
パ
ロ

〔
補
注
〕

　
非
養
蚕
地
帯
の
場
合
も
質
釈
の
代
金
獣
化
は
養
蚕
地
帯
と
圃
様
に
進
行
す

る
。
裟
示
し
た
の
は
天
保
三
年
幕
領
か
ら
欝
欝
領
に
編
入
さ
れ
た
臣
摩
郡
小

林
村
（
村
高
五
四
六
石
）
の
「
皆
済
昌
録
」
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
米

納
率
が
養
蚕
地
帯
（
本
文
中
第
｝
表
落
合
村
）
に
く
ら
べ
て
僅
か
に
高
い
が
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維漸前後の領主支：配と農1民諸階閣（有泉）

小林村璽穏米・金比率

考備％納金％納栄貢租取米高

幕　 領

願二代

　tt
廻米代金納

　rt
　lt

56．6

78．1

85．5

94．6

93．4

94．1

134．918

167．343

180．368

208．705

181．736

206．666

43．4

21．9

14．5

5．4

6．6

5．9

101．92

47．232

32．742

12．172

！3．672

13．172

236．838

214．475

213．11

220．877

195．408

219．838

寛政1

天保3

天保14

嘉永1

安政4

文久3

傾
向
は
全
く
同
様
で
あ
る
。

　
（
附
詑
）

　
本
稿
作
成
に
使
用
し
た
史
料
の
出
所

　
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

○
山
梨
郡
　
上
栗
原
一
区
有
文
書
（
大

　
沢
家
）
須
藤
家
・
下
石
森
一
清
三
家
・

　
河
野
家
・
上
神
内
用
i
奥
山
三
家
・

　
奥
山
貫
之
家
・
桑
戸
－
飯
島
家
・
関

　
家
・
下
井
尻
i
依
山
家
・
落
合
一
荻

　
原
家
・
一
丁
田
申
一
小
野
家

○
八
代
郡
　
上
矢
作
－
津
久
三
家
・
市

　
之
蔵
一
鈴
木
家
・
上
岩
崎
－
雨
宮
家

○
巨
摩
郡
　
増
穂
町
役
場
所
蔵
交
書
・
鮎
沢
一
北
村
家

○
甲
府
市
i
坂
田
家

○
由
梨
眼
立
図
郭
館
（
三
年
・
五
年
戸
籍
）
文
書
課
移
管
交
轡
。
う
ち
荻

原
・
津
久
間
・
鈴
木
・
北
村
家
文
瞥
は
中
央
大
学
商
業
史
研
究
室
、
依
田

家
は
史
料
館
所
蔵
の
も
の
、
雨
宮
家
は
石
和
高
校
飯
田
文
弥
氏
の
筆
写
さ

れ
た
も
の
を
借
用
し
た
。
他
は
筆
春
の
調
査
採
訪
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

三
年
闘
の
調
査
中
た
え
ず
筆
者
を
は
げ
ま
し
て
い
た
だ
い
た
県
立
図
書
館

上
野
晴
朗
氏
・
飯
田
文
弥
氏
・
増
穂
小
学
校
青
山
靖
氏
、
所
蔵
史
料
の
閲

覧
に
便
宜
を
与
え
て
い
た
だ
い
た
史
料
館
藤
村
潤
｝
三
思
・
中
大
商
業
史

研
究
室
北
条
浩
氏
、
筆
写
を
手
伝
っ
て
い
た
だ
い
た
中
大
学
生
歴
研
の
諸

兄
、
列
記
し
た
二
三
所
蔵
者
星
位
に
あ
つ
く
お
礼
を
串
上
げ
る
次
第
で
あ

る
。
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Feudal　Rule　and　the’PeaSantry　around　’the　Restoration

　　　　　　by

Sadao　Ariizumi

　　In　thぴKai甲斐　d呈strict　in施e　E40　Era　a　taxation　law　called

エ）aish6giri大小切was　g．xecuted，　and　the　rate　of　money　payment

in　feudal　rent　was　higher　than　ln　the　other　districts．．EspeciallY

in　the　territory　of　the　Tayasus田安．家who　played　a　role　of　bulwark

・of　the．　Tok’ugawa徳川Shogunate，　it　must　be　remarked　that　the　rent

was　almost　paid　in　money　there．

　　This　article　tries　to　explain，　through　the．analysls　of　the　peasants’

・complaints　and　the　way　of　participation　to　the　riots，　what　classes　of．．

peasants　were　formed，　how　different　they　appeared　in　the　area　of

growing　commodity　production，　．how　the　contradletion　of　lords　against

peasants　or．w2thin　peasants　£hemselves　was　enhanced　by　the　lordS’

pollcy　which　・aimed　at　covering　the　decline　o£　real　．revenue　throug！．

the　separatiOn　of　meney－payraent　prlee　from　rice　prlce，．　tmder　th’e

almost　perfect　progress　of　money　payment．

An　Aspect　of　Kobugabu国学in　the　Later

　　　　　　　　　　　　　　　　　Edo　Era

　　　　　　　　　　　　　　　ム
　　　　　in　case　of　Oleuni　Takamαsa大国隆正

　　　　　　　by

Tsttgur6　TaWara

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ん
　　We　treat　the　case　of　Ofluni　Takanzasa大国隆正，　because　he　belonged

t6　the　samurai　class，　and　was　the　chief　of　KoJeugafeu国学scholars　in

the　core　of　the娩嬢明治new　govern・ment；and　so　we　can　partly　recog－

nize　the　relation　between　Kofeugαleu　in　the　later　Edo　era　and撫e磁擁

Restoration，　by　researching　his　thougねts，　for　the　accottnt　of　his　vety

血ov6ment　after　the　Restoration　which　was　d縦efent　frorn　rura圭．．schL

olars’unknown　move瓶ent　in’垂盾撃奄狽奄モ刀D　｝Iis　d澄erence　with　Qther

scholars　who　accepted　all　realities　indlfferent　to　their　contents　as

．acts　of　God　consisted圭n　his　supporting　the　Tokugawa　System　as　the

磁．moved－as　it　was　t．he　feudal　system　based　on　parson．al　landholdin－

9s，　not　on’the　central　gevernment　dlrectly　ruled　by晦e　Emperor．
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